


は じ め に

　本研究は、平成15年度から18年度までの４年間にわたり、科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））（課

題番号15330205）の交付を受け、実施したものである。

　21世紀の社会は生涯学習社会であると言われている。わが国においても、昭和46年の中央教育

審議会答申を起点に、昭和60年以降の臨時教育審議会答申を経て、生涯学習体系の構築をめざし

た改革が進められた。そして、昨年の平成18年12月22日に公布・施行された新しい教育基本法に

おいて、「生涯学習」を教育に関する理念として規定する第３条が新設されるに至った。この第

３条では、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に

生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」と述べている。この国民一人一人に

障害のある人が含まれるのは当然であると考えられる。教育の機会均等を規定する第４条では、

２項を新設し、「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育

を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」とことさら強調している。障害

があるが故に不利益を被る可能性があることを十分に認識した上での規定である。

　では、障害のある人、特に知的障害や自閉性障害、学習障害など発達障害のある人が、生涯に

わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所で学習でき、その成果を適切に生かせるようにするた

めには、どのような方策が必要なのであろうか。前述のように、生涯学習体系の構築に向けてこ

れらの人たちの学習ニーズや支援ニーズを組み込む必要性があることは認識されているが、どの

段階で、どのような内容を、どのように組み込むべきかについてはまだ明確でない。本研究では、

知的障害をはじめとする発達障害のある人のポストセカンダリー教育に焦点を当て、アメリカ・

カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・フィンランド・スウェーデンにおける

成人教育プログラムや大学における学習支援プログラムを、教育制度や資格制度などとともに調

査した。そして、そこで得た知見を我が国における生涯学習プログラムとその支援方法、支援体

制の開発に役立てることをめざしている。研究を通じて、国内外の関係者に多大なご協力をいた

だいたことを感謝するとともに、本研究に対して忌憚のないご意見やご要望をいただけるようお

願い申しあげる。

　　　　　平成19年３月

研究代表者　小塩　允護　
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１．研究の目的

　本研究の分担者らは，平成13年度と14年度の２年
間，文部科学省生涯学習政策局の「生涯学習施策に
関する調査研究」の委託を受け，障害のある人，特
に知的障害や自閉性障害など発達障害のある人の生
涯学習に関する研究を実施してきた。それらの研究
から，発達障害のある人の生涯学習について，①学
習の場は，高等教育機関や地方自治体，生涯学習セ
ンター，親の会など多様であること，②学習プログ
ラムの内容は個々のニーズにより幅広いこと，③地
域や機関によって学習プログラムの提供方法に違い
があること，④国により法制度の違いがあり，その
違いが生涯学習の展開の仕方に影響している可能性
があること，などが見い出された。これらの研究結
果から，わが国において知的障害など発達障害のあ
る人の生涯学習をよりよく支援するためには，発達
障害のある人が所属する地域や社会の特徴，本人と
保護者のニーズ，支援者の支援の在り方を検討する
必要があり，同時に，発達障害のある人が社会に積
極的に参加でき，より自立的に生きるために必要と
なる生涯学習の在り方を明らかにすることが重要で
あることがわかった。そこで，本研究では，こうし
た背景から，知的障害をはじめとする発達障害のあ
る人のポストセカンダリー教育に焦点を当て，先進
的な成人教育プログラムや高等教育機関における学
習支援プログラムを実践している諸外国の事例を実
地調査し，以下の検討を行うことを目的とした。
　①生涯学習の学習プログラムの変遷，発達障害の
ある人の生涯学習の展開を促進させる法制度の変遷
等について詳細な情報を収集・分析し，現在提供さ
れている学習プログラムの位置づけと今後に必要性
が増すと思われるプログラムについて検討する。
　②プログラムに参加している発達障害のある人と
その保護者がプログラムに参加した経緯，これまで
受けてきた支援や教育のヒストリー，本人と保護者
を支える支援ネットワークを調査し，それらとプロ
グラムへのニーズとの関連性について検討にする。
　③生涯学習を支援する人の障害に対する認識やそ
の認識を有するに至った経緯，その認識に影響を与
えると思われるパーソナル・ネットワークを調査
し，支援者が提供しているプログラムとの関連性を

検討する。
　本研究は，以上の検討を通して，我が国における
発達障害のある人にとって有用な生涯学習プログラ
ムとその支援方法，支援体制を開発する上で役立つ
知見を得ることを目的とした。

２．研究の方法

　発達障害のある人の生涯学習支援に関して先進的
な取組を行っている国と機関について情報収集し，
予め調査項目を設定し，それらの国及び機関の実践
事例と背景について実地調査を実施した。国ごとに
研究分担者を設定し，研究協議会等を通じて，各分
担者が収集した情報を分析し，我が国における今後
の生涯学習体系の構築に役立てる知見を得ることを
めざした。設定した調査項目は以下の通りである。
１）国及び地域全般に関する項目
①特殊教育の法制度及び後期中等教育・移行の教育

内容・方法など
②障害のある人に関する生涯学習，職業教育に関す

る法制度など（現在実施されているプログラムも
含む）

③国・地域の障害に関連する文化的背景
④学齢期以降の取組，サービス，就労環境・状況な

ど
２）調査対象のプログラムに関する項目
①当該プログラムの制度的位置付け（経費の出所，

資格取得の有無など）
②当該プログラムの内容・スタッフ・実施方法（目

的とプログラム内容，体制，スタッフの専門性，
実施方法，スタッフへの支援，課題など）

３）プログラム参加者に関する項目
①教育・支援のヒストリー（小中学校・高等学校の

在籍校種，学齢期以後の生活状況など）
②現在の生活地図（最近１週間のスケジュール，生

活地図，よく利用する外出先と利用方法，現在支
援を受けている機関など）

③プログラムへの参加の経緯・目的・感想
④現在の生活に対する満足度・希望
⑤人的なネットワーク（余暇に関するネットワーク

など）
⑥プログラム終了後の予定や夢

研究の目的，方法及び経過
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４）プログラムの支援者に関する項目
①教育・支援のヒストリー（障害のある人と関わっ

た経験，障害観など）
②プログラムへの参加の経緯・目的
③支援者となったことについての感想
④プログラム運営の方法・工夫
⑤発達障害のある人のニーズに関する意識
⑥発達障害のある人の生涯学習として現在及び今後

必要だと考える内容
⑦人的なネットワーク（発達障害に対する考え方に

影響を与えた人など）

３．研究の経過

１）平成15年度
　研究初年次の平成15年度には４年間の研究計画を
立て，海外調査のための調査項目案を設定した。海
外調査として，カナダのアルバータ州エドモントン
地区，オーストラリアの南オーストラリア州アデ
レート地区，フィンランドのユバスキラ地区を中心
に実地調査を行った。
　カナダのアルバータ州エドモントン地区では，

「アルバータ地域生活協会（親の会）」や「発達障害
のある人のためのアルバータ州委員会（福祉行政機
関）」との連携・協力をもとに，５つの大学（総合
大学２校，地域総合大学３校）で，支援者が補助し
ながら，大学の通常の科目を聴講生として受講する
知的障害のある人の生涯学習（オン・キャンパス）
プログラムを実施していた。
　フィンランドのユバスキラ地区では，特別職業学
校において，障害のある生徒の後期中等教育の仕組
みと職業教育における障害のある生徒への対応につ
いて協議した。また，ユバスキラ大学で行われてい
たオン・キャンパス・プログラムの成果について担
当研究者から情報を得た。フィンランド教育国家委
員会では，後期中等教育段階から通常教育と職業教
育が区別されていて，職業教育の中に特殊教育が含
められているという情報を得た。
　オーストラリアのアデレード地区では，フリン
ダース大学において，知的障害や自閉性障害のある
人が支援者（メンター）の補助を得て，大学の通常
の科目を聴講生として受講するプログラム（アッ
プ・ザ・ヒル・プロジェクト）が実施されていた。
また，アデレード市のコミュニティーセンターで
は，地域の人の生涯学習のための多様なプログラム

を実施しており，知的障害のある人向けのプログラ
ムがあったり，通常のプログラムの中に，知的障害
のある人が参加したりしているという事実を把握で
きた。
２）平成16年度
　研究２年次の平成16年度には，調査項目案を追
加・修正し，前年度調査を実施した地区の実地調査
を再度行った。また，フィンランドのヘルシンキ地
区，スウェーデンのストックホルム地区，オースト
ラリアのブリスベン地区の調査を追加実施した。
　カナダのアルバータ州エドモントン地区では，前
年度に把握したオン・キャンパス・プログラムのア
ルバータ州全体での実施状況を調査した。このプロ
グラムはアルバータ州全体では９校の総合大学やコ
ミュニティ・カレッジで実施されており，各大学に
おける参加者の規模は３名から11名であり，1987年
から2004年までの修了者46名のうち，70％が就労
し，20％がボランティアとして社会参加を果たして
いるという成果をあげていた。
　フィンランドのユバスキラ地区では，ヘルスケア
の専門学校におけるオン・キャンパス・プログラム
について実地調査し，病院や老人ホームでアシスタ
ントとして職業訓練を受けている８名の在校生から
当事者としての経歴や生活状況，プログラム参加へ
の感想や意見を聴取できた。ヘルシンキ地区では，
特別学校の調査から中等教育段階での指導内容や卒
業後の進路動向について情報を得るとともに，特別
職業訓練センターの調査から職業教育の内容とその
成果について情報を得た。
　スウェーデンのストックホルム地区では，特殊学
級の調査から中等教育段階におけるアスペルガー症
候群の生徒に対する指導内容についての情報，公的
な生涯学習機関の調査から知的障害のある人に対す
るシンボル・コミュニケーションの学習など具体的
な支援内容・方法についての情報を得た。
　オーストラリアのフリンダース大学とクイーンズ
ランド大学では，それぞれの大学で行っている知的
障害のある人に対する生涯学習プログラム（アッ
プ・ザ・ヒル・プロジェクト，ラッチオン・プログ
ラム）について，プログラムの参加者とその保護者，
支援者（メンター），プログラム企画者との面接調
査を行った。また，アデレード地区とブリスベン地
区のＴＡＦＥ（技術・継続教育）施設の調査から，
通常のコースにおける知的障害のある人の参加状況
について情報を得た。
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３）平成17年度
　研究３年次の平成17年度では，先ず研究分担者に
よる研究協議会を開催し，これまでの海外調査から
得られた結果について，中間まとめをすると同時
に，残り２年間の研究計画を再検討した。その結果，
研究の焦点を高等教育機関における生涯学習支援に
当てる方針を定め，今後２年間でアメリカにおける
オン・キャンパス・プログラムの事例，ＴＡＦＥ（技
術・継続教育）施設が充実しているニュージーラン
ドの事例，自閉症のある人への教育や支援に関して
特徴のあるイギリスの事例を追加調査することとし
た。
　平成17年度の海外調査では，ニュージーランドの
オークランド地域を対象に，特別学校及び教育省に
おける知的障害のある人の学齢期及び学齢から社会
に移行する段階の教育内容・方法を調査し，同時に
知的障害親の会が設置する支援団体（ＩＨＣ）によ
る生涯学習支援の取組（ＩＤＥＡＳ），マニュアク
技術高等専門学校の知的障害のある成人に対する職
業教育，生涯学習の取組について実地調査を行っ
た。
　特別学校３校の調査では，インクルーシブ教育の
推進という国の施策の下にメインストリーミング学
校が増えつつあるものの，特別学校が通常の小・中
学校，高等学校にサテライトクラスを作って障害の
ある児童生徒が通常の学級で学習する機会を持つと
同時に，障害のない児童生徒も支援する仕組みを
持っており，また，そうした仕組みに有利に働く
ファンド・システムがあり，21歳までの知的障害の
ある生徒の教育において特別学校が有効に機能して
いる現状が見いだせた。
　社会への移行については，個別教育計画の中にプ
ログラムが記載され，校内での作業学習や地域での
職場実習を経て，就職または継続教育等の進路があ
る。以前は授産施設への進路もあったが，2001年の
施策により，最低賃金法が施行されたため授産施設
で働く選択肢がなくなり，ＩＤＥＡＳのような支援

機関で職業教育や，余暇活動を行ったりしているこ
とが明らかとなった。また，マニュアク技術高等専
門学校のような職業高等専門学校などの高等教育機
関では，数校が知的障害のある人向けの教育プログ
ラムを実施しており，コースを終えるとレベル１の
資格を取得できること，支援雇用機関を利用した移
行プログラムがあることが明らかとなった。
４）平成18年度
　研究最終年次の平成18年度には，年度当初に研究
協議会を開催し，３年間に得られた結果を整理し，
報告書の項立てと執筆分担などを決めて，平成19年
２月までに報告書を作成することとした。また，前
年度の計画に従い，アメリカのシラキウス地区，イ
ギリスのロンドン地区の海外調査を実施することと
した。
　アメリカのシラキュウス地区では，シラキウス大
学とシラキウス学区との提携で行われているオン・
キャンパス・プログラムについて，プログラム参加
者，支援者，企画責任者との面接調査を行った。ま
た，障害のある人の自己権利擁護運動と生涯学習と
の関連についてシラキウス大学の研究者から情報収
集した。
　イギリスのロンドン地区では，イギリスの自閉症
協会が運営する自閉症学校２校（初等教育学校，中
等教育学校），ハートフォード州立の初等教育学校
１校， 特別学校２校（初等教育学校， 中等教育学
校）を実地調査するとともに，自閉症協会の教育部
門責任者，自閉症協会運営の高機能自閉症に特化し
た就労支援機関（プロスペクツ）責任者，ハート
フォード州教育委員会のスペシャリスト・アドバイ
ザリー・サービス担当者との面接調査を行い，イギ
リスが推進する教育改革やインクルーシブ教育，自
閉症協会が推進するＳＰＥＬＬに代表される支援理
念が自閉症のある人の生涯学習を進める上でどのよ
うなインパクトを持つかについて資料収集した。
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Ⅰ．はじめに

　2004年に，アメリカ合衆国（以下米国）では，知
的障害のある人のための大統領委員会が報告書を発
表している。大統領報告書の中には，知的障害のあ
る人について諮問しなければならない理由が述べ
られている。その中で，「知的障害のある成人の約
90％が雇用されていない」，「自宅をもっている知的
障害の人は1％以下である」，「知的障害のある若者
のうち26％が学校をドロップアウトしている」，「後
期中等以降の教育（postsecondary education） に
参加しているのは15％以下である」など，米国にお
ける知的障害のある人の問題が指摘されている。
　知的障害のある人の後期中等以降の教育は，米国
だけでなく多くの国で実施されている。このため本
研究では，米国に限らず，カナダ，オーストラリア，
フィンランド等の各国における取り組みを検討して
きた。カナダやオーストラリアについては，「障害
のある人の生涯学習に関する研究報告」（障害のあ
る人の生涯学習に関する研究会，2002; 2003）にお
いて報告されている。紙面の都合で，世界中の取り
組みについて触れることが難しいため，本稿では，
米国での取り組みを取り上げることにした。その理
由は，他の国の取り組みが一部の大学あるいは校区
に限られているのに対して，米国では多くの大学や
校区，州で知的障害者の後期中等以降の教育として
の大学の取り組みが報告されているからである。
　知的障害のある人が大学で学ぶということは，障
害のある人の後期中等以降の教育を考える上で，さ
らには職業や余暇活動に参加する機会を考える上
で，これまでのパラダイムの変換として興味深い話
題である。
　現在，米国においては多くの障害のある学生が
支援を受けながら大学で学んでいる。Conway & 
Changによれば，全学生のうち公立の２年制大学で
10.7％，４年制大学で7.5％の学生が障害または困難
をもつと報告されている。つまり約１割の学生は
障害があると認定され支援を受けている。また全
米後期中等以降の教育支援学習センター（National 
Center for the Study of Postsecondary Education 

Supports）の全国的な調査（2004）によれば，支
援を受けている学生の障害種による割合の違いは，
学習障害（LD）と注意欠陥／多動性障害（ADHD）
の学生が43％，重複障害が14％であったが，知的
障害を含めた認知障害の割合は支援を受けている学
生のうち，わずかに２％であった。この結果から，
米国では各大学で障害のある学生が支援を受けてい
るものの，半数近くはLDであり，知的障害の学生
が大学において支援を受けることはまだ不十分であ
る。言い換えると，LDや感覚障害は，これまで大
学が提供してきた枠組みの中で，その特性に応じた
対応を考えれば良かったことになる。しかし，知的
障害の学生を大学で教えることは，これまでと異
なったパラダイム変換を必要とするであろう。本稿
で知的障害のある学生の文献を展望することによ
り，その背景にある哲学的な変化を明らかにできる
であろう。
　そこで本稿は，知的障害のある人の成人教育，特
に米国におけるカレッジや大学での取り組みに関す
る文献を展望する。わが国にとっては夢のような取
り組みであるが，知的障害のある人の大学での取り
組みに関する文献を展望し，具体的な実践を紹介す
る。そして，わが国にとってのこれらの取り組みの
意義について考察することにより，その背景にある
パラダイム変化を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ．文献展望の方法

１．対象となる論文
　本稿では，米国における知的障害のある人の大学
教育に関する論文のうち，2000年以降に発表された
論文を展望の対象とした。本稿で文献を2000年以降
に限定したのは，1970年代から1990年代までの知的
障害のある学生の大学における後期中等以降の教育
に関してはすでに，Neubert, Moon, Grigal, & Redd 
(2001)によって展望されているからである。また，
LD等の他の障害のある人の大学での教育について
は，多くの文献がある（例えば，Getzel, McManus, 
& Briel, 2004）が，ここでは哲学的背景を明らかに
するために，知的障害に関する論文に限定した。

知的障害のある人の成人教育の概略
干川　隆

（熊本大学）
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表１．知的障害のある人のカレッジや大学での取り組みに関する論文（2000年以降）

年 筆　者 論文のタイプ カレッジ・大学 内　容
1 2000 Hall,M., 

Kleinert, H.L., 
& Kearns,J.F.

プログラムの
紹介

カレッジ
（ケンタッキー州）

　Jessamineカウンティ公立学校とAsburyカレッジの取り
組みの紹介。教師，大学教授，大学学生，親によるプロ
ジェクトの利点を記述し，障害のある学生のために伝統的
な大学の授業を変える適応例を紹介し，それぞれの学生
の個別の目標を達成するための取り組みについて示してい
る。

2 2001 Neubert, S.A., 
Moon, M.S., 
Grigal, M., & 
Redd,V.

研究（展望） 　知的障害と重大な障害のある人の大学キャンパスでの活
動に関する1970年代から1990年代までの文献研究。論文
では，大学のキャンパスの活動に参加する機会を提供する
ための哲学的な基礎，実践，その努力の影響に関する研
究の要約が行われている。

3 2001 Hart, D., 
Zafft,C. & 
Zimbrich, K.

プログラムの
紹介

カレッジ
（マサチューセッツ州）

　コミュニティ・インクルージョン研究所（ICI）による校区
と地方カレッジの連携により，25の校区での取り組みの紹
介。このモデルは，家族を含めて本人のもっている力と好
みにより作られ，インクルーシブなカレッジ環境への参加
支援のために革新的な方略を生み出すために，協力的な
機関間のチーム（学生支援チーム）を用いた。

4 2001 Moon, M.S., 
Grigal.M., & 
Neubert, D.

プログラムの
紹介

カレッジと大学
（メリーランド州）

　オン・キャンパス・アウトリーチ（OCO)のプロジェクトと
して，筆者らは親，教育者，学生から後期中等以降の教
育の実践に関する情報を集めた。結果をまとめて，プログ
ラムを発展させるための10の示唆が提案されている。

5 2001 Grigal,M., 
Neubert,D.A., 
& Moon,M.S.

研究（調査） カレッジと大学
（メリーランド州）

　オン・キャンパス・アウトリーチ（OCO）のプロジェクト
として13の学校区のプログラムでのカレッジと４年制大学
の取り組みについて調査を行った。結果として，学生と環
境の特徴，スタッフの配置，助成パターン，照会と入学，
プログラムの中身について記述している。

6 2002 Grigal,M., 
Neubert,D.A., 
& Moon,M.S.

プログラムの
紹介

カレッジと大学
（メリーランド州）

　オン・キャンパス・アウトリーチ（OCO）のプロジェクト
として17のプログラムでの４年制大学，コミュニティ・カレッ
ジ，地域の取り組みを概括し，後期中等以降の教育の中
でどのように障害のある人に支援とサービスをを提供する
かを５つの段階により示している。

7 2004 Weir, C． 研究（質的） カレッジ・大学 　３年間のモデルデ・プロジェクトの８名の参加者を対象
として，参与観察が行われた。筆者は，個人的支援と協
力的支援について考察し，効果的な方略のための提案を
行い，後期中等以降の教育で成功した学生にとって夢の
追求（本人を中心にした計画）の重要性を示している。

8 2004 Stodden, 
R.A.＆
Whelley, T.

研究（展望） 　この領域で働いている保護者と教育者のための政策と
権利擁護といった背景となる情報が提供されている。支援
とサービスは，以前に比べるとより柔軟になり，個々の特
別な教育的ニーズに合わせるようになってきており，将来
の研究の必要性が提案されている。

9 2004 Zafft, C., 
Hart, D., & 
Zimbrich, K.

研究（調査） カレッジ
（マサチューセッツ州）

　カレッジ・キャリア・コネクション（CCC)モデルプロジェ
クトとして後期中等以降の教育に参加した学生20名と，参
加しなかった学生20名とを比較。筆者らは，後期中等以
降の教育への参加が，知的障害のある若者にとって雇用
の成功するためにも重要であることを示し，将来の研究と
実践のための提案を行った。

10 2004 Neubert, S.A., 
Moon, M.S., & 
Grigal, M.

研究（調査） カレッジ
（メリーランド州）

　オン・キャンパス・アウトリーチ（OCO)による17の後期
中等以降の教育の取り組みの中から13のプログラム教師が
アンケートに答えた。結果は，重大な障害のある学生に
とって職業訓練にうまく携わることになるが，キャンパスの
コースへの参加が限られていること，また，機関間の連携
がサービスを提供する上で重要であることを示した。
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　なお，文献の中には知的障害を含む認知障害と
いう用語を用いたものや，重大な障害（significant 
disabilities: SDs）という用語を用いたものも含めて
いる。Neubertら（2001）によれば，重大な障害と
いう用語は，もともとThe Association for Persons 
with Severe Handicapsで用いられたものであり，

「重大な障害のある人という用語は，統合された地
域社会の環境に参加するために，一つの主要な生活
活動よりも多くで大量の継続的な支援を必要とし，
移動，コミュニケーション，自己管理，自立活動と
雇用と自給自足のための学習のような生活活動のた
めの支援を必要とするすべての年齢の人を含んでい
る。」（p.156）と定義されている。

２．論文の概要
　論文の概要は表１に示すとおりである。表１は，13
の論文について，発表された年，筆者，論文のタイプ

（プログラムの紹介，研究，声明文position paper），
内容を示した。なお，本稿で多く2004年の論文を紹
介しているのは，雑誌「Education and Training in 
Mental Retardation and Developmental Disabilities」
で知的障害のある人の後期中等以降の教育について特
集を組んだためであり，本稿ではそれを取り挙げたた
めである。

Ⅲ．結果

　文献は，研究論文だけでなく，プログラムを紹介

したものや声明文と多岐に渡っている。この節で
は，文献を展望した結果として，１）プログラムを
支える背景，２）取り組みの実際，３）取り組みに
よる利点，４）実施する上でのバリアを項目ごとに
まとめる。

１．プロジェクトを支える背景
　1990年代までの取り組みと2000年以降の取り組み
では，大きく異なってきた印象を与える。2000年以
前に報告された取り組みは，予算を受けてイベント
的に行われていたと推測される。それは，1990年代
の文献を要約して，特殊教育とリハビリテーショ
ン・サービス局（OSERS）の補助金によって行わ
れたプロジェクトが，助成金が打ち切られた後にも
継続しているかどうか不明確であるとのNeubertら

（2001）の指摘からも裏づけられる。
　米国で障害のある人が大学のキャンパスで学ぶ
ことを可能にしているのは，障害のある人の教育
法（IDEA），障害のあるアメリカ人法（ADA），
リハビリテーション法の３つの法律的背景による
ことが指摘されている（Stodden & Whelley, 2004; 
Spelling & Monroe, 2006）。IDEAは，1975年の全
障害児教育法（公法94-142） に起源をもち，1990
年の改正で個別教育計画（IEP）の中に個別移行計
画の作成が義務づけられ，さらに97年のIDEAの修
正（公法105-17）では，個別の移行計画の作成がそ
れまでの16歳から14歳に引き下げられた（干川，
1999）。IDEAの97年修正法では， 障害のある児童

11 2004 Hart, D., 
Mele-
Mccarthy, J., 
Pasternack,R.
H., Zimbrich, 
K., & Parker, 
D.R.

研究（調査） カレッジと大学（＋
高校）。州はカリ
フォルニア，メリー
ランド，マサチュー
セッツ，ミシガン，
ケンタッキー，
ニューヨーク

　中等教育に在籍しながら後期中等以降の若者を支援す
る25の後期中等以降の教育プログラムに関する全国調査。
主な知見は，ほとんどのプログラムは生活スキル訓練と職
業訓練につながる地域生活指導の組み合わせであったが，
革新的なモデルは，インクルーシブな後期中等教育サービ
スによるものであった。６つのプロジェクトの詳細と将来
の研究のための提案が示されている。

12 2004 Pearman,E., 
Elliott,T., & 
Aborn,L.

プログラムの
紹介

カレッジ（カリフォ
ルニア州）

　コミュニティ・カレッジと校区との間での移行サービス
の連携モデルの記述。このエリアの学生は，高等学校修
了後に後期中等以降の教育として，カレッジの授業に参加
し，社会的な活動に参加し，生活と雇用のスキルを学習し
た。

13 2004 知的障害者の
ための大統領
委員会

声明文 　知的障害のある人の直面している問題を明らかにし，勧
告を行っている。この報告書の「学校から雇用と成人の生
活までの教育と移行」の中で，高等教育での多様な支援
として２年制または４年制の大学での移行プログラムが提
案されており，高等学校とカレッジとの二重在籍も提案さ
れている。
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生徒に対して可能な限り通常の評価テストに参加す
るように規定するなど通常教育のカリキュラムの目
標とアセスメントの枠で対応し，知的障害のある学
生の成長への期待を増し，成績への効果を生み出し
てきた（Stodden & Whelley, 2004）。IDEAは後期
中等以降の教育に直接に影響を及ぼさないが，後
期中等以降の教育への移行と準備に関して知的障
害のある若者のためにその機会を提供していると
考えられる（Stodden & Whelley, 2004; Spelling & 
Monroe, 2006）。
　ADAは，学習と仕事環境に平等にアクセスする
ことを保障している。1973年リハビリテーション法
の504条はADAと同様に，障害があることで差別を
受けることを防ぐものである。後期中等以降の教育
で支援を提供するための根拠となるのは，ADAと
504条の規定に基づくことになる。つまり，この法
律は，障害があることにより差別されず，適切に学
ぶ支援を後期中等以降の教育の学校に求めている

（Spelling & Monroe, 2006）。

２．取り組みの実際
１）取り組みのタイプ
　取り組みは，障害の程度，学校区，支援体制に
よって大きく異なっている。 プログラムの特徴
を現すカテゴリーとして，Hart, Mele-McCarthy, 
Pasternack, Zimbrich, & Parker（2004）は，実質
的に分離プログラム，混合プログラム，インクルー
シブ個別支援モデルの３つを提案している。同様な
分け方は，Stodden & Whelley（2004）によっても
用いられている。Hartらは３つのカテゴリーを以
下のように説明している。
　分離プログラムに参加している学生は，主に，通
常の学生の集まりとは相互にかかわっておらず，障
害のない友だちと一緒に標準的なカレッジのコース
に参加するという選択肢をもっていなかった。カリ
キュラムは主に，限られた数の職業訓練時間を通し
て，「生活スキル」，地域社会に根ざした指導，輪番
制（例えば，保守，食事準備，書類整理）に焦点を
当てたものである。混合プログラムは，キャンパス
の建物での移行計画あり，分離プログラムよりも
学生との交流がある（例えば，カフェテリアやス
ポーツ・イベント）。学生は，分離プログラムと同
様の「生活スキル」や地域社会に根ざした指導など
のコースを受けるけれども，インクルーシブ・カ
レッジ・コースで通常の授業をとり支援を受ける選

択肢をもつ。インクルーシブ個別支援モデルでは，
学生は個別化されたサービスと支援（例えば，教育
のコーチ，支援技術）を提供され，カレッジのコー
ス，認定プログラム，インターンシップ，学位プロ
グラムに参加し，その進捗を確かめることをカレッ
ジは求められる。すべてのサービスは，学生の選択
や好みに基づいて，学生を中心に位置づけたもので
あり，障害のない学生と同じものの利用を含んでい
る。
　Hartら（2004）は，25のプログラムのうち13個
が混合型，8つのプログラムがインクルーシブ型，
残りの4つのプログラムが分離型であると報告して
いた。

２）メリーランド州での取り組みの実際
　この節では，多くの文献に報告され，情報が入
手しやすかったメリーランド州でのオン・キャン
パス・ アウトリーチ（OCO） について詳述する。
OCOは，18歳から21歳の重大な障害のある学生の
ためのプログラム開発と拡大のために，メリーラ
ンド州での地方学校システム（LSS）と連携しなが
ら，技術的な支援を提供するために計画されたもの
である（Grigal, Neubert, & Moon, 2001）。Grigalら

（2001）によれば，OCOの初期の目的は，メリーラ
ンドでの後期中等以降の教育に適したプログラム内
容を明らかにし，プログラム担当の教師に面接し，
そのプログラムに適した材料を収集することであっ
た。以下に，Grigalら（2001）によるメリーランド
州での13のプログラムの詳細について紹介する。

場所：13のプログラムのうちの８つは，コミュニ
ティカレッジのキャンパスで実施され，2つのプロ
グラムは４年制のカレッジ・キャンパスで実施され
た。3つはキャンパス以外（例えば，１つは保安官
事務所）で実施された。
対象者： それぞれの場所に4人から22人（平均で
11.5人） の学生が1998年度に参加していた（合計
152人の学生）。参加者の障害は，軽度から中度の
精神遅滞，特異な学習障害などさまざまであった。
IEPの目標は，職業訓練や職業体験はもちろん，主
に機能的な生活スキルと地域社会に根ざした活動に
焦点が当てられていた。
スタッフ：スタッフは，主に地方学校システムが責
任を負い，成人サービス機関との連携の上で行われ
ていた。13のプログラムのうちの１つは，後期中等
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以降の教育に配置された２人の常勤の特殊教育教師
が，他の12プログラムは，常勤の特殊教育教師が１
人ずつ地方学校システム（LSS）からプログラム教
師として配置されていた。すべてのプログラムに
は，学生の数によって，１から２人の指導アシスタ
ントが配置された。いくつかの場所では，地方成人
機関の職員と連携して移行の専門家，職業教育者が
このプログラムを支えていた。
　13のうちの10のプログラムは，指導するために大
学のスタッフがいた。４つのプログラムでは重大な
障害をもつ学生を教えるために地方学校システムに
よって雇用されたインストラクターがいた。残りの
６つのプログラムは，大学に在籍している学生のう
ち少なくとも１人が担当した。上記の者に加えて，
発達障害行政官，リハビリテーション・サービスの
ような地方の成人機関や州の機関と連携していた。
３つのプログラムは，地方成人機関がジョブコーチ
のサービスと職業教育を提供していた。
　プログラムへの助成：１つのプログラムを除いた
すべてのプログラムでは，地方学校システムが教師
と支援スタッフの費用と，机やファイルなどの費用
を支払っていた。さらに２つのプログラムではキャ
ンパスの教室を借りる費用も支払っていた。カレッ
ジは教室や事務室，さらにはコンピュータや家具，
ファックスを提供したが，費用は提供していなかっ
た。
　照会，入学とアセスメントの過程：７つのプログ
ラムでは，学生は高等学校でのコミュニティに根ざ
した生活スキルあるいは作業学習プログラムに参加
した後に，このプログラムに照会されてきた。５つ
のプログラムでは学生がプログラムに参加するため
に，１人でカレッジや職場まで公共交通機関を利用
できることを示す必要があった。
プログラムの構成要素：13のプログラムのそれぞれ
が，「最善の実践」と呼ばれてきたものを反映して
おり，それらは機能的なスキルの指導，職業訓練，
フォロー・アローン，アセスメント活動，機関間の
協力，保護者の関与，自己決定活動，社会スキル訓
練，個別の移行計画の作成等を含んでいた。さら
に，13のうちの12のプログラムで，カレッジ・キャ
ンパスでのインクルーシブな活動に時間の一部を費
やしていた。これらの活動は，単位の取得あるいは
聴講のためにカレッジの授業をとること，図書館，
フィットネス・センターを利用すること，キャンパ
スでの課外活動を含んでいた。

　すべての学生は，機能的な学問的スキルあるいは
職業開発活動に関する直接教授direct instructionの
ための分離した学級に参加していた。７つのプログ
ラムで，学生はIEPの目標の作成に参加し，IEPミー
ティングに参加するためにロールプレーの活動を
行っていた。３つのプログラムでは学生はIEPミー
ティングに参加していた。３つのプログラムでは，
地域社会に根ざした指導が行われていた。これは，
高等学校でこれまで行われてきたものと似ており，
地域社会にある施設を用いた銀行の利用，買い物，
調理などを含んでいた。また，プログラムの大部分
では，朝に学生の授業あるいは地域に根ざした指導
が行われ，午後に職業体験が行われた。
　８つのプログラムでは，学生は通常のカレッジの
授業に参加した。これは，単位にならない授業（例
えば，エアロビクス，陶芸）に参加する場合もある
し，成績を受けるものもあった（例えば，劇作法，
キーボード）。

　その後の研究の中で，Neubertら（2004）は，メ
リーランド州の13のプログラムに参加している163
人の学生の様子を報告している。大学の授業につい
ては，どのような授業をとっているか興味深いので
ここに紹介する。

　これらの学生のわずか4人（２％）は，単位のた
めにカレッジのコースをとっていると報告された

（２人はストレングス・トレーニング，２人はキー
ボードの打ち方）。残りのうちの59人は，単位のな
いあるいは聴講のコースに登録し，コースの大部分
は，アドベンチャー・スポーツ，空手，ウエイト・
トレーニング，水泳，水中エアロビクス，アクア・
フィットネス，エアロビクス，ウエルネス，健康教
育，ダンス，バスケットボール，ヨガ，護身術など，
健康とフィットネスに関するものであった。

３） カレッジで実施されている障害のある人への支援
　次にカレッジで実施されている具体的な支援

（accommodation）は，調査研究を中心に報告され
ている（Zafftら，2004）。Zafftらは高等学校とカレッ
ジとで支援の違いについて比較しているが，ここで
はそのうちのカレッジのものを取り上げることにす
る。
　カレッジの支援の中でもっとも多かったものは，

「テスト時間の延長」と「チューターによる指導」
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であった（いずれも19人中15人）。次に多かったの
が，その他の「教育的コーチ」（13人）であり，こ
の点が高校と大きく異なっていた。その次は，「静
かな場所での作業／テスト」と「ノートをとるまた
は読み上げる人をもつ」（いずれも11人），「テスト
を読み上げる」（10人）がそれに続いていた。

４） 本人を中心に据えた計画（person centered 
planning）の活用

　多くの実践において，後期中等以降の教育の夢を
追求するためには，個別化された支援と協力的な
パートナーシップが必要であり，協力することと本
人を中心に据えた計画は，後期中等以降の教育への
取り組みの重要な特徴であった（Wier, 2004）。

　Wierは，「カレッジに興味を持っている学生は，
通常の大学の授業に参加し，普通の活動に参加し
たいという夢を持っているのであり，その夢の実
現にあたっては，柔軟で個別化された支援が必要
である」と主張している。さらにWierは，これま
でのグループを中心とした計画（group centered 
planning） と本人を中心に据えた計画（person 
centered planning）とを以下のように区別してい
る。グループを中心とした計画では，「事前に計画
されたプログラムに方向づけたもの」であるのに対
して，本人を中心に据えた計画では，「個々の学生
のかけがえの無いニーズや要望によって始められる
個別化された支援が提供されるもの」である。
　つまり，知的障害のある学生がカレッジや大学で
勉強したいというこれまで不可能とされてきた夢の
実現に向かって連携協力する体制を作るためには，
従来のグループを中心とした計画ではなく，本人を
中心に据えた計画が必要であり，多くの実践にお
いて有用な手立てとして本人を中心に据えた計画
の成果が報告されている（Wier, 2004; Hart, Zafft, 
& Zimbrich,2001; Baska, Kaufman, & Gaumer, 
2003）。 本人を中心に据えた計画の具体的な手立
ては，Inclusion International Pressによって出版
されているMAPs，PATHといった方法（Falvey, 
Forest, Pearpoint, & Rosenberg, 1997; 干川・肥後，
2000） や，Personal Futures Planning（Mount & 
Zwernik, 1989）などさまざまなものがある（実施
の移行計画を立てる上でのPATHやMAPsのミー
ティングの様子については，Baskaらが具体的な記
録を載せているので参考のこと）。

表２． 本人を中心に据えた計画のアクション・プラン
（NCSET, 2004に基づいて作成）

ステップ１：ファシリテーターを選ぶ．
　ファシリテーターは，良き聞き手であり，その人
の夢を作るために創造的に働き，個人と地域社会の
能力を発見し，地域社会の建造者になれる人である。

↓
ステップ２：計画の過程をデザインする．
　本人のプロフィールを作成するための最初のミー
ティングは，通常，計画のミーティングの数日前に
行われ，参加者は何が共有されるかを示すための機
会をもつ。ミーティングはおよそ２時間かかる。

↓
ステップ３： ミーティングを開催する：本人を中心

に据えて計画する過程．
　将来のビジョンを共有し，ブレーンストーミング
を通じて機会を増やす方法をイメージする。障壁や
機会を明らかにする。アクション・プランを作る。

↓
ステップ４： フォローアップのミーティングで計画

し戦略をねる。
　アクション・プランを実施し，障壁があればさら
に新しいアイデアをブレーンストーミングして，参
加者の関与を変えるなどする。

　これらの本人を中心に据えた計画に共通する４
つのアクション・ステップは，the National Center 
on Secondary Education and TransitionのWeb-Site
にあるParent Brief（2004）にまとめられている。
そのステップのタイトルと簡単な説明を表２に示
す。
　具体的な手立ての中に共通してみられることは，
上述のように夢や希望など将来のビジョンを共有
し，ブレーンストーミングで解決策を考え，アク
ション・プランを計画・実施し，検討し，必要であ
ればさらに新しい計画を作るといった問題解決過程
である。このようなアクション・プランを作成する
ことによって初めて，障害のある学生を既成の枠の
中に当てはめるのではなく，社会を障害のある学生
に当てはめることができる。その意味から，知的障
害のある学生がキャンパスで学ぶためには，本人を
中心に据えた計画という具体的な手立てを用いるこ
とが重要であろう。

３．カレッジでの取り組みによる利点
　カレッジや大学を中心とした後期中等以降の教育
の取り組みに対する意義については，それぞれの論
文において記述されている（例えば，Hallら，2000; 
Moon, Grigal, & Neubert, 2001）。その中で，本稿
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では箇条書きの形でまとめてあるHallら（2000）の
Asbury大学の取り組みを表２に示す。Hallらの対
象となる学生には，Grielらよりも重度の学生も含
まれているが，そのポイントは他のプログラムとも
共通している。

４．実施する上でのバリア
　いくつかの文献の中には，知的障害のある人がカ
レッジまたは大学で過ごすことに対するバリアが言
及されている。ここでは，バリアについて，１）態
度のバリア，２）適切な支援の問題，３）スケジュー
ルと交通手段の問題，４）知的障害者自身の問題，
の観点から，以下にまとめる。

１）態度
　Hartら（2004）は，25のプログラムのうちの61％
が，後期中等以降の教育のバリアとして態度を挙げ
ていた。具体的な例として，「知的障害の学生はカ
レッジに属していない」，「カリキュラムは『水増し
されたもの』になってしまうだろう」といったもの
である。
　同様にかかわる者の態度の問題は，他の研究者
によっても言及されている（Grigalら2001; Neubert
ら,2004）。Grigalらによれば，大学での後期中等以
降の教育の主要な目的は，重大な障害のある学生
に対して障害のない同年齢の仲間とお互いにかか
わる機会を提供することである。しかし，Grigalら
は，調査の結果から必ずしもこの目的が十分に達成
されておらず，大学の経営者による関与と，職員，
スタッフ，学生との協力的な関係を発展させる機会
は，この目的を実現するために必要であると述べて
いる。その理由としてGrigalらは，後期中等以降の
教育が，高等学校のときと違って，大学の方針を甘
受しなければならない点を指摘している。このた
め，学生は必要条件や実力試験を満たしていないこ
とを理由に，授業をとることが認められていない。
この問題は，これらのプログラムで学生のコース選
択を実質的に減少してしまう。13のプログラムのう
ち８つは，通常の大学の授業をとっていた学生がい
たが，その多くは，レクレーションに関するもので
あった。Grigalらは，プログラム教師が，図書館や
カフェテリア，またはキャンパスのレクレーション
施設を利用することによって，障害のない学生との
非公式なインクルーシブ経験を探し求めていたと報
告している。

　またNeubertら（2004） は， 調査の結果， 学生
163名のうち，単位のために授業を取っている学生
がわずかに４名であり，残りの59人は単位にならな
い授業に参加しているか聴講していることを指摘し
た。さらに，100人の学生は，いずれも大学のコー
スには参加していなかった。この結果について，
Neubertらはここ30年以上ほとんど変化がみられて
いないと述べている。

２）適切な支援の問題
　Grigalら（2001）は，カレッジや大学において，

表３．カレッジと連携したプログラムの利点
　　　（Hall et al., 2000に基づいて作成）

軽度または重度の障害のある学生にとって
・同じ年齢の仲間とより多くの学業的な学習の機会

を提供する（例えば，技術教育の授業，ラジオ製
作の授業，エコロジーの授業）。

・課外活動（球技とスポーツイベント，社会的イベ
ント）はもちろんのこと，年齢に適したレクレー
ションやレジャーの活動（乗馬，スイミング，体
力づくり，バスケットボール，ソフトボール，エ
アロビックス）に学生が参加する機会を増す。

・キャンパスで利用できるさまざまな職業を含めて，
新しい職業スキルを発達させる学生の機会を増す。

大学の学生にとって
・さまざまな人との友情を発達させ，他者を受け入

れる他にない機会を提供する。
・特に，福祉サービスの職業を専攻している学生に

とっては，自然な状況での実践的な学習体験を提
供する。

・多様な学習スタイルの学生を教える知識を増す。
特殊教育教師にとって
・地域社会の気づきや地域社会の資源に関する知識

を増やす。
・18-21歳の学生の年齢に適した行動の理解を増やす。
・自然な環境での学習方略と修正の知識を増やす。
中度と重度の障害のある学生の親にとって
・個別化された支援によって自分の娘や息子ができ

るというよい意味ではもちろん，成人として自分
の娘や息子のニーズについてのよりよい理解を提
供する。

・他の親，専門家，地域社会からの支援のネットワー
クを提供する。

・息子と娘の友達の輪を増やす。
Asbury大学にとって
・学生や職員の両方にとって利用可能な学習の機会

の範囲を広げる。
・通常教育の学習活動の文脈ですべての学生を含め

た将来の教師を準備する機会を提供する。
・社会システム，地域社会，それに他の専門施設と

の協力する機会を提供する。
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このプログラムを実施するための教室や事務室を確
保することの困難さを指摘している。Grigalらの調
査した13のプログラムのうちのわずかに４つのキャ
ンパスのみが，事務所のスペースを提供し，そのう
ちの１つは，他の大学の職員と一緒の部屋を共有し
ていた。さらに多くの学生に支援することを考える
と，事務室のスペースや，コンピュータやファック
ス，電話などの機器を備える必要がある（Grigalら，
2001）。
　さらにGrigalらは，プログラム教師の報告として，
以下の領域の技術的な支援ならびに訓練が必要であ
ると述べている。その領域とは，職業開発技能，
本人を中心に据えた計画の取り組み，支援技術と装
置，助成金の書類，社会保険給付金に関する情報，
学生の自立した生活経験を提供すうためのアイデ
ア，プログラム評価手続きによる援助，であった。
　また，これまで奨学金は，優秀な学生に対して支
給されてきた。しかし，知的障害のある学生は，他
の学生と同様な試験では，奨学金を受けることがで
きず，このため従来の奨学金制度ではない財政的な
援助が必要となる（Grigalら，2001）。

３）スケジュールと交通手段の問題
　地方学校システムとカレッジとのスケジュールが
違うため，大学が休みのときにプログラムを計画
するというスケジュールの問題が指摘されている

（Grigalら，2004）。また，もう１つの問題として，
初期の段階では移動の問題が大きかった（Grigalら，
2004）。大学まで通うためには，スクールバスが使
えないときには，乗り換えてバスを利用しなければ
ならない。また，大学外で職業体験を受ける場合に
は，行き来するために公共交通機関を利用できなけ
ればならない。学生によっては，片道１時間バスに
乗らなければならなかった。このため，スタッフは，
学生がそれぞれの場所に1人で移動できるための移
動訓練をしなければならなかった。

４）学生自身の問題
　Stodden ＆ Whelley（2004）は，知的障害のある
学生自身の問題について指摘している。Stodden & 
Whelleyは，障害のある人としての自己同一性，障
害の性質とニーズの開示は，知的障害者自身の責任
であると述べている。つまり，知的障害のある学生
は，幼い頃から自己の権利擁護の学習をしなければ
ならない。学生は，障害は何か，して欲しい支援は

何か，権利は何か，権利と支援のためにどのように
交渉するかということを学習しなければならない。

Ⅳ．考察（わが国に与える意義）

　これまでの文献の展望を踏まえて，米国の取り組
みがわが国に与える意義について，この節では１）
ハードウエア：公的システムの必要性と，２）ソフ
トウエア：哲学的な変化，の２つの観点から考察す
る。

１．ハードウエア：公的システムの必要性
　まず始めに，米国とわが国におけるシステムの違
いを明確にしておく必要がある。
　米国では，障害のある人は21歳まで教育を受ける
ことができる。これまでの問題は，障害のない学生
が18歳で高等学校を卒業するのに，障害のある学生
は21歳まで在籍し，実際の年齢とは異なる集団の中
で過ごしていた。今回のカレッジや大学で学ぶこと
の大きな目標の1つは，知的障害のある人が同年齢
の人たちと同じキャンパスで過ごすという点にあっ
た。つまり，米国では障害のある人が21歳まで公教
育を受けることが保障されていた。このため，これ
まで高等学校で提供されてきた支援とサービスをカ
レッジや大学のキャンパスに移したということで，
システムそのものは大きな変化ではない。また，プ
ロジェクトの中には，高等学校に在籍しながら大学
にも通うという二重在籍の取り組みも紹介されてい
た。
　また，知的障害の学生が大学で学ぶことは，法律
によっても支えられている。IDEAやADA，リハビ
リテーション法，さらには大統領報告書でも大学に
おける後期中等以降の教育の取り組みが奨励されて
いる。このため法律に基づいて，連邦や地方の補助
金によって，この取り組みが支えられているのが現
状であろう。それにより2000年以降では，文献とし
て報告されていない州の実践も踏まえると，さらに
たくさんの州がカレッジや大学における後期中等以
降の教育を実施しているに違いない。この21歳まで
の教育と法律による支えという点は，米国とわが国
とで大きく異なっている点である。
　しかし，特別支援教育の流れの中で，わが国でも
高等学校おける特別支援教育が提案され実践されよ
うとしていること，さらに国連障害者権利条約の批
准の検討等の最近の動向を踏まえると，後期中等以
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降の教育の可能性がまったくないわけではない。

２．ソフトウエア：哲学的な変化
　ソフトウエアの問題を考える上で，米国において
全障害児教育法の「最小制約環境」の条項が果たし
た意味は大きい。Stodden & Welley（2004）によ
れば，米国ではIDEAにおいて可能な限り通常教育
の環境の中に障害ない学生と共に障害のある学生が
インクルードされることを命じた「最小制約環境」
の条項によって，全ての学生のための一般的なカリ
キュラムへのアクセスが保障されている。このた
め，中等教育までは知的障害のある児童生徒は，学
校の中で授業にインクルードされると同時に，社会
的な生活と学校の風土の中にインクルードされてい
ることになる。その中で，彼らは活動に参加し，他
の若者の自然な行動に触れ，友だちを作り，社会的
なネットワークスキルを身につけ，障害のない十代
の典型的な行動を理解し，不適切な行動を減少する
機会を提供されている。
　したがって，大学で知的障害のある人が学ぶとい
うことは，それ以前の中等教育の取り組みの延長線
上にあることになる。つまり，高等学校まで地域の
学校で友だちと一緒に過ごしていたのだから，本人
や親がカレッジに進学するという夢を抱くのは当然
のことである。
　Weir（2004）は，次のように知的障害のある人
が大学に通う意義について述べている。
　「重要な障害のある学生が，フルに参加している
学生としてカレッジに参加しているときに，彼らは
障害や，知能の性質，後期中等以降の教育の役割に
関する長い間抱かれていた仮定に挑戦している。こ
れらの挑戦は，多くの人たちの重要なパラダイムシ
フトを必要とし，フル参加のためにはまだバリアが
残っている。組織的なバリアの分析は，このプロ
ジェクトの知見に関連している。ここで描かれた学
生は，連携協力と財政的な支援に対する組織的なバ
リアについて，解決策を意欲的に見つけ出そうとす
る創造的で柔軟な支援システムによって，うまく成
功している。」（P.72 ）
　つまり，大学生は大学や個人によって差があるも
のの，これまでの歴史の中で社会的地位が形成され
てきた。大学で学ぶことにより，大学の職員や障害
のない学生は，知的障害のある人を障害がある前に
1人の学生として見ることができると推測される。
また，キャンパスには，授業だけでなく課外活動や

図書館，カフェテリアなどの施設が整っており，そ
のような資源を活用することによって，年齢に適し
た社会性や行動を身につける機会となる。米国の実
践では，さらに大学でのカフェテリアなどでの職業
訓練も報告されており，キャンパスという文化を共
有することは，障害のない学生にとっても，大学職
員にとっても，さらには本人にとっても多くの効果
が期待できる。
　わが国でも，大学の公開講座等で知的障害のある
人たちが大学で学ぶ試みが始まっており（養護学校
進路指導研究会，2004），大学全入の時代になると，
知的障害のある人が大学で学ぶことも，いずれ可能
になるに違いない。
　最後に，米国の実践でもインクルーシブなプログ
ラムはまだ数少ない。障害のある人が当然の権利と
して授業を受けることができるようになることは，

「やってあげる人とやってもらう人」の関係性を壊す
ことにつながるであろう。その結果，知的障害のあ
る人が大学で学ぶことにより，知的障害のある人に
対する誤解や偏見を減らすことができるであろう。
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Ⅰ．問題と目的

　高等教育機関（大学）が，知的障害のある人の生
涯学習にどのように貢献していくかといった議論
は，我が国においては，ほとんどなされてこなかっ
たといってよい。その理由のひとつに知的障害と高
等教育という二つの用語の持つニュアンスと定義の
乖離からくるステレオタイプが私たちの中に脈々と
流れていることが大きな理由の一つではないかと著
者は考えている。しかし近年，かつての学問の府と
よばれた大学は，少子化の進展により平成19年度よ
り全入時代に突入し，大学の生き残りをかけたサバ
イバルゲームが幕を開けようとしている。また国立
大学も国立大学法人として衣替えをし，その経営基
盤の見直しや新たな地域貢献策の検討を迫られる状
況に直面してきている。
　一方，我が国の生涯学習政策に目を転じてみよ
う。生涯学習の方向性を示すものとしては，1996年
にユネスコからだされたドロール・レポートある
が，そこには，「知ることを学ぶ」，「為すことを学
ぶ」，「共に生きることを学ぶ」，「人間として生きる
ことを学ぶ」といった四つの柱の重要性が強調され
ている。我が国の生涯学習はこの四つの柱の具現化
に向けてすすんでいるが，同時に社会的弱者対する
方策の不十分を指摘する意見もある（澤田，2002）。
　新たな社会貢献のあり方を模索する大学側と，社
会的弱者にむけた生涯学習の展開をどのようにする
かといった二つの状況を考えるとき，知的障害のあ
る人の高等教育機関での生涯学習のあり方を検討す
るアイデアは決して奇異なことではない時期がくる
と著者は考えている。本研究は，大学が知的障害の
ある人の生涯学習等のプログラムへの支援，参加な
どの地域や大学などを調査することを通して，知的
障害のある人の生涯学習の高等教育機関（大学）で
の可能性とその方略を探ることを目的とした。

Ⅱ．方法

１．調査地域

　調査地として今回選んだのは，ニューヨーク州シ
ラキウス地区であった。ニューヨーク州は，南端に
アメリカの経済の中心地であるマンハッタン地区を
有し，北はカナダと国境を接している州でもある。
州都はオーバニーである。シラキウスは，セントラ
ルニューヨークといわれる地域の中にあり，ニュー
ヨークの東西の中央よりやや東に位置している。そ
してここは，五大湖のオンタリオ湖の東端に近い位
置でもある。カナダの国境までの距離は，ほぼ100
マイルである。シラキウスは，ニューヨーク州の５
大都市（ニューヨークシティー，オーバニー，ロ
チェスター，バッファロー，シラキウス）の一つに
数えられるが，他の都市と比較すると農村地帯が多
い。
　この調査地の障害がある人のサービスの内容に影
響を及ぼしてきた要因として，シラキウス大学が
存在することが挙げられる。この大学にある人間
政策・法律・障害学センター（Center on Human 
Policy , Law, and Disability Studies (CHPLDS)）は，
1971年 にBurton Blatt 博士(1927-1985) に よ っ て
設立された人間政策センター（Center on Human 
Policy） を発展させて2005年に作られた組織であ
り，障害がある人々の人権を確保するための活動
や研究に携わってきている。Blatt 博士は，1966年
に 写真エッセイ ‶Christmas in Purgatory”（煉獄
のクリスマス）を発表し，アメリカ国内の障害者の
大規模施設における処遇の問題を白日のもとにさら
した人物である。この本は，障害者処遇の転換点を
意味する脱施設化へアメリカが舵を切るきっかけの
一つになった。その後，「最小制約環境」，「個別教
育計画」，「無償の適切な公教育」といった現在の特
殊教育の根幹に関わるサービスの基本方針を明示し
た1975年の全障害者教育法の成立（1997年には，障
害のある個人の教育に関する法律：IDEAとなる），
1990年の障害をもつアメリカ人法（ADA）の成立
を通して，アメリカの障害者処遇の政策動向は諸外
国からも注目されることになる。したがって我々が
今回選んだ地域は，障害のある人の人権擁護とノー
マライゼーションの推進を目標とした活動を展開し

北米における知的障害のある人の高等教育機関での生涯学習の展開
－アメリカ・シラキウス地区での取り組み－

肥後祥治
（熊本大学教育学部）
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ている機関の支援と影響を，様々な次元で受けてい
る地域である。この点を念頭に結果を理解していく
必要がある。

２．調査手続き
　具体的な調査には，面接法を採用した。１回目の
面接調査に応じてくれたのは，シラキウス地区のセ
ルフ・アドボカシー活動グールプ構成員２名とアド
バイザー１名，リベラルアーツのカレッジに在学す
る障害のある学生本人とその両親，高校の時期から
大学の講義を聴講するプログラムに参加して高校卒
業後も大学の聴講を続けている障害のある聴講生の
両親，高校時期から大学の聴講を支援するプログ
ラムのコーディネーター 1名であった。２回目の調
査においては，高校の教師でOn Campus Projectの
コーディネーターをしている教師，大学側の担当者
および，シラキウス市学校区の特殊教育ディレク
ターとの面接を行った。

Ⅲ．結果

１．生涯学習としてのセルフ・アドボカシー活動
　セルフ・アドボカシー活動の始まりは，スウェー
デンの障害者がその親の会に対して自分達の会合を
開けるように要請し，その会合の中で彼らがやって
欲しいリストを作ったことから始まる。それまで知
的障害者が受けるサービスについて，彼らがそのこ
とについて尋ねられることはなかった。その後イギ
リスでは，この北欧で起こっていることを聞きつ
け，そのようなミーテングを持ち，知的障害者自身
にサービスに関することを尋ね始めた。
　そのことがカナダを経由してアメリカに伝わっ
た。1973年にカナダで行われたセルフ・アドボカ
シーのカンファレンスに参加したオレゴンの知的障
害者らは，そのすばらしさと専門的でありすぎると
いった問題点を感じ取り，アメリカにおけるセル
フ・アドボカシーの活動を始めることになった（た
だし，この時点ですでにオレゴンにおいては，相互
援助グループのネットワークは形成されていた）。
オレゴンの障害者たちは，オレゴンでのカンファレ
ンスを立ち上げ，これがアメリカにおける “ピープ
ルファースト” 運動の始まりとなった。これとは全
く独自にネブラスカ州のある地域においてもこの活
動と類似した活動が始まっていたが，そのグループ
のメンバーがオレゴンのピープルファースト運動の

フィルムを見てこの活動に呼応しようということに
なった。そして1978年にネブラスカ州のセルフ・ア
ドボカシーのカンファレンスが開かれるにいたっ
た。このネブラスカ州のセルフ・アドボカシー・グ
ループの立ち上げに当初からかかわっていた人の
一人が現在シラキウス地区のアドバイザーである
Shoultz博士である。今回の訪問ではシラキウス地
区のセルフ・アドボカシー活動に関する情報収集の
ため，現在の代表であるPerryと前代表のMichelそ
してアドバイザーのShoultz博士の三人と会うこと
ができた。
　この地区のセルフ・アドボカシー活動は，1983年
人間政策センターの現所長のTaylor博士が民間企
業であるMott（缶詰食品の会社）から得たファン
ドの支援のもとに始まった。この時初代の代表であ
るMichelと彼を補佐するPatがこのファンドによっ
て雇われることになった。1985年にはこの地域の
セルフ・アドボカシーの第１回大会がシラキウスで
行われた。翌年1986年に第２回目のカンファレンス
は，州規模で行われた。この時から州のセルフ・ア
ドボカシー活動が始まったが，この時点で組織体を
持っていたのはシラキウスだけであった。現在この
地区の活動は，月一回のミーテングと年一回の地区
カンファレンスを中心に行っている。月のミーテン
グの参加者は大体10名程度であるが，地区カンファ
レンスになると120名規模になる。このカンファレ
ンスを通して，セルフ・アドボケイト（障害のある
人自ら自分の権利擁護のために活動する人）として
の技能や知識を学び，移動や住居の確保，雇用と
いった領域の情報や問題への取り組み方を学ぶ機会
となっている。ニューヨーク州にはこのような地域
の活動グループが200ほどあるとのことであった。
全米規模で見ていくと，セルフ・アドボケイトの全
米組織のリーダー達は，政治家や行政関係者への要
求や交渉も行っており，この中には政治学を学ぶ人
もいるとのことであった。
　アメリカには，The Developmental Disabilities 
Assistance and the Bill of Rights Actと い う 法
律がある。 この法律により各州はDevelopmental 
Disabilities Planning Council（DDPC）という評議
会を組織しなければならず，DDPCは，セルフ・ア
ドボカシーの組織の立ち上げを保証することが求め
られている。しかし，資金の援助の義務は課されて
いない。このアメリカでのセルフ・アドボカシー活
動で重要なことは，この活動が，従来の福祉サービ
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スを提供してきた機関のプログラムの一部ではない
ことである。福祉サービスを提供している機関のス
タッフや場を活用してこの活動自体を運営すること
はたやすいが，このような環境では，障害のある人
自らの率直な意見を述べることが難しくなる。従っ
て，アメリカでは，従来の福祉サービスを提供して
きた機関のプログラムとしては，行わないとのこと
であった。　
　障害のある人のセルフ・アドボカシー活動を彼ら
の生涯学習の一形態として見なすことは我が国にお
いては一般的でない。しかしながら，自らの主張を
述べ，自らの権利を守り，自らよりよい生活を成就
しようとするこの活動は，我が国の教育が求めてい
る「生きる力」を育てていく上で中心的な役割を果
たすものではないかと思われた。

２．高等教育機関での生涯学習
　知的障害を持っているあるいはそのように診断を
受けた人の高等教育の可能性を探る目的で，Jenn
の家族と面会した。
　Jennは，現在30歳の女性である。現在シラキウス
市内にあるレモインカレッジ（LeMoyne College）
の２年生で，専攻は社会学と政治科学である。大学
を修了した後には，大学院の進学を考えている。彼
女は，最重度の知的障害であると診断されて，24歳
になるまでコミュニケーションをとるすべを持たな
かった人である（彼女は，彼女のステートメントの
中で自らのことを “自閉症” の語も使って表現して
いる）。
　初めて我々が彼女と会った時，我々は彼女が最重
度の知的な遅れを伴っていることを確信した。彼女
は無発語であったし，我々が握手をしようと差し出
した手に，おずおずと躊躇しがちに自らの手を差
し出し指先が我々の手に触れるとすぐに引っ込め
たのである。身長も非常に小柄であった。彼女の
書いた「コミュニケーションのない私の世界（My 
Life without Communication）」の中には「あなた
は，わたしの外見から私に遅れがあると思うでしょ
う（You can see from my appearance that I look 
retarded）」という文章があるが，我々はまさにそ
のように彼女を受け止めた。我々は，彼女が大学の
学生であること以外なんら情報を持っていなかった
のである。挨拶を交わし全員がテーブルについた
後，今回の訪問の主旨を話しJennに関する質問を
始めた（この時の面接に参加したのは，Jennとそ

の両親，花輪と肥後そして，Jennの紹介者であり
またOn Campus プログラムのコーデネーターでも
あるSmith氏の６人であった）。すると彼女は，小
型のパーソナルコンピュータと15cmほどの棒をそ
のコンピュータの入っていた袋から出し左手で持っ
た。そして彼女は，もう片方の棒の端を母親に持っ
てもらいながら人差し指でキーボードを一個一個押
して単語を綴って文章を作っていった。打たれた文
書を母親が読んで仲介するという形で面接が行われ
た。もちろん打った文章を我々は，直接見ることが
できた。彼女の文章はすべて小文字が用いられ，文
頭の文字の大文字化はなされておらず，一人称単数
のＩもｉと打っていた。単語のスペルにおいては，
capableを含む単語でcをkと打ち間違いしているこ
ともあった。
　彼女は21歳まで学校教育を受け，その後３年間
授産所（sheltered workshop）で働いた。24歳の時
に，ファシリテーテッド・コミュニケーションに出
会い，コミュニケーションの方法を獲得していく。
この時期に授産所をでて，生活技能を学ぶデイ・プ
ログラムを行う施設に通うようになる。26歳でペン
シルバニア州立大学に成人学生として単位の聴講を
始める。父親の仕事がペンシルバニアからウエスト
シラキウスに変わったため，2001年６月にシラキウ
ス引っ越す。現在在学しているレモインカレッジに
入学と単位の読替を申請し，認められて正式な大学
生となる。従って，本人は他のアメリカの大学生が
受けなければならない入学の審査にかかわる試験を
受けていないが，大学が他大学での取得単位の評価
を通して大学生と認めたという形である。彼女は，
単位数等の卒業条件を満たすと大学卒業の証書を得
ることができる。従って大学院への進学も次の選択
肢として出てくるのである。このようにみてくると
大学において大学生としての入学基準はかなり幅が
あることがわかった。ただし，2001年の秋学期に
Jennは，宗教学，歴史学，哲学の授業を取りその
成績は，平均で3.11（4.0でAll “Ａ”，3.0でAll “Ｂ”）
であったとのことである。
　このような経緯で，Jennは大学生となれたわけ
であるが，彼女の義務教育期間における特殊教育
サービスは，ほとんど彼女の知的な好奇心を満たす
レベルのアカデミックスキルに関する教育は受けて
なかった。それらは，数の認識，数唱，色，アルファ
ベッドの文字，順番どおりに並べること，身辺自立
技能，行動管理等に関するものであった。しかし彼
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女は，文字については７歳の時点ですでに知識が
あったと我々の質問に答えた。彼女は，テレビ（セ
サミストリート，スタートレック，映画など）を見
ることで文字等に関する知識を得ていたのだ。しか
し彼女は，外見上最重度の遅れを持つと判断され，
自らの意思を表出することを期待されなかった。そ
して，24歳の時，現在彼女の唯一の意思表出手段で
あるファシリテーティッド・コミュニケーションと
出会う。この方法は，ファシリテーターの援助を借
りてキーボードを操作する方法であるが，この方法
に関する適正の評価の際，彼女は援助されながらで
はあるが，すぐに文字を打ち出したそうである。彼
女への支援は彼女の手甲の部分を直接もって援助す
る方法から現在の棒を一緒に持って行く方法に変
わってきている。
　彼女にどうして社会学や政治科学を専攻した
のかと尋ねると， 彼女は「私のような障害をも
つ家族や本人を助けるために，circumambient 
bureaucracy を研究したい」と答えてくれた。我々
は，“circumambient” の意味がわからずにその語の
意味を両親に質問した。すると彼らは，彼女が現在
に至るまで多くの時間をかけてようやくたどり着い
たとの思いがあり，彼女はそれをシステムにその原
因があると考えているために “circumambient（ま
わりくどい）” といった語を用いたのではないかと
答えてくれた。 添付資料は，Jennが2000人を前に
発表したMy Life without Communicationという意
見表明である。
　このJennの家族と面接する中で，障害のラベリ
ングの危険性と，障害がある人たちの意思表出方法
の保障の重要性を理解することができた。また，こ
の他にJennがここにいたるまでに得た支援で重要
であったものにPerson Centered Planningがあるこ
ともわかった。この方法は，障害がある彼らのサー
ビスを計画する際に，障害からではなく，彼らの
人間としての側から考えた望ましい生活とは何かと
いった視点で計画を立案する方法である。この方法
にはMAPS（Making Action Plans）といわれる方
法が用いられており，それを実施していくのに支援
の輪というグループがつくられる。MAPSの簡単な
説明に関しては，干川・肥後（2000)が参考となる。

３． 高校生活からコミュニティーの学習の場への移
行（On Campus Project）

　2000年の秋学期から始まったOn Campus と呼ば

れるプログラムは，障害者の中等教育終了後の地域
社会への移行や生涯学習を考える上で非常に示唆的
なプログラムである。我々は，このプログラムの
コーディネーターであるSmith氏に話を聞くことが
できた。
　このプログラムは，シラキウス学区とシラキウス
大学が共同で取り組んでいるものである。アメリカ
の義務教育は高校まで（18歳），であるが，障害の
ある生徒の場合はさらに延長して高校に在学するこ
とが許されている。その期間は，州によって異なる
が，ニューヨーク州においては，21歳まで高校に在
学することが可能である。On Campusは，この19
歳から21歳である障害のある高校生を対象としてい
る。19歳以降多くのアメリカの学生は，大学生活を
送ることとなる。このプログラムの一つのアイデア
は，同世代が学んでいる大学という場で障害のある
学生のコミュニティーへの移行，後期中等教育以後
の学習の場への移行を図ろうとするものである。こ
のプログラムは，シラキウス学区の19 ～ 21歳の障
害のある高校生を対象に募集が行われる。募集定員
は６名である。2001年秋学期の参加者の持つ診断名
は，自閉症１名，知的障害２名，学習障害２名（１
名はトウレット症候群でもある），そして，コミュ
ニケーション障害のある知的障害が１名であった。
この６名は，週５日シラキス大学にシラキウス学区
の教師と補助教員とともに登校し，それぞれの希望
にそって作られたプログラムを行っていく。Smith
氏の仕事は，学校区の学生の希望に従って講義の聴
講を調整（教官との交渉）し，彼らの大学での活動
を支援してくれる学生ボランテイアと６名の高校生
の組み合わせや連絡，ボランテアへの支援やアドバ
バイス，対外的・学内的な調整などがある。もちろ
ん，大学内での活動は講義の聴講のみならず，学内
各所での就業経験も選択肢の中に入っている。秋学
期にボランテイアとしてかかわっている学生は44名
である。これらの学生は，シラキウス学校区から派
遣された１名の教師と６名の補助教員，Smith氏の
アドバイスや支援のもとに６名の障害のある高校生
とかかわっている。大学の学生は，この中で障害の
ある人への支援の仕方やその人となりを学ぶ機会を
得ることになり，これは単位としても認めてもらえ
る。またこのプログラムは，参加した学生だけが障
害のある人と接する経験を得るのではなく，大学コ
ミュニティーの他の構成員も，キャンパス内で聴講
したり働いたりする障害をもつ学生と接する経験を
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共有することになり，大学における障害のある人に
対するステレオタイプを抑制する役割も期待されて
いる。
　表１は，On Campus における講義の聴講，就業
経験の場のリストとボランティアに求められている
活動のリストである。

４． On Campus Projectの維持と大学側のプロ
グラムの運用

　このプログラムは，高校側にとっては，生徒の社
会の移行のプログラムとしての意味をもっている
が，大学側がこのプログラムを展開するにあたっ
て，このプログラムを支援する経験を大学の授業

（障害領域における実習）として位置づけている。
この授業をとり，On Campus Projectに参加する学
生は，１学期の間20時間の実習と，３回のミーティ
ング，指導者との個人的な面接，記録の提出と期間
中の課題，および最終報告書の作成が求められてい
る。これらの学生は，６人の高校生とどの時間に共
に活動するかを調整されて，彼らを支援していく。
支援される高校生には，１週間で３～４名の学生が
指名されて，支援に入ることになる。
　このOn Campus Projectは， シラキウス大学と
シラキウス市学校区との協働によるプログラム
であるため， この両者には， １年ごとの契約書

（Memorandum of Understanding） が取り交わさ
れており，大学側は，大学校内におけるオフィス・
スペース，電話設備，プログラム調整のための段
階的な支援を提供することとなっており，学校区側
もこのプログラムの大学内での実施や補助教員の監
督に対する責任などが明記してある。大学側は，障
害のある生徒を受け入れる中で，高校生，大学生に
対して学習の場を提供すると同時に，学校区側と責
任と資源を共に出し合う中でこのプログラムの運用
を続けている。2006年の教育の文化的基礎学部の学
部長であるBiklen博士は，このプログラムが導入さ
れる時期に，当時の学部長に大学内部からその推進
を進言した一人であるが，現在の高校教師としてこ
のプログラムのコーディネーターをつとめている
Pestow氏は，困った場合の相談役としての教育の
文化的基礎学部の学部長であるBiklen博士の役割を
高く評価している。
　学校区の特殊教育ディレクターのPulvino氏は，
このプログラムの先進性を認めつつも，私学である
シラキウス大学の学生と本プログラムの参加高校生

５．一人のOn Campus Project　参加者
　先に取り上げたOn Campus Projectは，19歳から
21歳まで高校に在学できるというシステムの特徴を
有効に生かしてコミュニティーへの移行，中等教育
終了後の教育への方向づけを目指すプログラムで
あったといえる。しかし，このプログラムは参加
した人にどのような影響を与えているのだろうか。
我々は，このプログラムに１年間参加した経験を持
つRoの家族と会うことができた。
　Roは，先のOn Campus プログラムの第一次の参

とのトラブルを防ぐことの重要性を認識しており，
補助教員の人数を以前より１名多く配置し等の情報
を提供してくれた。

表１　 2001年On Campus プログラムの概要（時期
によって異なる）

Overview of On Campus Classes: 
　　・Race and Literary Texts 
　　・Yoga 
　　・Weight Training 
　　・ The Iroquois （イロクォイ人：ニューヨーク州に

すんでいたネイティブアメリカン）
　　・Script, Picture, and Sound 
　　・Piano lesson 
　　・Art Photography 
　　・Sociology of Sex and Gender 
On Campus Job Sites: 
　　・Day Care Center: South Campus 
　　・Syracuse Stage （劇場）
　　・Law Library (tentative) 
　　・Orange Bookstore 
　　・Electronic Printing (tentative) 
　　・Belfer Audio Lab 
Other areas: 
　　・ helping music students practice violin, clarinet, 

piano
　　・ helping students on computers with e-mail. web 

surfing, doing class work 
　　・ helping students who are working on improving 

reading skills 
　　・helping students work on communication goals 
　　・going to swim at the pool 
　　・playing pool 
　　・playing basketball or racquetball 
　　・using exercise equipment 
　　・ socializing with students during lunch (some are 

also working on money skills 　
　　・ exploring campus activities that you like with 

the student 
　　・ exploring things your student expresses interest 

in
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加者であった。彼女の両親は，このプログラムが立
ち上がる前に進められていたケンタッキー州の同様
のプログラムの存在を知っており，シラキウス大学
の関係者に同様のプログラムの開発を働きかけてい
た。Roは，彼女の義務教育最後の年にこのプログ
ラムに参加することができたのである。彼女が参加
した大学の授業はフィットネスであった。プールを
使っての授業では，理学療法を学ぶボランテア学生
とともに水治訓練をやることもあったらしい。しか
し，１年間が過ぎると，高校を卒業することになり
大学にもこれまでのように行けなくなる。彼女は泣
いたらしい。それから，彼女の両親の新たな挑戦が
始まる。アメリカの障害のある成人のためのプログ
ラムからは，大学における講義を受講するための
人的，金銭的な支援を得られないとのことであっ
た。しかし，彼らは，Roの大学での生活の支援と
大学までの移動の費用を本来は従来の成人プログラ
ムに向けられていた費用から捻出できないかと交渉
をしている。両親は，大学の聴講の費用は他の自分
の子どもが大学にいくのに払う授業料のことを考え
れば親として支払うのは当たり前であると考えてい
るが，大学に行くことによって，Roは他のサービ
スを受けていない。その費用を彼女の大学での生活
に振り向けて欲しいと考えているのである。彼ら
はRoが大学に行く方が，彼女が授産所に通ってか
かる費用よりもずっと安いと計算をしている。On 
Campusという新しいアイデアに支えられたプログ
ラムは，成人のプログラムへも少しずつ新たなアイ
デアを注入していくことになるかもしれない。
　彼女の教育歴を振り返ってみるのは，彼女の義務
教育卒業後の選択を理解するのに役に立つかも知れ
ない。彼女はレット症候群という進行性の重篤な障
害を持って生まれた。そしてJowonioというインク
ルージョンを採用したプレスクールで就学前期を過
ごす。その後も養護学校がないシラキウス地区で，
インクルーシブエジュケーションを受けながら小学
校から高校まで公立校で過ごす。すなわち，地域で
同年齢の子どもと同じ場所で教育を受けてきたので
ある。彼女と彼女の両親にとって，地域の大学で高
等教育の時期に過ごすのはごく当たり前の選択なの
かも知れない。
　また，このRoもJenn同様，Person Centered Planning 
の方法に基づく支援グループを持っていた。

Ⅳ．考察

　今回の調査の過程で浮き彫りにされた，障害のあ
る人の生涯学習を議論していく上で重要な点につい
て整理してみたい。

１．障害観と生涯教育の選択肢
　JennとRoの二人の家族とシラキウス地区のセル
フ・アドボカシー活動のリーダーらと面接する中で
考え続けていたものは，「生涯学習を支えるものは
何か」といった問いであった。JennもRoこれまで
最重度の障害がある人であるといわれてきた人たち
であり，日本においては，高等教育の場にいること
を期待されない人々である。しかしJennは，ファ
シリテーティド・コミュニケーションとの出会いを
機に高等教育を受けているし，Roも大学での聴講
を彼女の現時点での中等教育後の学びの場と位置づ
けてそれに参加しているし，彼女の両親もそれを本
来のサービスとして認めてもらえるよう行政関係者
と交渉中である。
　彼女達の中等教育終了後の進路に大きな影響を与
えたのは，彼女達がもつ障害の程度やラベルではな
く，彼女達の意思であり，家族や支援者のサポート
であった。つまり彼女達の現在の所属は，彼女達の
障害に対するステレオタイプによって決められたの
ではなく，従来の障害に対するステレオタイプをう
ち破った家族や支援者の障害者観の下に保障されて
いるのである。現在大学生として社会科学を学ぶ
Jennでさえ，彼女の内面に豊かな思想と人格が存
在するということを信じている支援者に出会い，
ファシリテーティド・コミュニケーションを学ばな
ければ，授産所やデイケアーセンターで訓練を続
けていたかもしれない。また，Roの場合も彼女の
両親が，Roの大学聴講にかかる費用も彼女の妹が
大学に支払う授業料も同じことだと考えられなけれ
ば，現在の彼女の学びの場は成立し得なかった。つ
まり，障害者観こそが，現在の彼女たちの生涯学習
の選択肢を決定していく上でもっと重要な役割をは
たしていたのである。このことは，我が国で知的障
害のある人の生涯学習の場を議論する際に肝に銘ず
べきことであろう。
　上記の点を認識した上で，彼女達の家族や支援者
がいかにして彼らの障害観を現在のように変えてい
けたのかについて考えたい。Jennの家族とその支
援者にとって重要だったことは，彼女がファシリ
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テーティド・コミュニケーションと出会い，それを
用いて意思の表出が可能になったことであろう。こ
れを機に彼女の評価と人生は，一変する。つまりコ
ミュニケーションの獲得が，彼女の家族と支援者の
障害観の転換を促す役割を果たしている。一方Ro
は，Jennのように自らの気持ちを他者にもわかる
ように表出するすべを知らない。そして現在もレッ
ト症候群という障害に苦しんでいる。Roとその家
族にとって重要なことは，彼女が就学前からインク
ルージョンという教育形態の下で教育を受けていた
ことであろう。同じ年の子どもと同様の学校で学
び，同じ地域で生活していくという考えが，シラ
キウス大学とシラキウス学区のOn Campus Project
の成立を進め，そのプログラムに参加させるに至っ
た。幼児期からのインクルージョンが「障害のある
子どもは特別な場で特別な教育を受けるのが当たり
前である」といったステレオタイプを克服する役割
を果たしていたのである。
　彼女らとその家族は，共通してPerson Centered 
Planningという方法にもとづいて，「支援者の輪」
というものをもっており，現在も定期的に支援を受
けている。今回は，その詳細を明らかにすることは
できなかったが，この方法が，人の持つ障害からで
はなく，人格を持つ人間としてみる視点から支援を
計画するといったアイデアを含む方法であることか
ら，２人の現在の進路選択においてもある役割を果
たしている可能性がある。今後は，この方法につい
ても詳細な分析を行う必要があると思われる。
　もう一つの学びの場であるセルフ・アドボカシー
活動は，周囲の人たちだけでなく，障害のある人自
身の障害観を変革していく試みであるといえる。自
らの意見を述べ，必要な援助を受けながら自立を模
索していく過程で，自己効力観を身につけていくの
である。そして，次なる学びのステージに進んでい
く。この活動は，終生にわたる自己変革へ障害のあ
る人を導き，社会を構成する一員として障害のある
人を位置づける活動であると思われる。日本におい
ても，障害のある人に対する我々のステレオタイプ
を克服し，セルフ・アドボカシー活動を障害のある
人の生涯学習に明確に位置づける必要がある。

２．社会的資源としての大学の役割とその方向性 
　今回面接したRoの家族やセルフ・アドボカシー
活動グループの現状を考えるとシラキウス大学の役
割を抜きに語ることはできない。シラキス大学の教

育の文化的基礎学部と人間政策・法律・障害学セン
ターは，資金面，情報面，技術面，人的資源の面な
ど様々な形での支援を行っていることが明らかに
なった。このことは，大学の持つ人間に対するサー
ビス提供のポリシーが，Roやその家族やセルフ・
アドボカシー活動グループのそれと一致していたか
らであると考えられる。シラキス大学の教育の文化
的基礎学部と人間政策・法律・障害学センターは，
障害を社会学的視点で研究するスタンスを持ってい
る。このことは，障害のある人へのサービスのあ
り方を例にとると，「サービスの提供者側の障害観
が，サービスの質を規定してくる」といった視点を
持っているということである。この研究のスタンス
を持つシラキス大学の教育の文化的基礎学部と人間
政策・法律・障害学センターであるからこそ，Ro
の選択やセルフ・アドボカシー活動を積極的に支援
し，社会的資源としての役割を果たすことができた
ものと考えられた。
　また，シラキウス大学においては，この先進的な
プログラムを社会貢献として位置づけるだけでな
く，学生の教育活動のオプションとして明確に位置
づけていることがおおきな特徴である。先進的な障
害のある人の支援の在り方を学術的なレベルで支援
するだけでなく，地域の障害のある人の支援プログ
ラムに学内資源を提供し，地域における明確な貢献
を果たしていることは，今後日本における高等教育
機関の知的障害のある人に対するサービスの提供の
在り方におおきな示唆を与えてくれるであろう。

３． 日本の障害のある人の生涯学習の方向に関する
指針への示唆

　アメリカの教育の現況は，州によりその詳細が異
なりまた同一の州によってもその地域によって異な
る部分は少なくない。このことは，障害のある人の
生涯学習のシステムもその例外ではない。当然，今
回の調査地であったシラキウスでの調査結果もその
地域の社会資源やシステム，またこれらの影響を受
けながら形成されたそれぞれの家族の持つビジョン
などに大きく左右されていた。
　今回のアメリカでの調査の視点は，サービス・デ
リバリーシステムのハード面から生涯学習の状況を
記述するのではなく，学校教育終了後に何らかの学
習の場に参加している人の側から生涯学習を浮き彫
りにできないかというものであった。また生涯学習
という広い概念を考えると，このような視点が障害



－22－

のある人の生涯学習を検討する上での重要な知見を
抽出する助けになるのではないかと考えた。生涯学
習の形態は既存の学校教育とは異なり，実に多様で
ある。今後我が国の障害のある人の生涯学習のシス
テムを議論する際に念頭に置くべき考え方として，

「現在必要な生涯学習のサービス」と「今後必要に
なるであろうと思われる生涯学習のサービス」と
いった二つの次元があることである。社会が変化す
れば，当然サービスを受ける側の意識もニーズも異
なってくる。現時点で必要とされるサービスを企
画・提供するといった枠組みだけではなく，社会の
変化や諸外国におけるサービスの状況を批判的に吟
味しながらの継続的なシステム構築の枠組みが必要
であると考えられる。現状とビジョンという，とも
すればバラバラになりがちな二つのものを土台に我
が国の障害のある人の生涯教育を企画する必要を今
回の調査において強く感じた。

４． 法的な支援－高等教育とセルフ・アドボカシー
活動

　アメリカの大学においては，何らかの認知的な
障害を持ちながら在学している学生がいる。この
中には，他の学生同様所定のテストを受けて入学
している者もいるが， また通常の方法とは異な
る方法で在学している学生達がいる。 彼らは，
“nonmatriculated students” と呼ばれている。ペン
シルバニア州立大学で学んでいたころのJennは，
この範疇に入る学生であると思われる。このよう
な形で大学教育を受けられるための法的根拠は，
1973年リハビリテーション法504部にある。また，
障害のあるアメリカ人法（ADA）は，このリハビ
リテーション法を尊守することを求めている。セ
ルフ・ アドボカシー活動を支援する法律は，The 
Developmental Disabilities Assistance and the Bill 
of Rights Actであることは，先の結果のとおりで
ある。法律内容の詳細については，今後の検討課題
としたい。
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資料１　 コミュニケーションのなかった私の人
生（講演記録） ジェン・サイバート

 コミュニケーションのなかった私の人生は，24年
の生き地獄でした。想像してみてください。椅子
に座っていても思考が常に恐怖心に途切れ，自分の
声は言葉にならず雷のように響いて自分にはねかえ
り，周りにはこちらの話を聞けとか，仕事を終えろ
とか叫び散らされることを。自分でも体や声が妙な
具合で，制御できていないのが完全に分かってい
る。こちらの反応によっては，暴れるのをやめろと
か口にレーズンやレモンジュースを突っ込めといっ
て人が声を荒げる。おまけにあなたは話ができな
い，できてもほんの二言三言，それも言葉になんか
なっていない。こうした状況を想像してもらった上
で，ようこそ，言葉のない自閉症者の世界に。

 私の人生はいつもどたばたした状態でした。何ら
意味がありませんでした。相手に気に入ってもらお
うとしても，自分が何を言おうとしているのか人に
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伝えることはできませんでした。私達はひどく混乱
しています。私達は知的な頭脳を持つことはできて
も，外見上は重度の知的障害のある者として判断さ
れます。皆さんは，椅子に座ったまま，気持ちも，
声も体も，完全に制御できる。私達はそうはいきま
せん。終始コントロールがきかず，中には全くでき
ない仲間もいます。言われた通りやりたいし，気に
入ってももらいたい。でも，いつもうまくできない。
皆さんの中には，私達のような者に手を貸す理解力
や教養や能力をお持ちの方もいる。それなのになぜ
そんなに難しいのでしょう。皆さんは私達の声に耳
を傾けていないのです。私達の体の動きや，いらい
らした叫びや，自閉症の地獄から自由になりたいと
いう思いをじっと見つめる余裕がないのです。

　私達の望みやニーズは驚くほど皆さんのものと似
ています。信じてもらえるかどうかわかりません
が，私達にはかなり共通点があります。私達は触ら
れるのがいやですが，皆さんの中にもそういう人は
います。私達は騒音が苦手です，皆さんの中にも騒
音が嫌いな方がいらっしゃるでしょう。私達は，私
達がお互いそんなに違わないと考えています。しか
し，私達が経験する人生はかなり違います。皆さん
は，はなし言葉をもっている，でも，私が話をする
ためにはファシリテーターの助けが必要です。この
点から考えると，私達は違っているでしょう。けれ
ど私は，別の惑星から来た異星人ではありません。

　自分の気持ちを表現するすべがない私達は，行動
で人の注意を引こうとします。私が入っていたデ
イ・プログラムの暮らし方教室でのことです。私の
担当の介助人は気のいい素晴らしい人物でしたが，
彼は私達にレストランでウェイトレスが汚いフォー
クを持ってきたら返してもよいことを教えてくれま
した。でも，言葉がなく，動作も不自由な人間がど
うすればそれができるでしょう？　皆さんにはうま
く連動する声と体があるけれど，私達にはないので
す。私達は一緒にいる人が気づいてくれない限り，
そのフォークを使って食べなければなりません。

　皆さんに，私達が感じるいらだちと，私達がコ
ミュニケーションの手だてを持たないばかりにいら
だちを感じていることさえも理解してもらえていな
いことをわかっていただきたいと思います。

　生まれてから24年の間，私の振る舞いはほめられ
たものではなかったし，乱暴で，すごく不機嫌で，
いつもいらいらしていました。４年半前，ファシリ
テーティッド・コミュニケーションを紹介されて，
たちまち私の世界は解き放たれました。全人生が開
けて，私自身を閉じ込めていた地獄が消え去ったの
です。

　まるでカルトのように自分を縛りつけていた自閉
症から自由になるのは，容易ではありませんでし
た。人生に対する健全な考え方の方向に自分の気持
ちを開いていくのはとても大変でした。私は，問題
が生じる度にそれらに向かってきました。またそれ
に対する良いやり方と，そうでないやり方がわかる
ようになるのにも苦労しました。

　最初は，精神的な面でも身体的な面でも，多くの
助けが必要でした。皆さん同様，私も常に家族や友
人からの支援が欲しいし必要です。しかし，身体的
なサポートは除々に減っていき，時にはほとんど要
らないこともありました。思考の面では私は皆さん
と同様に普通ですが，運動面のプランニングの問題
は，ファシリテーターが私の手をやさしく持ち上げ
て（タイプする際）次の考えを引き出せるようにし
てくれる助けがなければ，考える度に立ち往生して
しまう原因になります。

　私の初めての（ファシリテーテッド・コミュニ
ケーションの；肥後挿入）の評価の時から，準備が
できるたびに，全力をふりしぼって，自分の言葉を
一文字ずつタイプしてきました。ロンサム・ドブ
ス・グループの２，３人が自立の道を歩みだしてい
ます。私もそうです。

　今お話したグループは，２年前に私が始めたグ
ループです。私達はそれぞれにユニークで，抱えて
いる問題も色々な形で現れてきます。私達の共通点
は，それぞれ異なった様式ですがコミュニケーショ
ンの手段を用いる力があること，全員，日々同じよ
うに人生と戦っていることです。この戦いとは，信
念と受容との戦いです。

　皆さんは，わたしの外見から私に遅れがあると思
うでしょう。私はこれからもつきあわざるをえない
運動のプランニングの問題のために即座に反応する
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ことができません。皆さんが私に話しをしている
時，私はうわのそらで聞いていないように見えるで
しょう。突然，音や言葉を発したりもします。これ
も私の内なる戦いなのです。こうした問題を制御し
ようと戦わなければならない。聴衆の皆さんには，
私が自らの考えの持ち主であることを信じていただ
けるでしょう。

　皆さんに私のタイプピングがどこにおいても受け
入れられているわけではないこと，それ（ファシリ
テーティド・コミュニケーション；肥後挿入）を用
いる私達はその様々な過程で疑惑の目で見られてい
ることを御理解下さい。こうした戦いは，決して終
わりがなくつらいものです。

　嘘つきと呼ばれたり，ファシリテーターが私の行
動を制御していると責められたりする経験は愉快な
ものではありません。こうした言葉を再三，目の前
で投げつけられて楽しいわけがありません。皆さん
は椅子に座ってうずうずしていらしゃいます。私の
話を聞いてくださっているからでしょう。皆さん
は，いかに私が「現在の私」になったのかそのプロ
セスについて聞く用意ができたことと思います。

　本当に手を差し伸べようとしてくれる人たちがい
る場所で暮らせるのは幸せなことです。私はルテル
ン／ワイオミングMH/MRファミリーに加わってい
ます。彼らは最初から私を信じてくれました。そし
て，私も彼らを落胆させませんでした。

　私は，技術面，資金面，精神面で自分に合ったプ
ログラムを行えるように，彼らから支援を受けられ
てしあわせでした。もうデイ・プログラムに出る必
要はありません。これが自己決定といわれるもので
す。私は「人が中心にいる支援計画作成（Person- 
Centered Planning）」でそれを実現しました。この
プロセスではロザ・マックアリスターに手を借りま
した。彼女は，私の支援者らや家族と供に，私が希
望を抱き，夢を描き，自分の生活を整えていけるよ
う励ましてくれます。そして，必要な変更を行う際
に一緒に計画を立ててくれます。

　私が今ペンシルベニア州立大学ヘーゼルトン校の
学生でいるのもこの計画のおかげです。しかし，こ
こでもやはり，私は自分が何者であるかを証明しな

ければなりませんでした。そこで，仮学生たる自分
の立場を現実にするまで一度に１コースだけとりま
した。皆さんの前にいるのは大学の１年生であり，
私はそれを証明する成績もとっています。そのため
に一生懸命勉強しましたし，中等教育を受けていな
い分を取り返そうと倍も努力をしました。そしてこ
のことは私にも両親にもきつい時もあります。

　皆さんの前にいるのは，愛する家族がいる一人の
人間です。でも，愛するだけでは十分ではありませ
ん。愛は旅路の始まりであり，また愛ゆえにコミュ
ニケーション手段が生まれ，支援の輪が広がり地域
からの協力も増えました。

　黙って座っている皆さんにとっては，私の言葉は
希望になります。皆さんにも同じことができるから
です。介助者，教師，ケースマネージャー，親，ス
タッフの皆さん，ご自分が支えているコミュニケー
ション手段を持たない人のために，デイ・プログラ
ムやグループホームにいる人，皆さんの家族や友人
といった少なくとも５人の人と一緒によく考えてみ
てください。

　皆さん，今聞いたばかりの私の話を，そして皆さ
んの前に黙って座っている人達の気持ちを考えて見
てください。彼らが意思伝達手段を見つけるには，
皆さんの助けが必要です。沈黙から抜け出す道はあ
るのですから。

　私達の外見についての見方を変えてください。

　すぐにも障害以外のところに目をむけ，本当に私
達を知ってください。

　いいですか，愛だけでは十分ではありません。

　私達の選択をもとに私達に方向性を示し，支援を
してくれることこそ自己決定の要です。

　皆さんに私達の意思を聞いてもらい，私達がそれ
を実現できるように手を貸してもらう。そこから私
達の人生は始まります。

　黙って座っている皆さん，皆さんには希望があり
ます。皆さんの教師，ケースマネージャー，サービ
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ス機関の代表者，両親，そしてスタッフの皆さんが，
あなたが沈黙の世界から抜け出す道を供に探し出し
てくれることを祈っています。

　最後に，出席者の皆さんに感謝します。友人の
マーク・リーヴス，供に考え理解を深めていってく
れたことに感謝します。

　勇気と自信をもって，黙って座っている私達に手
を伸ばしてください。私のような人間も自閉症にと
らわれていた地獄から抜け出す道を見つけられる希
望があるのだという心強いメッセージを送りたいと
思います。簡単な道のりではありません。しかし，
信頼と忍耐があればきっとやりぬくことはできると
おもいます。

【解説】
　この記録は，2000年の２月24日ペンシルバニア
州のハーシー（Hershey）で行われた全米規模の障
害のある人の会議において講演の一つとしてジェ
ン（Jenn）が行ったものである。この中で，彼女
はファシリテーティド・コミュニケーションという
コミュニケーションの援助技法に出会うまでの24
年間のむなしく絶望的な孤立感を伝えてくれてい

る。この方法はファシリテーターが直接，障害のあ
る人の手のある部分を持って表出を援助するといっ
た特徴から，これまで多くの疑いをかけられてき
た。Jennとその家族もそうである。Jennの打った
文章が，ファシテーターが打ったものではないかと
いうものである。この誤解との戦いもまたつらいも
のである。Jennはファシリテーティド・コミュニ
ケーションによって自らの意思を表出する手だてを
得，そして「人が中心にいる支援計画作成（Person- 
Centered Planning）」という方法に基づいた支援を
受けることにより，大学生として学んでいる今の自
分がいることを話している。彼女はこれまでの自分
の生き方を振り返る中で，障害というラベルを貼り
価値を引き下げられることで多くの人の気持ちが無
惨にも踏みにじられ，追いつめられていることを伝
えてくれている。障害のある人を支援する者がジェ
ンのライフ・ヒストリーを知ることは，晴天の霹靂
といっても言い過ぎではあるまい。また彼女は，障
害を持つ人の意味ある人生を始めさせる上でその人
の意思や選択をもとに支援することの重要性を主張
している。パターナリズムの危険性を支援の専門家
が述べるのではなく，本人自ら指摘しているという
意味で非常に重要であると思われる。
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Ⅰ．問題と目的

　アメリカ・ニューヨーク州シラキス地区における
調査を通して，知的障害のある人の生涯学習に高等
教育機関のはたす役割と可能性が重大であることを
認識する中で，知ったのが，カナダ・アルバータ州
における取り組みであった。
　本研究は，カナダ・アルバータ州における高等教
育機関における知的障害のある人への生涯学習の提
供の起源と現状を明らかにすることを通して，大学
における知的障害のある人の生涯学習等のプログラ
ムの展開や維持の方略を探ることを目的とした。

Ⅱ．方法

１．調査地域
　アルバータ州は，1905年9月1日，英国のビクトリ
ア女王の４女であるルイーズ・キャロライン・アル
バータ王女の名をとって，カナダの一つの州とな
り，州都はエドモントンに定められた。地理的に
は，カナダのほぼ中央部にあり，イギリスとほぼ同
じ北緯49度～ 60度に位置している。南北の距離は1，
217km，東西は293 ～ 650km。面積は66万1，185平
方キロメートルである。州南西部の約半分は，山脈
と山麓からなっており，壮大なロッキー山脈，ジャ
スパー，バンフ両国立公園は素晴らしい景観を誇っ
ている。 州の人口の８割は都会地に住み，しかも半
数以上が州都エドモントンとカルガリーの２大都市
に集中している。 
　カナダの学校形態は，大部分の州が初等･中等教
育をあわせて12年であり，アルバータ州も同様であ
る。州や地域によって学校体系と教育課程が異なっ
ているが，義務教育はほとんどの州が16歳までであ
る。また，中等教育と大学との間に２年または３年
の大学前教育機関CEGEPが設けられている。
　アルバータ州の教育システムは，幼稚園，６年間
の初等教育，グレード７，８，９のジュニアハイス

クールとグレード10，11，12までのシニアハイス
クールを含む中等教育からなっている。６才から16
才になるまでが義務教育期間であり，グレード12ま
で学費は無料である。アルバータ州の初等中等教育
機関は（1）Public Schools，（2）Separate Schools

（宗派別学校），（3）Francophone（フ ラ ン ス 語） 
schools，（4）Charter Schools，（4）ECS Private 
Operator，（5）Private Schoolsと５つの機構があ
る。
　特殊教育も同様に，グレード12まである。アル
バータの特殊教育の特色としては，地域もしくは近
隣の通常の学級に在籍することが基本となってお
り，その中で個別プログラム計画（Individualized 
Program Plan）を作成し，必要な支援を行ってい
る点である。特別学校はあるが，その数は少ない。
　アルバータ州の中等教育後の教育には， 州立
総合大学３校と通信教育を主とするAthabasca 
Universityの計４つの大学と， 州立のコミュニ
ティ・カレッジ11校，総合大学と提携をしている私
立のカレッジが６校，大学との提携を持たない独自
の教育方針とユニークな教科を持つ多くの私立のカ
レッジがある。さらに，州立の工業系の大学３校，
アルバータ・ボーケーショナル・センター４校，そ
の他病院附属の看護椅養成専門学校をはじめとする
多くの公・私立の専門学校がある。

２．調査手続き
　我々が知的障害のある人の高等教育機関におけ
る生涯学習ととらえているものは，アルバータ州
においては，後期中等教育後のインクルーシブ教
育（Inclusive Post Secondary Education(IPSE)）と
して捉えられている。アルバータ州おけるＩＰＳＥ
をはじめてスタートしたのがアルバータ大学であ
り，同じエドモントン市内においてこの大学をモデ
ルとして，類似のプログラムを展開したのがグラン
ト・マックエバン・コミュニティ・カレッジ（Grant 
MacEwan  Community College； 以下GMCCとす

北米における知的障害のある人の高等教育機関での生涯学習の展開
－カナダ・アルバータ州での取り組み－
肥後祥治　　・　　涌井　恵　　・　　佐藤克敏　

（熊本大学）　 （国立特殊教育総合研究所）（京都教育大学）
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る）である。プログラムの実態を調査するために，
この二つの大学を選定した。また，このプルグラム
の歴史的な背景や支援制度を調査するために，アル
バータ地域生活協会（AACL）と発達障害のある人
のためのアルバータ州委員会（PDD）に対する調
査を行った。調査手法には，半構造化面接法を採用
した。

Ⅲ．結果

１． オンキャンパス・プログラム（On Campus 
Program）

（１）プログラム開始の経緯
　本調査の焦点の一つであるOn Campus Program
は，1908年に創立された州立のアルバータ大学にお
いて展開されている。アルバータ大学は現在カナダ
屈指の名門校のひとつであり，州都エドモントンに
あるキャンパスには，３万人以上の学生が200の学
部プログラムと170の大学院のプログラムで学んで
いる。
　オンキャンパス・プログラム（以下，オンキャン
パスとする）は，発達障害のある成人に中等教育後
のインクルージョン教育の機会を提供することを目
的としている。このプログラムは，成人になった息
子や娘が利用できる機会を拡げていくことに関心
を持った障害のある子どもの保護者と権利擁護者
達によって始められた。地方の保護者団体である
ゲートウェイ地域生活協会（Gateway Association 
for Community Living）の後援の下に，非営利団
体のエドモントン・オンキャンパス成人教育協会

（Edmonton On Campus Adult Education Society）
が設立され，1987年１月にプログラムを開始した。
アルバータ州政府のアルバータ家族・社会サービス
省（Ministry of  Family and Social Services）から，
オンキャンパスの対象者と発達障害の程度が同じ者
を対象にした他のプログラム（例えば，援助付き雇
用，大人向けのデイプログラム）と同程度の補助金
が与えられた。アルバータ大学内にあるJP Das発
達障害センターの支援があり，アルバータ大学教育
学部の教授達はオンキャンパスの職員用の部屋や会
議室と学部連絡係を提供することに同意した。

（２）プログラムの活動主体
　非営利団体であるエドモントン・オンキャンパ
ス 成人教育協会（Edmonton On Campus Adult 

Education Society）がオンキャンパス・プログラ
ムを運営している。

（３）プログラムの目的
　オンキャンパス・プログラム（以下，オンキャン
パスとする）は，発達障害のある成人に中等教育後
のインクルージョン教育の機会を提供することを目
的としている。オンキャンパスは社会的統合とイン
クルージョンを主眼に置き，友達関係や社会的ネッ
トワーク，雇用機会，社会的スキル，読み書きとコ
ミュニケーション能力の発達と，個々人の自尊心を
高めることを主な目標としている。

（４）プログラムの対象者
　発達障害がある18歳以上の者を対象としている。
現在，11名の発達障害のある者がオンキャンパスに
参加していて，平成13年度の卒業生は４名の予定で
あるとのことであった。オンキャンパス参加者（以
下，オンキャンパス学生とする）の内訳は，重複障
害（肢体不自由と知的障害）のある者２名，ダウン
症のある者９名である。
　現在プログラムに登録されていないが，プログラ
ムへ参加を希望している者は40名いる。学生アドバ
イザーのFay氏は，なるべく参加者の人数を10名前
後の小規模に保つようにしており，それがプログラ
ム成功のキーポイントであると述べていた。
　なお，アルバータ大学の大学生（入学試験に合格
して入学した者）で障害のある者は，オンキャンパ
スのサービスの対象ではない。彼らには，大学内の
障害学生サービスセンターから支援が提供されてい
る。アルバータ大学では聴覚障害や学習障害のある
学生への支援プログラムが充実している。
　オンキャンパス学生は，聴講生としてアルバータ
大学に登録される。したがって，各講義の試験は受
けるが，大学の卒業資格は与えられない。ただし，
卒業式は行う。プログラム開始当初，大学の卒業式
と異なる時期に式が行われたこともあったが，現在
では同時に行われている。

（５）プログラムの費用
　オンキャンパス学生は，講義に必要な教科書や教
材のための費用として，１ヶ月につき40カナダドル
を支払う。また，自力通学となっているので，大学
までの交通費は自己負担となる。
　オンキャンパスには，アルバータ州政府のアル
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バータ家族・社会サービス省（Ministry of  Family 
and Social Services）の管轄下にある「発達障害の
ある人のためのアルバータ州委員会（PDD）」から
補助金が拠出されている。この補助金オンキャンパ
ス職員の給料など基本的なものに充当されている。

（６）プログラムの内容
　オンキャンパス学生は約４年間大学に通う。学生
は１学期につき１～４つの課程の講義に参加する。
どの課程に参加するかは興味や将来の職業の目標に
基づいて，学生，保護者，オンキャンパス職員に
よって選ばれる。オンキャンパス職員は学生やその
家族にインタビューしたり，学校の成績や最近参加
した成人プログラムやサービスにおける記録を検討
したり，大学のキャンパス周辺や地域社会へ学生を
連れて行ったり，好きな物を記録したりすることに
よって，興味や目標をアセスメントする。そして，
オンキャンパス職員は学生の講義の選択や，教授や
他の学生からのサポートについて援助する。
　受講を希望する講義が決まると，オンキャンパス
職員は教授あるいは講師たちに出席許可を得るため
に連絡をする。彼らの同意が得られた後に，オン
キャンパス職員はオンキャンパス学生をサポートす
るためのボランティアを頼むために，最初の授業に
出席する。必要とされているサポートのタイプはオ
ンキャンパス学生によって様々であるが，通例，ボ
ランティアは，単純に一緒に座ってくれる人，質問
に答えてくれる人誰かでよい。 通常オンキャンパス
学生１人に２，３人のボランティア（アルバータ大
学の正規の学生）がつく。このアルバータ大学大学
生によるボランティアについては次項で説明する。
オンキャンパス学生は，通例，人文科学，演劇，音
楽，英語，教育，体育，芸術といった学部の講義を
聴講している。オンキャンパス学生は大学で行われ
るフィットネスやレクレーションの教室にも参加す
る。また，大学のクラブや同好会活動への参加も奨
励されている。
　また，5 ～ 8月にかけての年度末の休業期間に，
興味のある分野の様々な就業体験をする。オンキャ
ンパス職員は学生の就職を援助する。また，就業体
験中の訓練やサポートが必要な場合，就業先で一緒
に働いたりする。

（７）アルバータ大学大学生によるボランティア
アルバータ大学の正規の大学生はオンキャンパス学

生にとって重要な役割を担っている。彼らはボラン
ティアとして次のような事柄のサポートを行ってい
る。なお，提供されるサポートのタイプと量は個人
の事情に合わせて決められている。

・学術的な講義
・レクレーション・フィットネス活動
・社会的な行事：ダンス，スポーツゲームなど
・クラブ，同好会，協会
・ピア・チュータリング（仲間による家庭教師）

　これら全ての機会は，オンキャンパス学生にとっ
ても，ボランティアの大学生にとっても同様に有益
なものとなっている。これらのことによって，新し
い友人関係ができたり，発達がより豊かになった
り，人生がより充実するようになると，オンキャン
パス職員は述べている。

２．カレッジコネクション・プロジェクト
　　（College Connection Project）
（１）プログラム開始の経緯
　本調査のもう一つの対象であるCollege Connection
は，州立のコミュニティ・カレッジの一つである
グラント・マックエバン・コミュニティ・カレッ
ジ（Grant MacEwan  Community College； 以下
GMCCとする）において実施されている。GMCCに
は，修了証書を授与できる１年コースと卒業証書授
与できる２年コースがあり，一般教養，学術向上，
職業技術訓練等50ものプログラムが準備されてい
る。また，その他にも10のプログラムが準備された
大学編入が可能となる２年コース，四つのプログラ
ムが準備された学士号を得ることができる４年コー
スがあり，約４万人の学生が学んでいる。
　カレッジコネクション・プロジェクト（College 
Connection Project.以下，カレッジコネクション）
は，発達障害のある成人にカレッジプログラムと
学生生活に参加する幅広い機会を提供するため
に，GMCCにおいて， 1995年９月から開始された。
GMCCのシティセンターキャンパスにある教師援助
プログラムの後援の下でプログラムは運営されてい
る。すなわち，大学職員によって，カレッジコネク
ションは運営されている。また，健康地域研究学部
からの支援も受けている。
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（２）プログラムの目的
　オンキャンパスと同様に，カレッジコネクション
も，発達障害のある成人に中等教育後のインクルー
ジョン教育の機会を提供することを目的としてい
る。このプロジェクトの究極の目標は，個人の夢や
能力に基づいた円熟した教育を行うことである。そ
れに向けて次の３点を重点教育目標としている。①
対人関係の機会，②人生を豊かにする経験，③キャ
リア発達と教育である。
　カレッジコネクションは①に関して次のように考
えている。他の学生と授業の中で発表したり，議論
したり，普段の何気ない会話をしたりすることを通
じて，卒業後も続く友達関係や有意義な人間関係が
作られる。インクルージョンの第一の目標は，貴重
で多彩な人間関係を育むことである。②に関して
は，教室内／教室外の大学生活はどちらも，学生が
成長し，成熟することを助ける多数の経験を提供し
てくれると考えている。③に関しては，他の学生と
同じようにカレッジコネクションの学生は将来の就
職に関連するプログラムを選択することができるよ
うになっている。必要に応じて，講義で出される課
題や教材が学生の能力に適合したものに修正・改正
される。

（３）プログラムの対象者
　発達障害がある18歳以上の者で，PDDに認定さ
れた者を対象としている。
　まず始めにグループ面接を行い，その後個別面接
を行って，その人の興味や動機をアセスメントし，
プログラム対象者を選抜する。毎年１，２名を受け
入れている。現在30 ～ 40名の待機者がいる。
　カレッジコネクション学生は， 聴講生として
GMCCに登録される。したがって，大学の学位授与
式には参加するが，学位は授与されない。しかし，
カレッジコネクション・プロジェクトから卒業認定
証を受けとる。

（４）スタッフ
　スタッフは，企画ファシィリテーター（プロジェ
クト全体を統括）２名，学生ファシリーテーター

（カレッジコネクション学生を教育的に援助）２名，
GMCCの学生７名である。なお，企画ファシィリ
テーターの２名は，ワークシェアリングしている

（つまり業務を二人で分担しているが，これはこの
訪問時だけであった）。

（５）プログラムの費用
　カレッジコネクション学生は，聴講費として学期
につき300または400カナダドルを支払う。また，学
生組合に50 ～ 100カナダドル支払う。これは，体育
館，プール，コンピューター，カフェ，書店，メー
ルアカウントの使用など，学生組合のサービスを利
用するための費用である。
　カレッジコネクションは，オンキャンパスと同
様， アルバータ州政府のアルバータ州家族・ 社
会 サ ー ビ ス 省（Ministry of  Family and Social 
Services）の管轄下にある「発達障害のある人のた
めのアルバータ州委員会（PDD）」から補助金が拠
出されている。この他，GMCCからの予算が配分さ
れている。

（６）プログラムの内容
　GMCCは２年制のコミュニティ・カレッジであ
るが，最高４年まで在籍可能である。カレッジコ
ネクション学生は将来の就職につながりそうな講
義を選択する。具体的には，乳幼児発達，補助教
員，映画製作，現代芸術，警察・警備（Police and 
Security），業務管理（Office Administration），デ
ジタル芸術・メディア，体育といった課程に参加し
てきた。学生ファシリテーターは，カレッジコネク
ション学生が教育目標を達成できるように援助す
る。教育に関わる援助の例として，カリキュラムや
試験の修正（問題文の表現を平易なものにするな
ど），宿題の手伝いなどが挙げられる。最小ではあ
るが，包括的な支援が個々人の学問的あるいは個人
的なニーズに適した方法で提供される。カレッジコ
ネクション学生は一年中，学生ファシリテーターか
ら支援を受ける。
　また，講義の他に，学生の同好会やクラブ，学生
自治会などにできるだけ参加するよう奨めている。
　夏休み期間中には，カレッジコネクション学生
は，自分の興味や就職に関係する分野において就労
や就業体験，ボランティア活動を行う。
　カレッジコネクションでは，現在７名の卒業生が
いるが，彼らの卒業後の就職先及び職種は，補助教
員，デイケア職員，学校事務，警備員，画家，画廊
勤務，幼稚園職員，映画館職員，大工などであった。

（７）GMCC学生によるボランティア
　各講義のピア・サポーターとして，学生ボラン
ティアを募集している。オンキャンパスと同様，
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カレッジコネクションでもGMCC学生によるボラン
ティアの制度がある。GMCC学生ボランティアは，
授業中のグループでの話し合いや授業ノートの筆記
などその他必要な援助を行う。これによって，カ
レッジコネクション学生の学習環境をより快適な
ものにすることができる。インタビューを行った
Bowman氏によると，ボランティア学生は，自信が
あって，能力が高く，教授と連絡を取り合うことが
でき，図書館の使い方をよく知っている学生だとい
う。

３．アルバータ地域生活協会（AACL）
（１）概要
　本調査の対象となったアルバータ大学のオンキャ
ンパスや，GMCCのカレッジコネクションといった
知的障害のある人のPostsecondary Educationプロ
ジェクトに対して，アルバータ地域生活協会（以下
AACLと記す）は，プロジェクトの設立と発展に大
きく寄与している。
　AACLは，1957年に設立された障害のある子ど
もや大人とその家族を基盤とした非営利団体で
ある。日本でいう育成会と同様の組織と考えてい
いだろう。 現在40以上の組織がAACLに属してお
り，AACLもまたカナダ地域生活協会（Canadian 
Association for Community Living）に属している。
AACLは，発達障害のある人が次のような機会とそ
のためのサポートを提供されるべきであると考えて
いる。
　①家族の中で育つ
　②コミュニティーに家がある
　③共に学ぶ，共にはたらく
　④友人関係を発展させる
　⑤コミュニティーの生活に参加し，寄与する
　AACLは，アルバータ州における発達障害のある
人の本人活動や家族活動の支援の中心的な役割を
担っている。また，AACLは発達障害のある人の家
族のリーダーシップの向上を目指した様々なワーク
ショップやサミットの開催，新たなPostsecondary 
Educationの発展を目指したプロジェクト（ここで
取り上げたオンキャンパス Programやカレッジコ
ネクションなど），ニュースレターの発行，発達障
害のある人本人やその家族，友人，教員，雇用者等
その他の関係する人々が利用することができるビデ
オや書籍等のリソースセンターとしての役割など，
発達障害のある人がコミュニティーで生活すること

を支援するための活動を展開している。

（２）オンキャンパスの設立とその経緯
　AACLのExecutive DirectorのBruce Udisky氏
は，オンキャンパスの設立から関わっているスタッ
フの一人である。我々は，Bruce氏にオンキャンパ
スの設立された背景，プログラムの目的，AACLと
の関係等についてインタビューする機会を得ること
ができた。以下では彼のインタビューや資料をもと
にオンキャンパスが設立された経緯とプログラムの
ねらいを紹介する。
　オンキャンパスは，保護者の要望から始まった経
緯がある。当初15人の知的障害のある保護者が集ま
り，Bruce氏らと共にPostsecondary Educationの
ニーズについて，ミーティングがもたれた。このこ
ろは，知的障害のある人に対して，独自の特別なプ
ログラムとして，デイプログラム，ワークショッ
プ，職業訓練などのプログラムが提供されていた。
しかしながら，当時は，インクルージョンの重要性
が提唱され，教育パラダイムが変革していく時期で
もあった。このミーティングに参加した保護者達
は，子どもたちが特殊学校ではなく，通常学級もし
くは特殊学級の教育を受けた経歴をもっており，
Postsecondary Educationにおいても，同様のサー
ビスを希望した。
　当初，Bruce氏はカレッジでのPostsecondary 
Educationの展開を考えていたそうである。カレッ
ジには，職業訓練のようなより特別なプログラムを
提供できる教育環境が整っており，知的障害のある
人を受け入れた際に，プログラムを提供する体制が
容易にとれると考えたためである。しかしながら，
保護者達とのミーティングにおいて，カレッジに
おけるPostsecondary Educationを希望するのか，
それともユニバーシティにおけるPostsecondary 
Educationを希望するのかを話しあったところ，保
護者はユニバーシティを希望した。このミーティン
グの結果に基づいて，オンキャンパス Programを
ユニバーシティで行うための，プロジェクトが展開
された。
　プロジェクト実施の中心となった機関は，地域の
保護者達が組織するゲートウェイ地域生活協会で
あった。ここはAACLと共通の理念を持つ関連の深
い組織である。実施する場所は，アルバータ大学と
なった。これは同大学の教育学部J. P. Das発達障害
センター（特にDick Sobsay氏）の後押しがあった
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ことによる。拠点として，アルバータ大学の教育
学部の建物の中に，ミーティングルームとスタッフ
ルームを得ることができた。また，基金は，アル
バータ州の行政機関であるアルバータ家族・社会
サービス省の管轄下にある「発達障害のある人のた
めのアルバータ州委員会（以下PDD）」から得るこ
とができた。基金によって得られた金額は，当時提
供されていた援助付き雇用にかかる費用やデイプロ
グラムに支払われている費用と同額であった。
　当初のスタッフは，プログラムディレクター１
名，インストラクターファシリテーター３名，パー
ソナルサポートワーカー（２名）によって構成され
ていた。これらのスタッフは，全て障害のある人の
成人教育に関して経験があった。なお，３名のイン
ストラクターファシリテーターは，担当の学生を持
ち学生の興味やニーズに基づいて，選択するコース
を決めるのを支援すると同時に，アルバータ大学の
教授や学生から支援を受けられるように調整する役
割を担っていた。このほかに，アルバータ大学の学
生がボランティアでサポートに協力した。こうし
て，オンキャンパスは1987年に11人の発達障害のあ
る人を対象として開始され，現在に至っている。
　オンキャンパスの主な目的は，地域の社会で共に
生活するということであり，この目的は，AACLの
考えと合致している。主なゴールとして，友人関係
を築くこと，社会的なネットワークを築くこと，雇
用の機会を得ること，社会的スキルを身につけるこ
と，語学及びコミュニケーションの能力を高めるこ
と，自尊感情を高めることなどがあげられている。

（３）AACLが担っている役割
　AACLの主な活動は，発達障害のある人がコミュ
ニティーで生活することを支援することであり，本
人や保護者の活動の向上を支援することである。こ
の目的を実現するために，発達障害のある人の家族
のリーダーシップの向上を目指した様々なワーク
ショップやサミットの開催を行っている。また，
AACL自身いわゆる親の会が発展した組織であり，
本人や保護者のニーズや生活の向上には極めて敏感
であると思われた。これはBruce氏らが，このプロ
ジェクトを展開するに当たって，まず保護者との
ミーティングを行い，保護者のニーズを明らかにす
ることから開始していることからも伺える。
　また，プロジェクトの企画だけでなく，実施機関
の決定と予算の確保，実施場所の選定など，プロ

ジェクトの実現に向けて実務的な動きも行っている
ことがわかる。このことから，AACLがこのような
新しいプロジェクトを展開する際の，企画から立ち
上げに関わるノウハウをもっていること，これを実
現する人的もしくは関連する機関の幅広いリソース
やネットワークを持っていることがわかる。現に，
本プロジェクトの実施機関は，AACLと密接な関係
にある機関であり，現在GMCCのカレッジコネク
ションの中心となっている，Patricia Bowmans氏
は，当時AACLの職員で，開始当時のスタッフの一
人でもある。また，基金の提供を行っているPDD
のTim Weinkauf氏は，元AACLの職員という履歴
をもつ。また，アルバータ大学との教育学部
　J. P. Das発達障害センターのDick Sobsay氏は，
他のプロジェクトにおいてもBruce Udisky氏と一
緒に仕事をしており，AACLとつながりが深い。こ
のように，これらのプロジェクトに関係する主要な
メンバーは，AACLと深いつながりがあり，極めて
良好なネットワークを形成している。現在も，オン
キャンパスの主要メンバーは，ミーティングを２ヶ
月に1回行っている。このことは，オンキャンパス
の発展を支えるAACLを中心としたネットワーク
が，良好に存続していることを示している。
　AACLの業務内容とオンキャンパスの設立とそ
の経緯に関するBruce氏へのインタビューから，
AACLは，本人はもちろんのこと，保護者・行政・
大学スタッフなど発達障害のある人に関わる人や
多くの機関との間にネットワークを築いており，
それぞれを結び付ける役割を担ったと考えられた。
AACLは，現在もオンキャンパスの紹介ビデオの作
製やミーティングなどの活動を通してオンキャンパ
スの発展に関わっており，このような関連機関や関
係者の間のネットワークをコーディネートする重要
な役割を担っていると考えられる。

４． 発達障害のある人のためのアルバータ州委員会
（Alberta Provincial Board for Persons 
with Developmental Disabilities : PDD）

　　 ―PDDの ポ リ シ ー と 中等教育終了後 の
inclusive educationの親和性―

　アルバータ州での高等教育機関における中等教育
終了後のインクルージョン教育（アルバータ州立大
学；オンキャンパス，GMCC；カレッジコネクショ
ン）の実践を検討していくと，発達障害のある人の
ためのアルバータ州委員会（以下PDD）が行政機
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関として開始当初より財政的な支援をしていたこと
が明らかになった。この地域で知的障害のある人の
ための高等教育機関での中等教育終了後のプログラ
ムが展開され成果をあげつつあるのは，行政側から
のサポートが明確にあったことを抜きに議論できな
いであろう。そこでここでは，資料とPDD職員の
との面接から得られた情報をもとPDDの概要につ
いて整理してみたい。
　PDDは，1997年に成立した発達障害のある人の地
域社会における生活の実施（地域生活支援）に関す
る 法律（Persons with Developmental Disabilities 
Community Governance Act） に規定されてい
る州の機関である。PDDは州委員会（Provincial 
Board）の一つであり，下部組織として，六つの地
域委員会（Community Board）と一つの施設委員
会（Facility Board），一つの予算委員会を持ってい
る。州委員会は，地域開発大臣の下に置かれ，大臣
に対して報告を行うことになっている。
　PDDのサービスおよび資金の提供の方法は，次
のようなものである。大半のサービスは，地域の
サービスプロバイダーにより提供されている。資
金の流れは，二通りある。一つは，各個人が必要
とするサービスを購入するために直接その本人ま
たは彼らの代理人に資金が提供される個別補助金

（Individual Funding）であり，二つ目はサービス
を請け負っている機関に直接資金が提供される従来
からある請負補助金(Contract Funding)である。ま
た，PDDは，６カ所のサービス提供の為の施設を
持っている。
　PDDの 政策的 な 立場 を 示 す 戦略的基本姿勢

（Strategic Elements）を見ると，この機関の価値
の方向性が，発達障害のある人の地域生活の支援で
あり，インクルージョンの推進であることが明確で
あることが分かる。オンキャンパスの開始当初か
ら，PDDが資金的な援助をおこなっていた背景に
は，PDDのもつ明確なポリシーがあったことが考
えられる。しかし，このようなポリシーのもと運営
されるPDDでも，実はオンキャンパスの開始の時
点においては，その資金援助に対しては，問題がな
かったわけではないらしい。AACLのUdisky氏は，
保護者のニーズと自らのビジョンをもってその説得
にあたり，補助金を得ることに成功し，現在では他
の職業支援プログラムよりもコストパフォーマンス
が高いとの評価も聞かれるようになるまでになった。

５．アルバータのにおけるIPSEの現在と総括
　1987年にアルバータ大学で展開された後期中等教
育後のインクルーシブ教育（IPSE）は，その後，
1993年にカルガリー大学に同様のプルグラムの立ち
上げに影響を及ぼし，その後は1995年のグラント・
マックエバン・コミュニティ・カレッジ（GMCC）
のカレジコネクションへとつながっていく。その後
の2004年３月までにアルバータ州に合計九つの大学
においてIPSEが展開されるようになった。表１は，
その概要を整理したものである。
　すべてのプログラムは，資金面においては，発達
障害のある人の州委員会（PDD）から援助を受け
ながら維持されており，プログラムの統括およぎ支
援は，アルバータ地域生活連合（AACL）によって
行われている。このプログラムは，就労支援プログ
ラムの一環として位置づけられており，同州で実施
されている障害のある大学生への支援プログラムと
は一線を画している。2004年3月の時点で46名の修
了者のうち，賃金をもらえている者が33名（71.7%），
賃金をもらっていないが，ボランテア活動等をして
いる者が10名（21.7%）というように90％をこえる
修了者が社会参加を果たしている。
　このプログラムは，1987年に先進的な親と理解あ
るアルバータ大学のスタッフの協力の下にスタート
している。プログラムを展開しようとした親たち
は，「高校を修了すれば他の兄弟の多くが大学に進
学する。もし自分の子どもが大学で勉強をしたいの
であれば，その学費を負担するのは親として当然
だ」という発想のもとにこのプログラムが始められ
た。それ以後同様のプログラムが展開されるように
なり，2004年３月の時点で９校においてプログラム
が展開されている。
　大学における取り組みのあり方は，大学において
濃淡があり，大学の一人のメンバーを位置づけて，
他の学生と同様なサービスを受けられるようにして
いる大学もあれば，授業料を取らない聴講生として
位置づけている大学もあるが，期間は最長４年間と
なっている。学生の収容規模は2000年以前にはじめ
た大学は７～ 11名であるが，200年以降は１～３名
とより小規模で取り組み始める大学がほとんどであ
る。 また財政的な支援を行うPDDは，AACLに対
してIPSEのプログラムをより積極的に展開するこ
とを要請していることも明らかとなった。
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Ⅳ．考察

１． カナダにおける知的障害者の生涯学習プログラ
ム二つのプロトタイプ

　カナダにおける知的障害者の生涯学習プログラム
の二つの典型例であるオンキャンパスとカレッジコ
ネクションの二つのプログラムには，共通点もあれ
ば，相違点もある。
　オンキャンパスもカレッジコネクションも，イン
クルージョンの理念を背景として，勉学だけでな
く，大学生活を通じて得られる様々な体験や人間関
係のつながりを重視している。二つのプログラムに
は，①参加者を少数に制限している，②学期期間中
は講義を受講する，③夏期休業中に就業体験・実習
を行う，④ボランティア学生によるピア・サポート
制度がある，という四つの共通点がある。
　しかし，カレッジコネクションの方が，講義内容
と就業体験が密接な関係にあり，より明確に就労を
目指したプログラムとなっている。また，オンキャ
ンパスは当事者・親団体が立ち上げた民間団体が運
営主体であるのに対して，カレッジコネクションは
大学自体の組織の一部として運営されているという
違いがある。
　高等教育機関の持っている特徴（総合大学かコ
ミュニティカレッジか）やリソースによって，プロ
グラムの内容も影響を受けているといえる。卒業後
の職業生活での適応向上を目指すのであれば，より
実務・実技的な学習に力点を置いた教育機関が適し
ているといえるだろう。上記に挙げた共通点と相違

点は今後日本で高等教育機関で同様のプログラムを
立ち上げる際の参考となるだろう。
　さらに，ここで注目しておかなければならない
ことは，どちらもプラグラムもアルバータ州教育
省（Ministry of Learning）から補助は受けていな
いということである。現在のところ，日本でいうと
ころの厚生労働省に当たる家族・社会サービス省

（Ministry of  Family and Social Services）の補助
の下にある。PDD職員のWeinkauf氏は，いずれは
中等教育後のインクルーシブ教育のプログラムが教
育省の管轄へと移行するのが理想的であると述べて
いた。高等教育機関を管轄しているのは教育省・文
部科学省なのであるから，その方が行政的な連携が
うまくいき，より拡がりのあるプログラムを発展さ
せることができるのではないだろうか。
　また，本論文では，オンキャンパス・プログラム
の設立から関わっているスタッフの一人で，AACL
のExecutive DirectorであるBruce Udisky氏の設立
と経緯に関するインタビューと資料を基に，アル
バータ大学のオンキャンパス・プログラムに対し
て，AACLが担っている役割を整理し，考察を加え
た。 そのなかで，AACLを中心とする人的ネット
ワークが構築されており，これを維持しながら，プ
ロジェクトの発展を支えていると考えられた。
　AACLは，カルガリー大学のプログラムやGMCC
のカレッジコネクションといった他のInclusive 
Post secondary Education Programに対しても同
様に関わっている。今後，詳細に機関や人のネット
ワークを分析することで，日本で知的障害のある人

表１　アルバータ州のIPSEの現状（2004年3月）　

　 開始 参加者 直接
介助者 修了者 賃金

雇用
ボラン
テア 無職 他

機関 死亡 不明

アルバータ大学 1987 11 2 36 18 6 2 1 0 9

カルガリー大学 1993 10 2 9 6 2 0 0 1 0

マックエバン 1995 9 0 9 6 2 1 0 0 0

レスブリッジ 1999 7 1 3 3 0 0 0 0 0

レッドディア 2002 3 0 0 0 0 0 0 0 0

オールズ 2003 3 0 0 0 0 0 0 0 0

アスバスカ大学 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ポーテージ 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0

レイクランド 2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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の生涯学習を発展させるための組織づくりのヒント
が得られるものと思われる。
　アルバータ州で試みられている知的障害者の中等
教育終了後のインクルージョン教育においては，
行政機関の役割が非常に大きいことがわかってき
た。行政機関の財政的な支援がなければ，ここで行
われている試みの進歩はもう少し緩やかであったか
もしれない。しかし，これらの試みは，行政機関だ
けではなく，これらのプログラムを実施している人
たちと，そのプログラムを熱望した保護者と彼らを
サポートした研究者との協働によることは明らかで
ある。このいずれが欠けても，機能しなかったであ
ろう。では，これらのグループに共通したものは何
であったのか。もちろん，カナダという民族の多様
な国家であったことも忘れてわならないことである
が，やはりこれらのグループに共通するものは，

「夢」 ではないかと感じている。 私たちの面接に
応じてくれたPDDの職員のWeinkauf氏は，「post-
secondary inclusive educationは，データ積み重ね
てその効果が実証された後に始まったのではない。
これは，夢を語ることによって始まったのだ」と私
たちに話してくれた。知的障害のある青年が同年齢
の青年と大学で一緒に学ぶという「夢」の背景には， 
そのようにしても不思議がないという彼らの障害者
観がある。知的障害のある人の生涯学習を構築して
いこうとする試みは，実は企画者側の障害者観を再
考し俎上に乗せるという作業なのかもしれない。

２． アメリカのプログラムとの比較:二つのOn 
Campus プログラム

　カナダのIPSEを知る以前に，我々は，アメリカ
のシラキス地区における大学での知的障害者のイン
グルーシブ教育のプルグラムである “On Campus” 
projectの試行を把握しており，これを知的障害者
の生涯学習の一つのモデルとして検討できると考え
シラキウスでの調査を敢行した。シラキウスでの調
査の１次の調査終了後にアルバータ州のIPSEを知
り，アルバータのプログラムの調査に取り組んだ。
アルバータ州のアルバータ大学での最初のIPSEの
プログラムの名称も “On Campus” programであり，
調査当初は，何らかの情報の共有があるのではない
かと考えながら，調査を進めていった。調査の過程
において，この二つのプログラムの実施者や関係者
は，我々が二つのプログラムの存在について情報を
提供するまで相手のプログラムの存在を全く知らな

かった。同じ名称を用いて独自に大学という場にお
いて知的障害のある人を受けれて価値を創造しよう
とするこの二つの先進的な “On Campus” プログ
ラムを比較し整理することは，日本における知的障
害のある人の後期中等教育後の生涯学習のあり方に
示唆を与えるものではないかと我々は考えている。
　開始時期においては， アルバータ大学の “On 
Campus” は，1987年であり，シラキス大学の “On 
Campus” が2000年であることを考えると13年早く
開始されており，おそらく知的障害のある人を大学
の講義の中で組織的に受け入れたことに関しては最
も歴史があるのではないかと考えられる。
　大学という場の利用の点においては，二つのプロ
グラムは共通しているが，他の部分では異なる部分
が少なくない。シラキス大学のプログラムでは，ア
メリカにおけるIEPを持つ生徒の義務教育が２年間
延長させるという条件下で実施されているが，アル
バータのプログラムは，18歳で高校を卒業した人に
対して提供されている。従って，前者は，20歳まで
であるのに対して，アルバータのプログラム参加者
の中には，一度社会にでて就労した後にプログラム
に参加する人もいる。シラキスにおけるプログラム
は，高校教育の延長として存在しており，アルバー
タにおけるプログラムは，PDDによる就労支援プ
ログラムの一環として位置づけられている。この資
金面での背景の違いが，シラキスのプログラムのマ
ネージメントの中心に高校教師が存在するのに対し
て，アルバータのプログラムは，親の会を基盤とし
たNPOであったり，大学側が直接プログラムディ
レクターを雇用したりするといった運営面での差違
にもつながっている。非常に類似したプログラムで
あるにも関わらず，資金面での背景が異なることも
非常に興味深い。
　この二つのプログラムのもう一つの差違は，他の
一般学生の関わりのシステム化の度合いであろう。
シラキウス大学においては，“On Campus” の支援
に参加することを授業の一環として位置づけるシス
テムを採用してるのに対し，アルバータ大学の他の
学生との関わりは異なる部分がある。アルバータ大
学の “On Campus” のコーディネーターは，知的
障害のある学生が授業に参加する前に，授業におい
て，その学生が参加すること，そのためにボランテ
アを必要としていることを説明にいき，ボランテア
を募り円滑な授業参加への準備を行う。どちらの取
り組みが正しいということではなく，色々な方略が
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あることを把握しておくことは，重要であろう。

３．我々は何を学ぶべきか
　このプログラムの財政基盤や運営形態には，相違
点があるが，根本的な共通点があると筆者らは考え
ている。その一つは，プログラムの展開のきっかけ
になったのは，実は，障害のある生徒の保護者の考
えであったことでろう。シラキウスにおいても，ア
ルバータにおいて，このプログラムの立ち上げにお
いて重要な役割をはたしているのは，「子どもが大
学で学びたいと思っているのなら，他の兄弟同様に
支援するのは，普通のことだ」といった認識である。
ここに示した内容と類似した話を，シラキウスにお
ける調査においても，アルバータにおける調査にお
いてもたびたび耳にしてきた。この様な保護者の意
見に対して先述のPDDの職員のWeinkauf氏のよう
に，「post-secondary inclusive educationは， デー
タ積み重ねてその効果が実証された後に始まったの
ではない。これは，夢を語ることによって始まった
のだ」といった認識のある行政官や支援者が存在す
ることが，これらの先進的なプログラムの背景に
合ったのではないかと，筆者らは，考えている。
　北米において取り組まれてきた，知的障害のある
人のための生涯学習プログラムの調査は，日本にお
ける類似のプログラムの展開を模索することを目的
に行われてきた。その点では，具体的な運用や配慮
点については，多くの貴重な情報を得ることができ
た。しかし，このような方法論の多くは実践のなか
で修正されながら展開されてきたのであろう。我々
は，この運用のための方法論に目を配るのは当然で

あるが，それにもまして注意をはらうべきなのは，
障害のある人の保護者や支援者の障害者観がこれら
の取り組みの大きな原動力であったことではない
だろうか。我々は，プログラム運用のためのノウハ
ウだけでなく，保護者や我々の障害者観を変えてい
くためのノウハウも学ばなければならない時期きて
いるのであろう。今後このような視点で，情報の収
集および，実践的な研究を仕掛けていく必要があろ
う。
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１．オーストラリア基本情報

　人口は，約2063万人（2006年４月）であり，769
万2,024km2（日本の約20倍）である。内陸部が不
毛地帯であるため，沿岸部にほとんどの人が住んで
おり，人口は各州の州都をはじめとした都市部に約
２/ ３の人口が集中している。
　オーストラリアは6つの州と準州，特別地域に分
かれ，すべての州は，知事，州首相，選ばれた大臣
からなる州議会を持っている。

２．オーストラリアの教育制度

　教育政策全般は，連邦政府によって統括されてい
るが，教育を各州の教育省レベルが管轄しており，
州毎に教育制度が異なっている。図１に一般的な
オーストラリアの教育制度と資格制度を対応付けて
しめした。

（１）就学前教育と義務教育
　義務教育ではないが，初等教育を受ける前に準備
期間として就学前教育が通常は１年間（各州の初等
教育就学年齢に従って，４～５歳児が）学校入学準
備クラスに通う。 
　初等・中等教育(小学校から高校)は，通常，5歳も
しくは６歳に初等教育が始まり，12年生までの学年
制となっている。初等教育は６年生までで，中等教
育は７年生から10年生までと11年生，12年生に分か
れている。義務教育は10年生（日本の高校１年）で
修了するが，大学などへの進学希望者は11，12年生
に進み，将来進む道を考慮して専門分野に沿った選
択科目を選ぶ。オーストラリアでは，進学希望者は
12年生終了前に各州の「統一高等学校資格試験」を
受け高校修了資格を得た上で，その点数に応じて希
望の教育機関に進むことができる。
　また，高校や専門学校，大学・大学院で取得で
きる全15の資格・学位を全国的に認定し互換でき
る制度「オーストラリア教育資格システムAQF：
Australian Qualifications Framework」が採用され
ており，国内で取得した資格・学位や単位は，別の

学校でも認定される。

（２）高等教育(Tertiary Education)
　高等教育(Tertiary Education)は二つの制度に大
別できる。職業教育訓練 (vocational education and 
training: 以下VET) として教育施設や産業によって
実施される教育と，大学やその他の高等教育機関で
実施される教育である。
　VET制度では，国レベルで認められた特定の産
業に基づいた資格を，TAFEと呼ばれる高等職業専
門学校や私立大学を含めた公認の訓練施設から授与
することができる。学生は定められた能力の基準を
達成できたときに卒業できる。TAFEは，州政府に
よって運営されており，カリキュラムとして，情報
産業・応用デザインサービス，第一次産業・観光・
接客サービス，製造・建設・運輸サービス，ヒュー
マンサービス，ビジネスサービスなどの分野に分か
れ，それぞれのカテゴリー内にホテルやレストラン
経営，観光，通訳，スポーツ指導，ホスピタリティ
など多彩なコースが用意されている。理論的な講義
だけでなく，実践的・体験的な学習が多く取り入れ
られている。
　大学やその他の高等教育機関には，学士号や，研
究によって得られる高い学位を含む様々な大学院課
程の学位を授与するコースがある。大学には，その
他の短期課程や企業のための開発コースなども用意
されている。2004年度の高等教育に対する政府予算
は66億豪ドルで，大学の在学生数は90万人を超える
と推定されている。

３．教育から就労への移行に関する近年の動向

　オーストラリアはアボリジニを含んだ多民族国家
である。近年では，就労し，税金を支払うことが可
能な若者の人口を増やすことに対して，積極的な施
策を施行している。これを具体化するために，1990
年９月，当時の首相が若者進路行動計画対策委員会
を設置し，若者とその家族を支援するためのよりよ
い方策を提案した。ここで提案された内容に基づ
き，若者に以下のような機会を与えるための国のか

オーストラリアの教育制度の概略
佐藤克敏　・　齊藤宇開　・　徳永　豊　・　小塩允護

（京都教育大学）　　　　　　 （国立特殊教育総合研究所） 　　
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かわりがなされてきている。

・12年間の教育または同等の職業訓練を終了する。
・職業教育，訓練プログラム，構造化された職場学

習を就学中及び学業終了後も保証する。
・若者が地域の一員として独立して，自信を持っ

て，意欲的になれるような雇用や生活技術を獲得
する。

・専門的なキャリア・移行支援システムを利用する
ことが可能である。

・もしも12年間の教育を終了していないならば，地
域において可能な関連教育や訓練プログラムに戻
ることができる。

・所属する地域において，問題解決のための早期介
入，危機に対する支援，適切な長期支援等を提供
するような広範囲の支援システムが入手可能であ
る。

・地域の文化的，余暇的，スポーツ，地域サービス
等の活動に参加すること。

　以上にみられるように，オーストラリアでは職業
訓練等の中等教育後の教育機関と資格制度がリンク
しており，これは，税金を支払うことが可能な若者
を増やすための積極的な施策の一つであるといえ
る。

図１　教育制度と資格制度の対応
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１． 州の概略

　南オーストラリア州は，オーストラリア大陸の中
央南部に位置し，面積は日本の約３倍，人口は約
150万人である。州都アデレ－ドの人口は約105万人
で，アデレードはオーストラリアで５番目に大きい
都市である。州立の学校は609校あり，その内318校
は都市部にある。初等学校は，１クラス約20人前後
で運営している。

２．特別教育の概要

（１）障害差別禁止法が教育に及ぼした影響
　1992年に成立した障害差別禁止法は，可能な限り
障害を根拠とした差別をなくすために制定された法
律である。この法律は1993年５月から施行されてお
り，障害のある人の教育に大きな影響を与えてい
る。この法律の施行に伴い，教育機関における障害
のある児童生徒，学生への対応について，国もしく
は州の教育省では，法律を遵守するための障害のあ
る人に対する教育の基準を示している。
　国の教育省から示されている基準の中には，入学
に関すること，参加に関すること，カリキュラム開
発や提供に関すること，支援サービスに関すること
などの基準となる手続きや留意点が述べられてい
る。これらの基準には，障害のある児童生徒や学生
が障害のない児童生徒や学生と同じように，容易に
参加できたり，カリキュラムやプログラムをニーズ
に合わせて適切に調整したり，必要に応じて特殊な
サービスを提供したりすることが含まれている。障
害差別禁止法の対象には，肢体不自由，知的障害，
精神障害，感覚障害などの障害の他に学習障害も含
まれている。

（２）障害のある児童生徒への対応
　南オーストラリア州においても，障害差別禁止法
に抵触しないよう障害のある幼児，児童生徒，学生
への教育システムやサービスなどを提供している。
初等教育，中等教育の段階では，通常学校内に，特
別学級と特別施設（14校）があり，その他に特別学

校（17校）が設置されている。また，初等教育，中
等教育学校の中に，言語コミュニケーションクラス

（６校），聴覚障害のある児童のためのセンター（７
校），視覚障害のある児童のためのセンター（２校），
身体障害のある児童生徒のための連携プログラム

（４校）が設置されている。2002年から2003年の障
害のある児童生徒の在籍クラス・学校を見ると，
通常のクラスに80.7％，特殊学級に8.0％，特別施設
に3.3％，特別学校に7.9％という内訳となっている。
全児童生徒の割合からみると0.7％が特殊学校に在
籍していることになる。日本が0.47％であるため，
南オーストラリア州の方が特別学校に在籍している
児童生徒の割合が高いことがわかる。
　この他に，通常学校における特別なプログラムや
支援として，①１対１でのサポート，②少人数学習，
③学習支援者プログラム，③学校支援官からのクラ
ス内でのサポート，④学校カウンセラー，⑤特別教
育教師，⑥アコモデーション（適切な），⑦逆統合

（通常のクラスから特別施設などに通級すること），
⑧ケースマネージメントなどが提供されている。こ
れらの支援は，児童生徒のニーズに応じて組み合わ
されて利用される。教育省では，学校の資源は限ら
れているため，プログラムや様々な指導法を全ての
児童生徒の学習ニーズを満たせるように，適切に利
用するのは教師の責任であり，利用可能な財源を有
益に利用するのは校長の責任であると述べている。
　特別な支援を受ける全ての児童生徒に対して，交
渉教育計画（Negotiated Education Plan）が作成さ
れている。これは日本での個別の指導計画に相当す
るものである。ただし，作成の仕方は，保護者，管
理職，教員，必要に応じて外部の専門機関の職員が
協議を通じて作成するというものであり，アメリカ
のＩＥＰと似ている。さらに近年では，可能であれ
ば本人を巻き込んだ計画の作成が検討されている。
必要に応じて学校に障害のある児童生徒用に開発さ
れた教材を貸し出す特別教育リソース施設（ＳＥＲ
Ｕ）では，ＨＰのサイトで交渉教育計画を作成する
プログラムを提供している。このプログラムは，
ガードナーの多重知能理論に基づいて作成されてお
り，児童生徒の学習スタイルに応じたプログラムが

南オーストラリアの知的障害のある人の生涯学習
佐藤克敏　・　齊藤宇開　・　肥後祥治　・　小塩允護

（京都教育大学）　　　　　　（国立特殊教育総合研究所） 　　
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作成できるように工夫されている。
　また，中等学校からの移行サービスとして，移行
サービスセンターを2箇所設置しており，一定の間
交渉教育計画に基づいて，機関の内外で実習を行う
プログラムもある。移行サービスセンターの一つで
あるDaws Road Centreでは，次の資格を取得でき
るプログラムになっている。

　南オーストラリア州教育資格：ステージ１
・職業教育
・職業探索スキル
職業教育と訓練（VET）資格：資格Ⅰ
・安全サインと情報
・インタビュー技術
・電話の利用
・基礎的測量
・自己紹介
・個人的な技術
・毎日の生活と仕事における数
・健全な対人関係とネットワークの構築
・応急措置

３．中等教育後の教育機会

　州政府の所轄部門では， 継続教育や職業教育に
は，TAFEや大学等の授業を受講する，職場で学ぶ，
オンラインで学ぶ，見習い期間やtraineeshipを利用
して職業と訓練を同時に行うなどの方法があるとし
ている。

（１）地域の教育機会
　 州 の 教育省内 に あ る 地域成人教育（Adult 
Community Education）部門によれば，「地域成人
教育とは，成人のための形式的でない，幅広い範囲
の学習の機会を示す用語である」と定義している。
このような学習の機会には，①仕事，学習，地域生
活への参加を促す準備としての個人的スキルの発達
を助けるコース，②言語スキル，読み書きスキル，
計算スキルの改善のために個人やグループのニーズ
に応じたサービス，③健康や環境の問題への気付き
を促すプログラム，④社会的なネットワークを発
展させることを助けるように計画された工芸やレ
ジャーに関するクラス，⑤５から15人程度で民主主
義や市民の権利（citizenship）のような社会的な問
題について定期的な集まりをもって学び，議論しあ

う学習サークルなどがある。
　このような機会はどこでも開催できるとしてお
り，以下のような教育機会があると紹介している。

コミュニティセンター
成人のための学校
図書館
協会
養護老人センター
情報技術センター
TAFE
保養施設
動物園
工芸品
学校　
職場　　　　　　　　　など

　地域成人教育部門が発行している「The Guide ：
Adult Learning Opportunities in South Australia」
をみると，173のプログラムが紹介されている。そ
の内，知的障害のある人も対象としていることが明
記されているプログラムは７つほどである。対象が
明記されていないプログラムが多いことから，通常
のプログラムで一緒に学ぶ機会もあるのかもしれな
い。例として，表１に知的障害のある人も対象とし
たプログラムの内容をいくつか紹介する。

（２）Camden Community Centre
　表１で示した「Camden Community Centre」に
は実際に訪問し，知的障害を対象としたプログラム
の開始の経緯や概要を聞くことができたので以下に
示す。
①機関の概要
　アデレードのコミュニティセンターの中では古く
からある機関の一つである。1975年に古くなった
Camden小学校の地域利用について検討委員会が作
られ，1978年に設置された。
　プログラムには，読み書きクラス，コンピュータ
クラス，民族芸術クラス，ダンスグループなど，読
み書きや余暇等があり，その他に保育，家庭・地域
サポートも行っている。 月曜から日曜まで毎日40程
度のプログラムやサービスを提供している。
　インクルーシブな教育機会やサービスの提供を行
うことを重視し，対象には，知的障害だけでなく，
認知症，精神障害など知的，社会的，身体的に何ら
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かの困難のある人が含まれている。
②知的障害を対象としたプログラム開始の経緯
　アデレードの西部地区にミンダーという大規模施
設がある。国の施策で，できるだけ多くの障害のあ
る人が地域で生活するようになった。独自に質問紙
による調査を行った結果，ミンダーのような施設に
入所していた人の多くが，学校に行っていたことが
なく，学んだことがないという人であった。そのた
め，読み書き，計算等基礎的な学習スキルが形成さ
れておらず，地域で生活するためにも，基礎的な学
習スキルを身に付ける必要があると考え，本プログ
ラムを開始した。
③目的とプログラム
　本プログラムでは，ライフ・スキルと読み書きス
キルの促進を目的としている。ただし，机上の読み
書きのスキルを身に付けるのではなく，地域で生活
するために必要な読み書きスキルを身に付けること
を重視している。
④プログラムの特徴
　州の教育省にある地域成人教育部門からファンド
を得て実施している。このプログラムの特徴は，
TAFEと連携して，資格Ⅰが取得できるところにあ
る。

（３）TAFE
　「The Guide ：Adult Learning Opportunities in 
South Australia」には，TAFEや大学といった公的
な教育機関プログラムも紹介されているが，特に知

的障害のある人を対象としたプログラムのことは明
記されていなかった。
　しかしながら，TAFEには障害のある人をサポー
トするシステムと障害のある人向けのプログラム
があり，身体障害だけでなく，知的障害のある学
生に対するコースを設定したTAFEもある。TAFE
では，資格を取得することが求められるが，資格取
得のためには一定の評価を達成する必要があり，こ
の評価が満たせない場合，資格を得ることはできな
い。同じ授業を何度も受講することはできないが，
異なる講義であったり， 別のTAFEであったり，
コミュニティーセンター等他の機関の講座であれ
ば，何度も資格Ⅰの取得に挑戦することができる。
Camden Community Centreも，TAFEと同様に資
格Ⅰをとれる講座があるが，資格Ⅱ以上になると

表1　知的障害のある人も含まれるプログラムの例

Reedbeds Community Centre Inc Camden Community Centre Laas Riverland Day Opton

どのように
地域成人教
育に貢献を
しているか

障害のある人を含む地域全体にプ
ログラムを提供している

地域で必要とされる成人の
基礎教育コースを包括的・
個人的に提供している

障害のある人に個別化されたの
デイ・プログラムと挑戦的行動
に対する行動マネージメントの
技術を提供している， 

中心となる
プログラム
のリスト

読み書き
計算
50歳以上の人のフィットネス
美術と工芸
空手
タップダンス
ヨガ
調理
“挑戦しよう” 障害プログラムとディスコ
自己啓発
環境情報
種々の利益団体

知的障害のある人だけでな
く， 学校にいけなかった人
や英語が第二外国語である
人， 学習困難のある生徒成
人などを含んだ全ての成人
の学習者のための言語と読
み書き，計算プログラム

コンピュータクラス
地域サービス計画
地域参加（図書館，お店，銀行
など）
社会的スキル
レクレーション活動
美術と手工芸プログラム

写真１　授業風景
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TAFEに限定される。
　南オーストラリア州アデレードにあるTAFE職業
準備クラスでは，言語，読み書きの能力と数量的思
考能力コースを提供しており，実生活の作業課題と
状況を通して言語，読み書きの能力と数量的思考能
力技術を習得することを目指している。このコース
は多様な背景をもつ人を対象としており，次のよう
な場合にあっているとしている。

・移民者
・職場に戻ろうとしている女性
・雇用される人
・雇用を求めている人
・職業訓練や継続教育の機会を探している人
・選択テストに備える
・AUSLANサインランゲージを学びたい人
・ キャリアの進展のために言葉，読み書きの能力

と数量的思考能力技術を向上させる

　アデレードのTAFEにおける職業準備クラスをみ
ると，資格Ⅰのプログラムが２つ，資格Ⅱのプロ
グラムが５つ，資格Ⅲのプログラムが５つ，資格
Ⅳのプログラムが２つ，英語熟練証書（Diploma of 
English Proficiency，英語スキルの資格ⅠからⅣ全
てにあたる）１つが設置されている。
　資格Ⅰのプログラムは，「話し言葉と書き言葉」

「職業教育への導入」の２つであり，「職業教育への
導入」は，聴覚障害のある人が履修するのに適した
内容であるとしている。「話し言葉と書き言葉」は，
６ヶ月で終了するコースである。聞く，話す，読む，
書く，計算するといったより基礎的な内容のプログ
ラムである。
　訪問した資格Ⅰの職業準備クラスの一つである知
的障害を対象としたクラスでは，16歳から60歳の人
が学んでおり（統合失調症の人も在籍していた），
16歳の学生は高校に在籍していて学びに来ていると
いうことであった。本コースは，半年で40ドルで
あった。

　 以下 で は，「The Guide ：Adult Learning 
Opportunities in South Australia」に掲載されてい
ないフリンダース大学で知的障害のある成人にイン
クルーシブな教育機会を提供しているアップ・ザ・
ヒル・プロジェクトの試みを紹介する。

４． フリンダース大学におけるアップ・ザ・ヒ
ル・プロジェクトの試み

（１）開始の経緯
　1997年に学生であったGibsonのオナーズ論文に
おけるパイロットスタディがプログラムの最初であ
る。大学も地域と同じようにインクルーシブな環境
を提供することは，知的障害のある人が同年代の学
生が在籍する大学の中で生活し，学習することを学
ぶ新たな教育機会のオプションとして意味があるの
ではないかという考えが本取り組みの原点となって
いる。

（２）プログラムの概要
①目　的
　社会的なスキルを身につけ，人とのネットワー
クを構築することを目指すことを目的としている。
TAFEのような職業教育を行っているわけではな
く，実習形式の特別なプログラムがあるわけでもな
い。
②支援のシステム
　現在はマネージャー（大学教員）１名，コーディ
ネーター（学部生）１名の計２名である。大学の実
習プログラムの一つに組み入れており，その学期の
間メンターとして１人のプロジェクト参加者の担当
となる。
　週１回コーディネーターとスタッフが一緒にミー
ティングを行っている。その中で，現在の問題点や
課題などが話し合われる。通常コーディネーターが
中心となって問題解決を図るが，困難な場合にはマ
ネージャーが援助する。コーディネーターの学生の
話によれば，マニュアルがあるわけではないので，

写真２　職業準備クラスの入り口
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難しいということであった。
　２年ほど前までは，キリスト教団体からの地域
サービスに関する革新的なプログラムへの補助金で
３年間補助金があったが，現在補助金はもらってい
ない。本取り組みが申請するのに適した補助金の部
門が設定されていないということであった。
③スタッフの専門性
　障害のある人の教育を専門とする大学教員（イギ
リスで校長の経験有）と障害学を専攻している学生
がスタッフとなっている。
④実施方法
　通常の授業に参加する。授業はいくつかの選択肢
の中からスタッフと選ぶことができる。大学で授業
を受ける日は週１日，大学にいる間はメンターが受
講だけでなく，その他休憩時間を含めた大学生活も
支援している。基本的には一つの講座には１人の参
加者のみに限定している。メンターによっては，プ
ライベートでショッピングに一緒にいったり，パー
ティーを開いたりするなど，大学での生活だけでな
く，関わりをもつことがあるようである。現在のメ
ンターの中には，プログラムの参加者とルームシェ
アをしているものもいるということであった。
　履修したい講義が決まると，コーディネーターも
しくはマネージャーと本人が講義を担当している講
師に授業の受講を依頼し，了承が得られた場合，そ
の授業を受講することが可能となる。講義によって
は断られることもあり，了承されるまで５年間か
かった講義もあるようである。正規の学生としてで
はなく，科目等履修生の扱いとなっている。
　受講生によっては，授業の前に今日の授業の予定
を教員のところに聞きにいき，その中で今日の予定
や配慮事項などを話し合うこともあるようである。

ただし，このような対応は，特別なことではなく，
教員側の当然の対応であり，通常の学生が利用でき
る仕組みであるとのことであった。
　メンターの基本的な対応としては，参加者の隣で
一緒に参加することが主な役割となっている。授業
内容の理解を援助することも重要であるが，目的と
している社会的なスキルと人とのネットワークの構
築であり，参加者がメンターとだけ話をするより
も，他の学生との橋渡しの役割をメンターが担うこ
とが大事であるという意識がある。
　３年間，大学の講義を受講するとプログラムの終
了となる。正式な資格や大学からの正式な卒業証書
はもらえないが，プログラムマネージャーから卒業
証書をもらうことができる。卒業式は大学が行う日
に同時に実施し，通常の学生と一緒に参加してい
る。
⑤本人・メンターへのインタビューから
　表２に本人，保護者，メンターへのインタビュー
の概要を示した。また，表３に参加者２名の１週間
のスケジュールを示した。
　本人へのインタビューから，大学のプログラムへ
の参加以外の過ごし方として，仕事や施設が実施し
ている別のプログラムに参加するなどの過ごし方が
あった。また，表には含めなかったがTAFEのプロ

図１　支援システムの模式図
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写真３　美術クラスの授業風景

写真４　メンターのミーティング
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グラムに参加している人もいた。
　このプログラムに直接かかわる大学教員以外の３
人の教員からこの取り組みに対する見解や受講生を
受け入れた理由，経緯を聞くことができた。２人の
教員は，障害のある人の教育に携わったことのある
教員であり，プログラムの趣旨に賛同していた。ま
た，基本的には特別な配慮や手立てを実施している
わけではなく，メンターに支援をまかせていた。美

術クラスの教員からは，「ほかの生徒も普通に受け
入れている」「教員を目指す学生にとってはいい経
験ではないか」「最初は他の生徒の迷惑にならない
か心配したが，逆にメリットがあることがわかっ
た」などの意見もあった。
　また保護者からの意見として，「これまでの経験
から本人が自信を持ったようだ」「同じ年代の人と
接することで社会性が向上した」などの意見もあっ

表2　アップ・ザ・ヒル・プロジェクト参加者等へのインタビュー

参加者氏名 本人から（保護者含む） メンター 大学教員

デービッド 週３日の仕事をもっている（ショッピングセ
ンターのカートを整理する）。キャリアー・
システム（就労・生活支援機関）に登録し
ており，サポートワーカーが仕事の支援や
金銭のマネージメントなどの支援をしてくれ
ている。
このプロジェクトでは友だち作りと人との付
き合い方を学んでいる。声をかけてくれる
人が増えた。
マルコムさん（キャリアー・システムに勤め
ている人）の友人から聞いて，参加しよう
と思った。
コンピュータクラスを受講

実施できず 一人一人の課題が異なるため，本人も参加
しやすいようである。デービッドが初めて
の受講者。課題の提出を求めてはいない。
メンターの支援があるので，特に授業で工
夫していることはない。

ゲーリー キャリアー・システムで仕事を探している。一
人暮らし。サポートしてくれている人から聞
いてこのプロジェクトに参加しようと思った。

実施できず プログラムマネージャーの授業を受講

レイチェル ８歳からダンスを行っており，ロンドンで
公演した経験がある。このプロジェクトで
は，ドラマや映画，集団管理などの講義
を受講した。最初は迷ったが，２年経って
期待したような参加ができている。
母親より：TAFEに通ったこともあるが，
ついていけなかった。このプロジェクトに
は学業よりも社会性を伸ばして欲しいと
思っている。大学の学生と外出する機会が
増えた。

実施できず 実施できず

クリス 12歳まで学校に通ったが，その後２年間
はホームスクールで学んだ。パートタイム
の仕事を週３回行っている。
このプロジェクトは，友人から聞いて参加
した。友だちを多く作りたくて参加した。
自分の障害のことを知りたいと思っている。
現在は人間関係クラスを受講している。こ
れまで，自閉症入門，集団管理などの講
義を受講した。

高校卒業後，
TAFEに行き，
その後大学に
入学した。
クリスには友だ
ちを紹介した
り， 映画や食
事に一緒に行っ
たりしている。

講義の前に何を行うか聞きに来るので，説
明をしている。
他に，聴覚障害，ディスレキシアの学生が
受講している。アスペルガー症候群や自閉
症の人と面識があり，特に驚くことはなかっ
た。

エイミー 実施できず 実施できず 美術クラス。小学校の教員をしていたこと
もあり，障害のある人を教えたこともある。
授業スタイルをかえたことはない。助けす
ぎないことが重要で，対応は個々で異なる。
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た。
⑥考　察
　本プログラムに相当する補助金の項目がないた
め，現在補助金を得ていない。また，大学から特別
な補助等はないが，実習の一つに取り入れること
で，学生が授業の一つとして選択することができる
ように工夫しており，このような取り組みが継続し
ていると思われた。
　現在は， １研究室の取り組みであり， マネー
ジャーである大学教員の熱意に依存しているとこ
ろが大きいと思われる。マネージャーへのインタ
ビューでは，「このプログラムは職業や読み書き等
のスキルを身につけることを目指すものでなく，地
域で生活するための，社会性の向上とソーシャル
ネットワークを広げることを目指したものであり，
他のプログラムにないオプションとして意味があ
る」ということが述べられた。実際，大学での過ご
し方だけでなく，地域に戻ったときに，学生と出か
ける機会やパーティーを一緒に開く機会などにつな
がるケースもあり，取り組みとして意義のあること
だと感じた。ただし，学生以外とのソーシャルネッ
トワークの拡充にまで，つながっているケースは聞
くことができなかった。他のプログラムと比べて，
地域で生活することにどのくらい貢献することがで
きているのか，比較するのは困難であったため，幅
広い効果については検討することはできなかった。

５．まとめ
　以上南オーストラリア州アデレード地区の知的障
害のある人の生涯学習について概括した。ここで取
り上げたプログラムは，地域のすべてのプログラム
ではないが，それぞれに特徴的がある。州の教育省
が取り扱っているプログラムは，職業教育であり，
特に知的障害のある人の場合，資格Ⅰが得られるプ
ログラムとレジャーもしくは生活スキルに関するプ
ログラムが主である。資格Ⅰが得られるプログラム
は，読み書き，計算などの，社会で生活する際に必
要となる基礎的な学習のスキルを取り扱うことが多
かった。ここで扱っている読み書き，計算などのス
キルは生活に利用するものを扱っており，いわゆる
机上の学習を意味していない。しかしながら，デー
タとしては得られなかったが，インタビューから知
的障害のある人が受講生の場合，資格Ⅰが取得でき
る割合があまり高くない印象を受けた。プログラム
の実施の仕方，評価の仕方など検討する必要がある
のかもしれない。
　一方，大学で実施しているインクルーシブな教育
機会の提供については，目的は読み書きスキル等の
特定の知識やスキルの向上ではなく，社会的スキル
の向上とソーシャルネットワークの拡充であった。
直接的に，職業に結びつくスキルを学習するといっ
たことを目的としているわけではないが，大学とい
うリソースを利用して，同年代の学生との関わりを
通して，お互いが理解し合う機会を提供していると
いえる。他のプログラムとの比較から，このような

表3　参加者の1週間の過ごし方例

レイチェル デービッド

月

火

水

木

金

土

日

大学

友人とSocial Activity
　　　
午後にTody arts

9:00-15:00 Tody arts

9:00-15:00 Tody arts

時々 Tody arts

休み

大学

不明

不明

17：00-21：00
ショッピングセンターでの仕事
10：00-19：00
ショッピングセンターでの仕事
17：00-19：30
ショッピングセンターでの仕事

備考 Tody artsとは施設が実施しているライフスタイル
プログラムで演劇を実施

仕事の内容はショッピングセンターでのカートの整
理
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機会の提供が，どの程度の地域での生活に役立つの
か，参加者の意識やメンターなどサポートする人の
意識の変容を促すのかなど検討し，知的障害のある
人に対するインクルーシブな生涯学習の提供の利点
について明らかにする必要があると思われる。
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Ⅰ．クイーンズランド州における生涯学習の概要

１．クイーンズランド州の教育制度
１）初等・中等教育
　クイーンズランド（以下QLDと記す。）州では，

「1989年教育（一般制度） 法：Education (General 
Provisions ) Act 1989 」によって，障害の有無に関
わらず全ての児童生徒が妥当で適切な教育を受けら
れると規定されている。この法律によると，義務教
育は６歳から15歳までの10年間であるが，全ての児
童生徒が24学期間（２学期制で12年間）の州による
教育を受けることができ，学校長の判断によりさら
に４学期（２年間）受けることができ，例外的な事
情があれば教育省の判断によりさらに２学期間受け
られる。
　QLD州では，他の州と同様に，州立学校が初等・
中等教育の主たる担い手になっており，以下のプレ
スクール，初等学校，中等学校，特別学校（後述）
に分かれている。

　①プレスクール：４・５歳の幼児が正規の学校教
育に円滑に移行するための準備を手助けする。プレ
スクールの教育は，州立プレスクール・センターま
たは早期教育クラスで行われている。州立プレス
クール・センターは通常，初等学校と同じ敷地内に
あり，初等学校と連携して非義務教育プログラムを
提供している。早期教育クラスは少人数のためにプ
レスクール・センターまでの規模には至らないもの
で，多くの初等学校に設置されている。
　②初等学校：６歳から７年間の義務教育を実施
し，共通ではあるが広範なカリキュラムを教師が地
域や個人のニーズに合わせて提供している。児童は
自分の現在及び将来のニーズに合ったスキルと知識
を発達させ，他の文化と科学技術についての理解を
深めている。主要学習領域：Key Learning Areasは，
英語，理科，社会・環境，算数，保健体育，外国語

（LOTE：Languages other than English），科学技
術，芸術の8領域である。初等学校では，同一の教
師がすべての科目を教えるが，保健体育と外国語，
芸術については専任の教師が教える。

　③中等学校：義務教育段階の生徒に教育プログラ
ムを３年間提供すると同時に，さらに義務ではない
後期中等教育の機会を２年間提供している。生徒は
広範囲の科目を受け，特定のカリキュラム領域での
専門性を高め，情報を十分知った上で教育や職業の
選択ができるようにされている。カリキュラムは，
第８学年から10学年まではほぼ同じであるが，能力
と関心に合わせてある程度の選択も可能である。英
語，保健体育，数学，理科，社会，歴史，地理，言語，
技術・芸術，家政，音楽，芸術が教科として提供さ
れる。 第11，12学年の生徒は，QLD州後期中等学
校学習指導要領作成委員会（QBSSSS：Queensland 
Board of Senior Secondary School Studies）が定め
た59の科目と学校が提供する（委員会が認めた）科
目の中から６科目を選択する。またこれらの生徒の
多くは，学校での実習・訓練を利用でき，そこで訓
練されながら賃金を得ることもできる。この段階の
生徒は，TAFE（技術継続教育）施設や他の認可施
設が提供する職業教育プログラムに向けた単位を得
ることができる。
　QLD州には，この他に遠隔教育を行う遠隔教育
学校（Schools of distance education），成人生徒を
受け入れるSecondary College，プレスクールから
第10学年または第12学年までの一貫教育を行うP- 
10/12 School もある。
　学年度は，１月下旬から12月中旬まで実質約41週
である。この間，３月末のイースター休暇（2002年
度の場合11日間），６月下旬からの冬期休暇（同17
日間），９月下旬からの春期休暇（同16日間）があ
り，12月中旬の年度末には夏期休暇（同45日間）が
ある。このようにQLD州では，オーストラリアの
他の州と異なって２学期制が採用されているが，実
際には休暇により４つの期間に分かれている。
　各学期末には，学校は全科目について，各児童の
成績レポートを保護者に提示し，保護者は教師と面
接して，子どもの進歩と教育上のニーズについて話
し合ったり，何らかの問題解決に向けて援助を受け
たりすることができる。第１から３学年の全ての児
童は，「第2学年診断ネット」プロセスを通じて読
み・書き・計算の領域でその能力がモニターされ

オーストラリア・クイーンズランド州における障害のある人の生涯学習
齊藤宇開　・　徳永　豊　・　小塩允護

（国立特殊教育総合研究所）
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る。このプロセスと通常の教室内アセスメントによ
り，教師は読み書き能力と計算能力という重要な側
面でさらなる援助を要する児童を見つけられるよう
になっている。こうしてさらなる援助を要する児
童 に は，Reading Recovery，Support-a-Reader，
Support-a-Writer，Support a Math Learner: 
Numberなどの指導プログラムが提供される。この
他，第３，第５，第７学年で読み書き能力と計算能
力を評価する全州テストも実施され，これらの能力
に関する基準作成や支援対策に役立てられている。
　中等教育段階では，第９学年及び第10学年に学
んだ各科目の成績を示す「前期中等教育修了証
書：Year 10 Certificate」を各学校が発行する。さ
らに， 第12学年終了時には，「後期中等教育修了
証書：Senior Certificate」， そして該当する場合に
は「高等教育入学資格証明書：Tertiary Entrance 
Statement」 を含む「生徒教育プロファイル：
Student Education Profile」が発行される。「後期中
等教育修了証書」 は各科目の結果の記録であり，
該当する場合には，当該の職業教育・訓練の結果
と「QLD州コア・スキル（QCS）」テストの結果も
含められている。QCSテストとは，QLD州の中等
教育カリキュラムに基づく全州テストであり，第
12学年の生徒であれば全員が受けられるが，「高等
教育入学資格証明書」を望む生徒は，大学入学に必
要な「総合順位（OP）：Overall Position」 と「領
域別順位（FPs）：Field Positions」の資格証明を得
るためにこのテストを受けなければならない。「総
合順位」は，QBSSSSが定めた科目の総合成績に基
づく順位を示している。また，「領域別順位」は，
総合順位を得ている場合に計算されるもので，総合
成績に基づく順位を， 長論文表現能力：extended 
written expression，小論文コミュニケーション能
力：short written communication，基礎的計算能力：
basic numeracy， 複雑な問題解決能力：complex 
problem solving，応用能力：practical performance
の最大５領域までに分けて示している。
　
２）学習困難・障害のある児童生徒の教育
　学習困難・障害のある児童生徒については「1989
年教育（一般制度）法」の適用を受けると同時に，
QLD州の「1992年障害サービス法：Disability Service 
Act 1992 」と「1991年反差別法：Anti-Discrimination 
Act 1991」，連邦政府の「1986年障害サービス法：
Disability Service Act 1986」と「1992年障害差別

法：Disability Discrimination Act 1992」によって，
学習困難・障害のある人たちの権利が保障され，労
働や教育などの分野で障害に基づく差別が禁止さ
れている。これらの関係法律の下で，QLD州教育
省は，障害のある児童生徒がプレスクールや初等学
校，中等学校，特別学校，早期特殊教育プログラム
などさまざまな場にアクセスでき，参加し，質の高
い教育的成果をあげるように助成している。
　ここでいう障害とは，以下を指している：
・自閉性スペクトラム障害：Autistic Spectrum Disorder
・聴覚障害：Hearing Impairment
・知的障害：Intellectual Impairment
・肢体不自由：Physical Impairment
・言語障害：Speech-Language Impairment
・視覚障害：Vision Impairment
・以上の重複障害：Multiple Impairment
　これらの障害のある児童生徒は，全体の約3％を占
めており，「低出現率障害：low incidence disabilities
のある生徒」と呼ばれる。これらの児童生徒とは
別に， 学習障害や軽度知的障害など「学習困難：
Learning Difficultiesのある児童生徒」 は全体の約
18％を占めると言われており，通常の教育の中で対
応されている。
　上述の学習困難・ 障害がある場合，QLD教育
省が1998年に定めた確定手続き：Ascertainment 
Proceduresを通じて障害に起因する教育支援ニー
ズが決められる。そのプロセスを図１に示す。支援
ニーズは６レベルに分かれており，たとえばレベ
ル１の支援は，初期のデータ収集を行うことと必要
に応じて一時的サポートを行うことである。以下，
レベル２から６までは，専門家による教育支援の程
度により分けられている。レベル４から６の場合に
は，個別教育計画の作成と実施が法的に義務づけら
れている。個別教育計画は，生徒（可能な場合）と
保護者，教師，他のスタッフを含むチームが協議し
て作成するものであり，次の６カ月間の学習成果と
して合意されたことと，各サービス提供者の責任を
文書で明示している。障害のある児童生徒の教育の
場は，初等学校（プレスクールを含む）と中等学校
の通常の学級，初等・中等学校にある特殊学級や特
殊教育ユニット（特殊学級より規模の大きいもの，
特別学校が主である。特別学校は，知的障害等のあ
る児童生徒の多様な教育ニーズに応えるために，高
度に専門化された個別プログラムを提供しており，
教師の他に作業療法士，理学療法士，看護士など
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様々なスタッフを採用している。就学前の場合に
は，３歳までは家庭における訪問教育，３歳から６
歳までは特殊教育発達ユニット・センターでの教育
が主である。
　QLD州教育省はインクルーシブ教育を推進し，
学校が全ての児童生徒と社会のニーズに応えるカリ
キュラムを提供するという「インクルーシブ・カリ
キュラム原理」を採用しており，確定手続きで支援
ニーズがレベル４～６とされた児童生徒の70％以上
が通常の学校で教育されている。例えば，1997年の
確定手続きのデータによると，確定手続きを受けた
児童生徒の50％以上を占める知的障害の場合，通常

の学級が36％，特殊学級が５％，特殊教育ユニット
が23％，特殊学校が30％であり，初等・中等学校で
教育を受ける児童生徒が約3分の2を占めている。

２．クイーンズランド州の生涯学習施策
　QLD州の生涯学習は， 連邦政府が1995年に段階
的に導入し，2000年に完全実施された「オースト
ラリア資格制度（AQF：Australian Qualifications 
Framework）」に基づいて行われている。これは，
初等・中等教育の担当機関，職業教育・訓練の担当
機関，高等教育の担当機関が発行していた修了証書
や資格を統一した制度であり，教育・訓練に関わる

図１　確定手続きのプロセス
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全ての部局がサービスと資格授与を連携させて，全
ての人の生涯学習を推進するねらいがある。AQF
には12の資格があり，発行する機関別に示すと表１
のとおりである。
　学校教育機関でも職業教育・訓練が多く行われる
ようになってきており，これらは該当する職業資格
の資格Ⅰ－Ⅳとして，また後期中等教育修了資格に
向けての履修単位として認められる。また，資格Ⅰ
－Ⅳは高等教育部門でも発行される場合があり，職
業教育・訓練から「大学院資格」や「大学院ディプ
ロマ」への進路もある。このように生涯学習に向け

ての進路が複線化されており，図2のように図式化
できる
　障害のある人の生涯学習については，従来，職
業教育・ 訓練の担当機関である州立の技術継続教
育（TAFE：Technical and Further Education）
施設や公認民間施設が行っていて，AQFの導入に
よって，さらにそれらの施設の果たす役割が大きく
なった。QLD州には中等教育以降の教育を担う16
のTAFE施設があり，800以上のコース（自動車製
造修理，建築，コミュニティ・サービス，ファッ
ション，接客，一次産業，科学技術，スポーツ，芸

表1　教育機関による資格

学校教育機関　　　　　　　職業教育・訓練機関　　　　　　　高等教育機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・博士号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・修士号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大学院ディプロマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大学院資格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学士号
　　　　　　　　　　　　　　　　　・上級ディプロマ　　　　　　・上級ディプロマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　・ディプロマ　　　　　　　　・ディプロマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　・資格Ⅳ
　　　・後期中等教育修了証書　　　・資格Ⅲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　・資格Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　・資格Ⅰ

図2　オーストラリア資格制度における学習進路
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術など）があり，毎年22万人以上の受講者がある。
しかし，前述のように，職業スキルと資格を得る機
会を中等学校が提供するようになっており，職業科
目や就業体験，「学校ベースの実習・訓練（School-
based Apprenticeship or Traineeship）」など多く
の機会がある。また，多くの特別学校は職業準備訓
練（Work Readiness）で資格Ⅰを取れる機会を提
供している。この資格Ⅰは，手厚いスーパービジョ
ンを受けながら実用的な職業スキルを習得するもの
で，AQFによると資格Ⅰによってコンピュータ・
サービスやドライクリーニング工場などの従業員，
花屋の店員や馬小屋など家畜の世話などの職が得ら
れると例示されている。
　さらに，QLD州では，「スマートな州，QLD」を
スローガンとして，義務教育終了後も２年間の教
育・訓練への参加を義務づけ，全ての青年が「後期
中等教育修了資格」か「資格Ⅲの職業資格」を得る
ようにする教育・訓練改革を，2006年を目途に進め
ている。知的障害など発達障害のある生徒にとって
目標が高すぎるようにも思われるが，義務教育終了
後に就職したとしても，再度中等学校やTAFE施設
に戻って教育・訓練を継続することが奨励されてお
り，生涯学習の機会を保障するという点で非常に大
きな意味をもつ改革であろう。

Ⅱ．学校や大学等への訪問調査から

１． 中等学校における障害学生支援の取組＜ミッ
チェルトン州立中等学校＞

１）はじめに

　オーストラリアQLD州における，中等教育は，
第８学年から12学年までの５年間である。ミッチェ
ルトン州立中等学校の在籍生徒数は，５学年合わせ
て578名である。ブリスベーン市街から北西11㎞に
位置し，1956年に創設された。
  当日 は11，12学年 を 担当 し て い るMs. Kerry 
Glowneyさんと，８，９，10学年を担当しているMs.Sue
さんがQLD州における学校教育制度に関すること
及び中等教育終了後の障害のある人たちの支援に関
する制度について説明をした。その後，学校内を見
学し，実際にLearning Supportを行っている場面を
観察した。

２）生涯学習に関して（Lifelong Learning）
　QLD州では，教育委員会の委託で移行支援事務
官（Transition Officer） と呼ばれる個別移行計画
(Individual Transition Plan)を立案する専門家を配
置している。障害のある人を専門する移行支援事務
官（Transition Officer）はQLD州全体で18人であ
り，大学卒業後の人を主に担当しているのはそのう
ち12人である。まだまだ人数が少なく，一人につき
最高で200人を対象としているケースもある。主な
仕事は，個々人の状況の把握と，以下のような支援
のためのプログラムの橋渡しをする役割である。
　また，Supported Employmentを提供する機関と
して，パッキングなどの作業を中心に行っている

「Red Cross」や，ライフスキルと職業の訓練を行っ
ている「Spectrum」などの団体があり，州都のブ
リスベーンでは特に充実している。

図3　QLD州におけるdisabilityへの３つのサポートグループ
　　　*TAFE ：技術継続教育(Technical and Further Education)
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３） ミッチェルトン州立中等学校における
Learning Support

　オーストラリア全体でインクルージョンの取組が
進んでいるが，QLD州の教育ガイドラインでも，
全ての生徒に対してインクルーシブなカリキュラム

（inclusive curriculum）を用意することが示されて
いる。ミッチェルトン州立中等学校においては，現
在36名の知的障害や言語障害，自閉症の障害のある
生徒へのたちに対しての取組がなされている。各学
年6から8名在籍しているが，かなり重度の知的障害
のある生徒から，物理や化学などの授業も可能で
すでに資格（職業）Ⅰ（certificate Ⅰ）を取得した
生徒もいる。個に応じたカリキュラムを実施するこ
とを重視しているため，能力別のグループで活動す
ることもあるが，学校全体で交流やグループの活動
が多く用意されている。また，スタッフの入れ替わ
りも多いことなどがインクルーシブなカリキュラム

（inclusive curriculum）の現れである。
　我々は，実際に，自閉症のある生徒で構成された
小集団による読み書きの授業と，進学コースで進学
に挑戦している10年生のうち２人の生徒の授業を見
学した。ミッチェルトン州立中等学校では10学年修
了時に，希望により進学コースと，就職コースの２
つのコースを選択することができる。進学コースの
授業は化学の授業で，内容も高いレベルのもので
あったが，２人の生徒にはそれぞれサポートの教師
が隣に座ってついており，板書を分かりやすく手元
のノートに筆記したり，質問に答えたりするなどの
サポートをしていた。

４）学校全体の取組
　ミッチェルトン州立中等学校で行われていたイン
クルーシブ・カリキュラム（inclusive curriculum）
は，多数の教師が授業を担当することで障害の理解
や授業の充実が図られていた。案内をしてくれた
Ms. Kerryも「引継がとても良い学校」であること
を強調していたが，個々の能力に応じたプログラム
を用意しながらも，インクルーシブなカリキュラム
を実行するには，このような学校全体としての取組
が不可欠であろう。

２． 養護学校における障害学生支援の取組＜アスプ
レイ養護学校＞

１）はじめに
　知的障害と肢体不自由のある13歳（８年生）から

18歳までの生徒を対象にした中等特別学校（senior 
special school）で，学校の特色としてリサイクル

（廃品活用）と園芸（主に苗づくり）を挙げている
ユニークな学校でもある。
　学校長のDr. John Enchelmaier氏によれば，QLD
州では約100の特別学校（special school）が設置さ
れたが，中・軽度の生徒は通常の学校に設置された
ユニットに行くことが多くなり，現在では特別学校
の数は47になっている。そのためアスプレイ養護学
校に在籍する生徒の多くは，15年前なら私設の慈善
団体にいたような子供たちであり，特に自閉症のあ
る生徒が増えていると指摘した。全生徒の約三分の
一が自閉症であり，その指導は困難で，新たな指導
方法の確立を急いでいるということである。QLD
州では，Sunny Bank養護学校とAnnery養護学校と
いう特別学校が自閉症のスペシャリストを配置して
自閉症の指導に取り組んでいるということである。
　アスプレイ養護学校におけるカリキュラムは，
生徒一人一人のニーズに応じた通常の個別教育計
画（Individual Education Plan） に基づく指導に
加えて，家族とのミーティング（Future Direction 
meetings）によって計画される。このミーティン
グは，少なくとも６カ月毎に行われ，何か問題が生
じた時には，希望すればすぐに実現することができ
るようになっている。学校長のDr. John氏によれば，
QLD州で示されているカリキュラムに，特別な援
助（special help）を加えたモデル（下図）に取り
組んでおり，違う教育課程（different curriculum）
から違う必要性（different need）に基づく教育が
行われることを目指している。
　また，QLD州では，ごく緩やかな大網的内容で
はあるが８つの主要学習領域（key learning area）

（前述）が示されているが，日本と同じように合わ
せた指導や，総合的な学習のような取組がなされて
おり，評価の仕方も，「～ができない」ではなく「～
ができた」というような，良さを生かす評価に移行
している。

２）就職のための取組
　アスプレイ養護学校では，12歳で入学した段階で
卒業後のための移行プログラム（Individual Future 
Direction Plans）をスタートさせている。そのプロ
グラムのために以下の６つの領域に焦点を当てて取
り組んでいる。
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・学力の面（Academic Areas）
・科学技術とコミュニケーション（Technology and 

Communication）
・地域社会，市民活動と環境（Community, 

Citizenship and the Environment）
・個人の発達とマネイジメント（Personal Development 

and Management）
・レクレーションとレジャー（Recreation and Leisure）
・次の学校への移行（Transition to Post School）

　また，この６つの領域は，関係性をもって，バラ
ンスよく取り組まれることが必要である。
　職業プログラムとコースは，以下のようなものが
用意されている。
・資格（職業）Ⅰ（certificate Ⅰ）のためのホスピ

タリティ（キッチンでの仕事）
　15歳以上でキッチンで安全に活動できるものを
対象とする。主にホスピタリティでの技術を得
ることを目的とし，アスプレイ養護学校では，

「コーヒーショップ」と「サンドイッチ作り」の
２つのコースが用意されている。

・資格Ⅰ（certificate.1）のための労働準備
　資格Ⅰの取得に必要な中等学校で必要だと定め
られていることを行う。また，特別な支援を必要
とし，読み書き計算が不得意なグループを対象に
している。
　就職，TAFEへの進学，援助付き雇用を目的と
する職業教育＜就職コース＞のハンドブックなど
が提供され，職場体験やコンピュータ学習などの
カリキュラムが用意されている。

・職業体験
　地域の中の構造化された職場での学習を行う。
生徒は学校のスタッフに移動と支援を受けること
ができる。

・手細工（Manual Arts）
　レクリエーションとして，また，余暇のスキル
や創造性などの発達をねらっている。

・地域社会に基づいた教育

　生徒たちが「地域に生きている」という実感を
もって教育プログラムが行われていくように，教
師たちの支援を受けながら「現実の世界」を体験
していく。

３） 地域のリサイクルセンター（the Kingfisher 
Recycling center at this site）

　アスプレイ養護学校が担う卒業後のサポートの場
として，キングフィッシャー・リサイクリグセン
ターがある。1983年に始められた事業で，全ての卒
業生や生徒が参加することができる。また，有償の
仕事を得たり，地域社会で暮らすための生活技術を
得たりするプログラムが準備されている。アスプレ
イ養護学校の生徒にとっては，卒業生やその他の生
徒と作業を行うことによって，重要な技術の取得
や，いつもと違う人との作業，分担された分をやり
遂げるなどの発達が期待できる。仕事内容はガラス
瓶の再利用と植物の苗作りであり，周囲の環境の在
り方に関して学ぶことができる内容である。
　われわれが見学した日には，在籍生徒に加えて２
名の20歳を過ぎた男性が参加していた。二人とも，
親元で生活し，次の就職先が見つかるまでリサイク
ルセンターに通っているという説明だった。一人は
積極的に周囲の生徒に言葉を掛けて進行具合を確か
めたり，アドバイスをしたりしていた。もう一人は
黙々と作業をして，在籍生徒の見本となるような働
きぶりだった。担当の先生は，「彼らのような手本
がいることで在籍する生徒たちの刺激になっている
ことに加えて，今は働く場のない二人にとって，リ
サイクルセンターは貴重な存在となっている」と
言っていた。QLD州でも一年未満における離職が
少なくないが，その際，リフレッシュの場になった
り，再挑戦するための技術を学び直す場であったり
するなどの「支援センター」としての機能を学校が
提供していると言えるだろう。
　なお，植物の苗作りでは，TAFEに在籍する生徒
が実習生として２人の在籍生徒の支援を行うなど，
キングフィッシャー・リサイクリグセンターは，実

図５　特別な援助（special help）を加えたモデル図４　10学年修了時に希望で選択される２つのコース
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習先としても利用されていた。
  
４）まとめとして
　キングフィッシャー・リサイクリグセンターは，
日本の高等養護学校の作業学習と同じようなプログ
ラムで運営されていたが，近くに住む障害のある成
人が一員として参加していた。作業場の雰囲気は，
学校の中にある地域授産施設のようで，日本の学校
のような区分けがないためにとても実際的な指導が
行われているように感じた。リサイクルの材料とな
るガラス瓶の回収を24時間受け付けていたり，定年
を迎えた地域住民にボランティアとして参加を募っ
たりするなど，生涯学習の場としての役割も積極的
に果たそうとしている。日本では，定年を迎えた方
が地域のボランティアとして学校を支援してくれる
事例はあるが，学校教育期間を過ぎた障害のある方
がいわゆる作業学習に定期的に参加して，在籍生徒
にとってメリットのある存在となっている事例とし
て，大変参考になった。

３． クイーンズランド大学における障害学生支援の
取組

１） はじめに－クイーンズランド（QLD）大学の
概要－

　オーストラリアには，現在39の大学がある。その
中で，QLD大学は，1909年に創設された。 大学と
しては，シドニー大学，メルボルン大学，アデレー
ド大学，タスマニア大学の次に創設された伝統ある
大学である。国としては５番目であり，州として
は最初に設立された大学である。創設当初は，芸
術，科学，工学の３学部，延べ83名でスタートした。
2001年現在では，７学部，延べ31,000名が学んでお
り，オーストラリアの主要な大学の一つである。学
内には，332の研究領域があり，学部に106，大学院
に256の研究コースがある。
　大学のキャンパスは，ブリスベーンの中心部から
７キロ離れたところにあるSt Luciaキャンパスを中
心に，ブリスベーンから西に80キロ離れたところ
にあるGatton キャンパス，及びIpswich キャンパ
スからなる。1999年１月からSt Lucia及びIpswich 
キャンパスに学生支援センター（Student Support 
Centre）が設立された。
　St Luciaキャンパスの学生支援センターを訪問
し，そこでの障害学生支援について，学生支援セン
ター長のDr. Maureen Burke さんと障害アドバイ

ザーの Ms. Laura Duggan さんと協議を行った。

２） 学生支援センターについて（Student Support 
Centre）

　大学において，どのように学習するのか，どのよ
うに生活するのか等，大学生活で生じた疑問に応え
つつ，学生を支援し，助言するために，学生支援セ
ンターは設立された。その目的は，学生がよりよく
生活（well-being）し，学習の成果を高め，就職や
人生の目的を確かなものとすることである。そのた
め，大学の他のサービスと連携し，提供している
サービスの評価と学生のニーズに応じたサービスの
改善が求められている。
　このセンターが提供しているサービスを，表2に
示した。「障害支援」を含めて，多様なサービスを
提供している。「障害支援」に関係が大きい「個人
的カウンセリング」「学習支援」等が同じセンター
のサービスとして提供されていて，お互いの連携が
図りやすい組織となっている。
　このセンターの障害支援には，グループプログラ
ム（ワークショップやセミナーを含む）として，①
大学スタッフの研修，②障害学生の支援グループの
活動支援があり，また取組んでいる開発事業に，学
生アクセス計画（Student Access Plan(Disability)）
の推進があげられている。
　表３に，学生支援センターのサービスを活用して
いる学生（クライエント）数とインタビュー数に
ついて示した（他のキャンパスも含む大学全体の
数値）。学生支援サービスを活用している総数が，
約7,800人であり，大学の在籍学生数が31,000人なの
で，４分の１の学生が活用している。
　また，障害サービスを受けているが学生数は，
708名であり，全体の２％となっている。障害のあ
る学生は，在籍学生の４％と推定されるということ
なので，障害学生の半数がサービスを受けている。

表２．学生支援センターのサービス

　１．就職カウンセリング（Careers counselling）

　２．キャリアアッププログラムと情報センター
　　 （Career Development Program and Career 

Resources）
　３．障害支援（Disability Support）
　４．学費補助（Financial Assistance）
　５．国際学生支援（International Student Support）
　６．学習支援（Learning Assistance）
　７．個人カウンセリング（Personal Counselling）
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表３．クライエント数とインタビューの数（2001）

プログラム クライエント
（人）

インタビュー
（回）

住居紹介 250 357

就職カウンセリング 2506 3900

障害 708 2081

学費補助 856 1402

国際学生 566 1234

学習支援 1194 3575

個人カウンセリング 1696 3804

表４．障害サービスを活用した障害学生の内訳（2001）

障害カテゴリー クライエント数 インタビュー数

病気 473 1562

全体的（ガン等を含む）
神経学的
筋骨格的
精神的心理的

（168）
（ 80）
（112）
（229）

聴覚障害 28 105

動障害 102 266

視覚障害 52 323

学習障害（困難） 108 454

その他 59 63

総計 708

　さらに，障害サービスを活用している学生の障害
の特性ごとのデータを表4に示した。障害特性とし
て，大きく分けると，①病気，②聴覚障害，③移動
障害，④視覚障害，⑤ 学習障害（困難），⑥その他
というカテゴリーであった。①病気は，さらに a.全
体的（ガン等を含む），b.神経学的，c.筋骨格的，d.精
神的心理的という分類であった。病気を除くと，移
動障害，学習障害の学生が100名を越えていた。

３）大学としての障害学生支援の取組の経緯
　QLD大学が障害学生の支援に取組んできた歴史
は，オーストラリアの大学の中でも古く，1983年
に「肢体不自由学生支援委員会」 が設立された。
1986年「障害学生アクセス委員会」が活動し始め，
1986年に大学に， 障害アドバイザー（Disability 
Adviser）が置かれた。この年の障害アドバイザー
は契約職員であったが，翌年に大学の正式職員と

なった。1990年に「障害のある学生のための大学副
総長委員会」，1993年に「障害学生助言のための大
学副総長委員会」，1996年に「障害フォーラム」が
設けられた。
　これらの取組みが展開してきた背景には，連邦政
府や州が規定した法律の影響が大きい。
　QLD州は，1991年に「クイーンズランド反差別
法（Queendsland Anti-Discrimination Act (ADA)）」
を制定し， 翌年の1992年には， 連邦政府が「連
邦政府障害者差別法（Commonwealth Disability 
Discreimination Act (DDA)）」を制定し，障害があ
る学生の学習の機会を保障する根拠を示してきた。
　近年は，大学として1999年10月に，「障害学生行
動計画（Disability Action Plan）」を策定し，さら
に2001年８月に，この計画を改訂し，障害学生の支
援の充実に努めている。
　なお，障害アドバイザーの人数については，St 
Luciaキャンパスで2.8人，他のキャンパスで0.2人か
ら０人ということであった。この障害アドバイサー
は，1987年当時は，心理療法や理学・作業療法等の
セラピーの資格があり，大学院レベルのカウンセリ
ングを修得した人であった。近年それに加えて，
ソーシャルワークの資格を求めることが増加してき
たとのことであった。担当者が専門的な知識と技術
をもつスタッフであることは重要な点と考えられ
た。

４） センター長 モーリン（Dr. Maureen Burke）
さんとの面談から

　大学としては， 障害学生行動計画（Disability 
Action Plan） に基づいて， そのサービスを提供
している。一人一人の学生ついて，障害アドバイ
ザーを中心として， 学生アクセス計画（Student 
Acssess plan）を作成し，その学生の支援ニーズと
支援内容を明確にしている。支援内容について，担
当の教授スタッフと協議し，そのサービスが提供可
能か否かを決定する。教授スタッフにとってサービ
スの提供が不可能な場合は，そのサービスを誰が，
どう提供するかについて，その学部長と協議し，可
能な対応を取ることになっている。これらのサービ
スについては，学生からの要請に応じて，準備され
提供される。学生自身が自ら希望して，自分のニー
ズと支援内容を明確にすることが大切となる。
　QLD大学に，軽度発達障害の人が在籍している
か否かという点については，学部に在籍しているこ
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とはないであろうとうことだった。その可能性は，
資格取得（サーテフィケート，ディプロマ）の1年
コースにおいてはあるかもしれないということだっ
た。基本的には，学力の高くない学生はいないとい
うことであった。
　大学の入学手続は，高校段階でどのような評価ス
コアを取るかで決定される仕組みである。この評価
スコアは，OP（overall position）スコアといわれ
るもので，水準が１から25まである。スコア１が評
価が高く，医学部に進学する場合は，これに近いス
コアが必要になる。QLD大学が求めるスコアは，
スコア13程度であり，スコア14程度では入学が困難
な場合がある。学部によって，この求められるスコ
アには違いがある。
　ある程度学力があるけれども，読み書きが困難な
学生の支援について，このOPスコアを評価する場
合の評価手続の修正（accomodation）や大学にお
いて授業を受ける場合の対応について尋ねた。高校
においても，大学においても，読み書きが困難な学
生には，その学生が得意とする情報処理（聴覚か視
覚）や表現手段（書字か，口頭か）を選択してもら
い実施している。また，後遺症として脳障害で記憶
力に障害がある場合など，障害の根拠が明確な場合
には，試験においても辞書や書籍の持ち込みを許可
する場合がある。これらの学生の受け入れは，どの
学部でも可能かという質問には，学部やコースに
よって違いがある。医学，薬学等はその対応が少な
い。なぜなら，必要な能力が多様であり，間違いが
生じた場合の影響を考えると，相手のある職種の場
合は難しいということであった。

５） 障害アドバイザー ローラ(Ms. Laura Duggan)
さんとの面談から

　障害学生支援については， 機会均等委員会の中
に，教育に関する部門があり，そこが評価を行って
いる。大学の予算で，多様な学生を支援していて，
その中で障害に対応する予算は限りがある。
①学生自身の障害理解
　特に，読み書きが困難な学生については，その理
解がない状況では，「学生が怠けている，間抜け，
馬鹿である」という見方が強かったが，近年，障害
があるとしてサービスを受ける学生が増加してきて
いる。
　この背景には，このような障害がある学生が増加
してきているという理由だけなく，隠れていた学生

が，みずから手を挙げるようになってきたことが大
きい。つまり，以前からそのような学生が在籍して
いたにもかかわらず，本人も含めて周囲の理解がな
いために，学生本人がそのサービスを要請しなかっ
た。しかしながら，最近は，学生本人が，サービス
の必要性を認識し，要請するように変化してきたと
いう点があげられる。
　本人からの直接の要請以外には，「文字がひどい」

「勉強できない」ということで，担当教官が学生に
相談をすすめ，学生が学生センターの「個人カウン
セリング」を受け，そこから障害サービスに紹介さ
れる事例がある。
　また，学生が入学段階で，障害等があるか否かの
自己申告によるチェックもある。そこに障害がある
としてチェックされた学生には，状況のフォローを
実施している。
　つまり，学生に障害があるか否かについては，①
入学時の障害等のチェック（自己申告），②自ら支
援サービスの申請，③教授スタッフからの紹介，を
契機に特定されることが多い。
　しかしながら，読み書きの困難の場合に，正式な
診断が他の障害の場合と異なる。視覚障害，肢体不
自由等は，医学的診断であり，これは無料で大学関
係機関の病院で，診断書が提供される。一方読み書
きの困難については，医学的対応でなく，心理学的
評価とその診断が必要になる。臨床心理専門家の心
理検査と診断書が必要である。障害サービスでも実
施可能であるが，その時間的な余裕がなく，周囲の
臨床心理専門家を紹介している。そうすると，心理
検査評価のために600ドル（40,000円）程度の経費
がかかる。この診断書があって，初めて障害サービ
スの支援が受けられるようになる。この経費の負担
は，学生にとっては大きい。このように読み書きの
困難さは，医学的診断でなく，教育学的な診断とさ
れている。
②大学スタッフの障害理解
　読み書きの困難さも含めて，大学スタッフが障害
学生をどのように理解しているかについて質問し
た。理解を促す取組としては，年度が始り，学生が
入学する際に，教授スタッフと事務官に，障害サー
ビスについてオリエンテーションを実施している。
実際の出席率は悪い。出席もノルマでなく，自主的
なものであり，業務評価が厳しい状況では，多くの
困難さがある。大学としては人員削減の傾向であ
り，４％の学生のことに時間を割くことは，優先順
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位の高いことではない。関係スタッフが積極的に参
加することは少ないが，地道にやっている。担当し
た学生が何らかの障害を有する場合に，どう対応す
るすればいいかの助言を求めに教授スタッフがやっ
てくる。その他に，情報提供やセミナーも開催して
いるが，集まりは良くない。
　読み書き困難な生徒は，大学まで進むことができ
ること自体珍しいと考える。通常は，その前の段階
でドロップアウトしていることが多い。研究の領域
としても，早期発見早期療育が中心であり，大学で
の支援に関する研究は少ない。ドロップアウトのこ
とを考えれば，早い段階での診断と支援，支援の充
実とよりよい移行が重要となる。州としては，早期
からの診断システムについて着手し始めたところで
ある。

６）まとめとして
　QLD大学の学生支援センターを訪問し，そこに
おける障害学生支援について協議した。特徴的な点
をまとめると，①学生支援センターの多くの機能の
一つに障害支援がある，②大学の行動計画とともに
その計画の背景にとなる法律がある，③障害アドバ
イザーという専門担当官がいる，④軽度の知的障害
の学生はいない，⑤学力がありながら，読み書きの
困難な学生への支援がある，⑥スタッフの理解を含
む大学全体の理解推進が課題である。
　なお，この大学はいわゆる学力の高い学生が学ぶ
大学であり，そのため軽度知的障害のある学生への
支援については，その情報が得られなかった。今後
は，より入学が容易な大学を訪問し，その中での障
害の認定，支援の内容，周囲の理解について，検討
していきたい。

４． 大学及び特殊教育研究センターにおける障害者
支援の取組

QLD大学教育学部フレッド＆エレノア・ショネー
ル特殊教育研究センター

１）はじめに
　フレッド＆エレノア・ショネール特殊教育研究セ
ンターは，QLD大学セントルシア・キャンパスの
教育学部に設置されている。1951年の設立以来，特
殊教育と障害についての研究と実践，障害のある児
童生徒とその家族への支援サービスを行ってきた。
1977年には，「ダウン症候群研究プロジェクト」を

開始し，現在では学校教育終了後のダウン症青年の
読み書きスキル指導プログラムである「ラッチオ
ン・プログラム」の開発研究をメインテーマとして
いる。現在，センター長のクリスタ・ヴァン・クラー
エノード博士：Dr Crista E. van Kraayenoordをは
じめ，９名のスタッフで構成されている。

２）ラッチオン・プログラムの概要
　ラッチオン：The LATCH-ONとは。Literacy and 
Technology Courses: Hands Onの頭文字をとった
プログラムの名称であり，ダウン症のある青年たち
の読み書きスキルを発達させようとするために考案
された革新的ポスト・スクール・プログラムである。
このプログラムは，ダウン症の人たちが青年期でも
認知的発達を続けていることを明らかにした「ダウ
ン症候群研究プロジェクト」のデータに基づいて開
発され，1998年から実践的研究を行っている。
　ラッチオン・プログラムは「読み書き能力：literacy」
に焦点を当てており，「読み書き能力とは，読む，
書く，話す，聞く，批判的に考えることが統合され
たものである。読み書き能力には，話し手や書き手，
読み手がいろいろな社会状況にふさわしい言語を使
えるようにする文化的知識が含まれる」というオー
ストラリア連邦政府の読み書き能力の定義に基づい
ている。このように広く認められた定義を採用する
ことは，障害のある青年たちが一般の社会文化的モ
デルに沿った読み書き能力を発達させる権利をもつ
ことのアピールにつながる。
　ラッチオン・プログラムの目的は以下の６つである：
・大学の学習環境で読み書き能力の発達を続けられ

る機会を提供すること。
・読み書き能力を高めるためにコンピュータ・科学

技術を活用すること。
・読み書き能力の発達というポジティブな成果を通

じて自己概念と生活機会を高めること。
・青年たちの将来の質の高い生活において読み書き

能力の発達が望ましい側面になるという考え方を
支持すること。

・ダウン症の人たちの読み書き能力の発達について
理解を深め，その発達のための効果的方略を研究
し，これらの知識をプログラム作りに適用するこ
と。

・読み書き（ニュースレター）と科学技術（Eメー
ル）を通じてコミュニティにいる他の人たちとの
ネットワーク（友達）を育むこと。
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　プログラムの指導者は，管理指導者（executive 
director）1名と計画指導者（program director）1
名，読み書き能力の評価やプログラムの計画等を調
整する研究者１名，指導アシスタント2名，プログ
ラムのさまざまな段階でチューターとして働く大学
院生である。
　また，プログラムの対象は18歳から22歳までのダ
ウン症のある青年たちである。青年たちは，週２日，
9:30から15:30までプログラムに参加する。プログラ
ムへの参加は有料であるが，参加者は障害のある人
に提供される２年間のポスト・スクール・プログラ
ムである「Moving Ahead Program」の助成を受け
られる。この助成から来る期間の制約のため，ラッ
チオン・プログラムも２年間の限定がある。参加者
は，読み書き能力の検査や行動観察，面接を通じて
事前に包括的評価を受け，その評価結果を基にプロ
グラムに参加し，プログラム終了後に進歩の程度が
評価される。また，ラッチオン・プログラムは研究
プロジェクトでもあるため，プログラム自体の評価
も行われる。それらの評価には，単一事例実験法に
よる定性的及び定量的な事前・事後テスト，直接の
観察及びビデオ観察による参加者の進歩のモニタリ
ング，ポートフォリオによる達成度評価，保護者に
よる評価，参加者による自己評価，外部評価者によ
るプログラムの有効性評価が含まれる。
　ラッチオン・プログラムは，①小集団指導と個人
指導が中心，②読み書きソフトやインターネットな
どコンピュータ・科学技術の活用，③従来の読み書
き指導アプローチとコンピュータ・ベースの学習と
の併用，④家庭で利用できる維持／拡大プログラム
の開発，⑤参加者自身が作るニュースレターを通じ
て，現在及び過去の参加者がお互いにつながりをも
つ，⑥カフェテリア，体育館，図書館，ミュージア
ムなど年齢にふさわしい大学構内施設の利用，など
の特徴をもっている。
　指導方法としては，①指導者が活動をモデル提示
して分かりやすく教える，②書字と視覚的言語，音
声言語を階層化する，③読むこと，書くこと，考え
ることを指導者がガイドしながら特定のトピックに
ついて話し合う，④短い活動を多く繰り返す，⑤読
み物を参加者が共同で作る，⑥努力や行為のポジ
ティブな側面を強調する，⑦さまざまな活動を通じ
て読み書きの学習を楽しくする，などの特徴をもっ
ている。

３）実際の学習場面の概要
　センター長からセンターの設立経緯など概要説明
を受けた後，ダウン症候群研究プロジェクトの研
究担当者であるアン・ジョブリング博士：Dr Anne 
Jobbling，ラッチオン・プログラムの担当研究者で
あるカレン・モニ博士：Dr Karen Moniのガイドで
実際の学習場面を見学した。この日の参加者は男性
４名，女性１名で，うち男性１名が２年目の参加で
あった。
　この日のトピックは「マイ・ベスト・クリスマ
ス」で，１名の指導者がトピックについて説明しな
がら，各参加者に質問をしていき，質問の答えを
ホワイトボードに書き留めていた。質問は４つあ
り， 最初は「誰と過ごしたか」（ボードにはWHO
と書かれている）という質問で，MumやDad，人
の名前の答えが出た。 ２番目は「どこだったか」

（WHERE）の質問で，at home，the ocean，in the 
pool，picnicなどの答えが出た。３番目は「何を食
べたり飲んだりしたか」（FOOD/DRNK）という質
問 で，roasts，Christmas cake，vegetable，fruits 
and nutsなどの答えが出た。最後の質問は「どんな
気分だったか」（FEELING）で，happy，excited，
great，good，boringなどの答えが出た。その後，
どうしてそんな気分になったかを各自が自分の用
紙（最初の数単語が書いてありその後を自分で考え
て書くようになっている）に書いていく活動に移っ
た。この活動では，指導者と２名のアシスタントが
交代で参加者に付き，文章を完成させるような手助
けを行っていく。次に，こうして完成させた５－８
行程度の文章をもってコンピュータのあるところに
行き，手書きの文章を見ながらタイプする活動に
移った。どの参加者も，この活動を援助なく行って
いた。
　こうして出来上がった作品は，テーマ別（たと
えば，Best Day，Places，Friends，Growing up，
Dreams and Delightsなど）に，また個人別にコレ
クションにされ，読み物として利用されるとのこと
であった。こうした読み物を図書として借り出すこ
とによって，家庭で読む練習をしたり，友達のこと
を知ったりできるという。
　ラッチオン・プログラム終了後のフォローアップ
は行っていないが，多くの参加者がＥメールを通じ
て読み書きの学習を続けているようである。現在，
プログラムへの参加希望が多く，技術継続教育プロ
グラムに位置づけられるようライセンスを申請する
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と同時に，ラッチオン・プログラムの指導者養成に
取りかかっているとのことであった。

５．初等教育学校における障害学生支援の取組
　　－フォレスト・レイク州立初等教育学校－

１） はじめに（フォレスト・レイク州立初等教育学
校の概要）

　QLD州の州都ブリスベーンの西に位置し，ベッ
トタウンでもあるフォレスト・レイクにある州立の
初等教育学校で，比較的大規模校である。訪問した
のは，学内に設けられたフォレスト・レイク・スペ
シャル・エデュケイション・ユニットである。

２）同じ教室内での授業（Special Unit）
　フォレスト・レイク・スペシャル・エデュケイショ
ン・ユニットの特徴は，スペシャル・エデュケイショ
ン・ユニットに通常の学級の一つが完全に同居して
いることである。同居しているクラスの先生は，比
較的，障害に理解のある先生であるが，教室内は仕
切りのないオープンスペースで，通常の授業が行わ
れており，真後ろで障害のある児童個別の指導や，
自立的に行う課題などが取り組まれていた。まだ他
の学校には，ユニットに一日中居て，ほとんど通常
の学級の児童とは出会うことさえない環境にあるこ
とも多いが，フォレスト・レイクでの先駆的な取組
を参考にしてユニットを開放したり，ユニット自体
に学級を移動させたりすることも見られてきた。

３） Lifelong Learning Principles（生涯学習の
視点）を組み込んだ授業計画
　実際の授業は，グループや個別指導，自立的な学

習等の形態に分かれて行われていた。その際，授業
計画（別紙資料参照）を資料として提供された。そ
こにはLifelong Learning Principles（生涯学習の視
点）の欄が設けられ， 「コミュニケーションするこ
と」「創造すること」「調べること」「関係すること」

「自らを省みること」「考えること」の観点が示され
ている。この観点を将来に向けて発展させることを
意識しながら授業計画が組まれるよう配慮されてい
る。
　また，科学技術の統合（Technology Integration）
という欄が設けられ， インターネットやe-mail，
ファックス等の利用も授業の中で計画的に行われて
いることが分かる。

４）障害者の職場体験プログラム
　フォレスト・レイク州立初等教育学校には比較的
大きな図書館があった。見学を進めるうちにそこで
司書見習いとして実習中の，近くの私立高等学校に
在籍するダウン症の生徒さんに出会った。ジョブ
コーチとして一人の実習担当の先生が支援をしなが
ら，図書の整理や掃除を主な仕事として行ってい
た。
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Ⅰ．フィンランドとその学校教育について

１． フィンランドの基本情報
　人口は，約520万人であり，人口密度は平方キロ
あたり17人であり，人口の76％が都市部に，24％は
農村部に住む。ラップランドに居住するサーミ人は
6,500人である。 日本の人口が約１億３千万人であ
り，25分の１となる。北海道の人口が約570万人で，
それよりも少ない。面積は，33万８千キロ平方メー
トルであり，日本とほぼ同じで，国土の1/4は北極
圏内にある。68％が森林，10％が湖沼。188,000の
湖の大部分は湖水地方にある。また，南西海岸沖に
は40,000以上の群島が点在する。公用語は，フィン
ランド語（92％）とスウェーデン語（６％）である。

２． フィンランドの教育
　図１にフィンランドの学校教育の構造を１），また
表１に基本的な教育のデータを示した２）。教育予算
は総予算の11.9％である１）。義務教育は７歳から９
年間であり，基礎教育(Basic education)である。就
学前に，学校や幼稚園における就学前教育が実施さ
れている。基礎教育の後は，一般中等教育と職業中
等教育に分かれる。それ以降は，総合大学とポリテ
クス（職業大学）となる。構造として，大きくは一
般教育と職業教育という区分と考えられる。基礎教
育を修了した後は，職業中等教育に進む生徒の数が
多い。
　フィンランドの教育政策の目標は，「年齢，地域，
経済状況，性別，言語に関わらず，すべての国民に
等しい教育の機会を提供すること」とされていて，
原則として，就学前教育，基礎教育，中等教育段階
等では，授業料，福利サービス，学校給食などを無
料で提供している。就学前教育，基礎教育では，教
科書や教材を，また基礎教育では，交通費を提供し
ている。国土が広く，人口密度が小さいために移動
が大きな課題となっている。
　中等教育段階になると，いずれかの進路を選択す
ることが求められていて，一般教育なのか職業教育
かの選択において，正しく適切な選択ができるよう
に，個々のカウンセリングを充実させるなど支援を

強化している３）。
　公用語がフィンランド語とスウエーデン語であ
り，言語的なマイノリティの課題がある。５％の子
どものためのスウエーデン語の基礎教育学校，中等
教育学校，大学等の高等教育が教育を提供してい
る。どちらの言語の場合でも，それに対応した教育
の機会を提供している。サーミ語による教育（特に
ラップランドなど）を提供する義務がその地域の教
育委員会にある。さらに，少数言語，また手話によ
る教育の提供の義務もあり，個に応じた教育の手
段，方法が確立している。

３．教育行政について
　教育省（Ministry of Education） が国の教育の
責任を持つ。 教育省と連携し， 国家教育委員会

（National Board of Education）が基礎教育，中等
教育，成人教育の目的や内容，指導方法の向上に努
めている。６つの州（province）には，教育文化部
門があり，その教育を所轄している。さらに地方教
育局があり，学校教育を提供する上で重要な役割を
果たしている。
　教育経費については， 公的資金で負担してい
て（2001年で，基礎教育で97％，一般中等教育で
92％，職業中等教育で83％），国家教育委員会が定
めた国家コアカリキュラムと資格ガイドラインに従
う２）。私立学校も公的な資金を受けていて，地方教
育局の指導助言下にあり，コアカリキュラムと資格
ガイドラインに従う。
　この公的資金については，国が57％，地方教育

フィンランドにおける特別ニーズ教育と障害のある人の生涯学習
徳永　豊　・　齊藤宇開　・　干川　隆

　　　　　　　　　　　　　（国立特殊教育総合研究所）　　　（熊本大学）

表１　フィンランドにおける学校数と児童生徒学生数 ２）

（2003）

　 学校数 児童生徒学生数

基礎教育学校 33,808 597,414

一般中等教育学校 487 121,816 

職業中等教育学校 353 174,813 

ポリテクス（職業大学） 31 129,875 

総合大学 20 169,846 
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局が43％を拠出している２）。これらの資金の効果的
な活用については，第三者の学校訪問による査察

（inspection）ではなく，自己評価と外部評価によっ
てチェックされている。妥当な資金の活用だけでな
く，カリキュラムの実施状況も含まれ，学校の自主
性（autonomy）や教師の専門性や努力に高い信頼
が置かれている。

４．就学前教育と基礎教育
　誕生から６歳まで，わずかな負担で，公的なデイ
ケアセンター（保育センター）や民間デイケアセン
ターに通うことができる。2001年から６歳になると
無料で就学前教育を受ける権利を持つようになっ
た。その際に，地方教育局は，学校が提供する就学
前教育か，デイケアセンターが提供する教育かを決

めることができる。2002年において，98％の６歳児
が就学前教育を受けている。
　基礎教育は，９年間で，最初の６年間は学級担任
が授業を行い，後の３年間は，教科の教師が授業を
行う。７歳の誕生日を迎える年には，義務教育を受
けなければならず，１％の子どもが資格審査を受
け，１年早く義務教育を受けている。

Ⅱ．フィンランドの特殊教育について

１）特殊教育の歴史的変遷4)

　フィンランドの特殊教育は，大きく５期に分けら
れる。
　第１期は，1921年に義務教育法が施行されるまで
であり，日本より30年程度早く法的に規定された。
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図１　フィンランドの教育制度

ポリテワス （職業大学）
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特別学校については，聾学校が1840年代に，盲学校
が1860年代に，肢体不自由学校が1890年代に，慈善
団体が提供する教育として，個別の教育が展開され
ている。
　第２期は，1921年の義務教育法から第２次世界大
戦終戦までであり，義務教育法は，知的障害者を除
いて，全ての国民に義務教育を規定している。
　第３期は，第２次世界大戦終戦から1972年の基礎
学校の改革までであり，障害のある人へのケアの発
展，医療的なケアとリハビリテーション，職業リハ
ビリテーションが確立し，特殊教育の量的拡大と専
門化の時期である。1940年から1960年にかけて，障
害に応じた修正した教示，パートターム補習が展開
された。これらは，通常の学級の授業にはつながり
のない発想であり，治療教育的なアプローチであっ
た。対応していた障害の幅は，身体的，機能的な障
害であり，障害のある子どもは，そうでない子ども
と異なるので，その教育も通常の教育とのつながり
がない中で検討された。つまり，ニーズに応じた対
応，分離して，同じタイプのグループ化による対応
であり，より高度に専門化し，分離される傾向が強
くなった。1970年頃よりノーマライゼーション，イ
ンテグレーションの哲学が広がり，機会均等が強調
された。通常の授業への参加，社会参加を視点に，
インテグレーションをめざした。その動きは，教育
の質の改革，基礎教育学校の改革につながり，基礎
教育は，幅広い子どもに対応することが求められ
た。つまり，基礎教育学校の柔軟性が求められた。
　第４期は，1983年基礎教育法からであり，全ての
子どもに義務教育が実施された。1985年に，ナショ
ナルコアカリキュラムが規定されて，教育における
シラバスの区別化，個別化の強調された。年齢，学
習能力による個別化，また基礎教育とのつながりの
中でのカリキュラム構成が強調された。知的障害に
ついても，特別学校が設置され，1985年に，重度知
的障害についても福祉サービスから教育へ，1998年
に重度知的障害でも基礎教育学校でとされた。
　第５期は1990年代からであり，特殊（特別ニーズ
教育）教育の評価が課題となった。評価から，国家
発展政策（National Developmental Measures）が
打ち出され，地方のサービスシステムの統合が行わ
れた。1998年の基礎教育法により，教育の質の向上，
教育サービスの機会均等が目指された。その結果，
形式やグループに分ける授業の廃止や均等に適用可
能な教育の提供（equally applicable to education）

が実現し，地方の決定権の増大，組織の活動の縛り
を解放し，教育上の手続きの縮小が強調された。
　その結果，「コストにもとづく基準」から「計算
にもとづく基準」へ評価が転換され，国家の目標に
向かっての活動を，自主的主体的に取り組むことと
なった。それに伴って，①教育の成果重視，②教育
の質，継続的な評価，③生涯学習の原則の実現が大
きな目標とされた。

２）特別ニーズ教育の現状
　1999年における特別ニーズ教育のデータを表２に
示した。特別学校等の形態で教育を受ける児童生徒
の割合は，3.70％である。この数値は，日本や英国
と比較すれば高い。
　また表３は2005年の国際セミナー「ＰＩＳＡ研究に
おけるフィンランド‐基礎教育（Basic Education）の
おける学習支援（Supporting Learning ）と生徒保護

（Welfare）‐」で示された最近のデータである。

表２　特別ニーズ教育のデータ（1999）5)

義務段階の児童生徒数 583,945

特別な教育的ニーズのある児童生徒の割合 17.80%

分離された形態で教育を受けている割合 3.70%

表３　特別なニーズ教育の状況（2004）８）

特別学校 2.2％

特別ニーズ教育に移管される生徒の割合

　　　　　　　　　　　　　 1996年 3.0％
　　　　　　　　　　　　　 2000年 4.8％
　　　　　　　　　　　　　 2004年 6.8％

部分的特別ニーズ教育の生徒の割合 21.2％

　特別学校については，1991年には362学校あっ
たが，2002年には250学校(1998年には特別学校が
284校，2000年には，基礎教育段階を含む特別学校
が260校で， 国立が15校626人， 自治体立が238校
11,164人，私立が７校243人)であり，2004年には207
校とのことだった８）。なお，特別学校に在籍する
児童生徒の割合は，2004年で2.2％とのことだった。
特別学校そのものは減少傾向にあるももの，日本と
比較すると在籍率は高い。
　一方，特別教師については，1994年には3,290人
であったが，2002年には3,685人と増加していて，
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さらに2002年には1,220人のアシスタントがいた。
特別学校以外で，特別教師が活躍していることが推
測される。
　特別な教育的ニーズのある児童生徒の割合につい
ては，17.80％と高い。2004年に部分的特別ニーズ
教育の割合は21.2％となっている。日本がＬＤ等を
含めて，7.8％であり，日本が想定している児童生
徒の２倍以上である。
　OECD（1995）による1987年のデータからは，特
殊教育サービスを受けている割合が17.08％であり，
その中で，パートタイムサービスが14.3％，特別学
校，特別学級が2.7％とされている。この段階で，特
別学校が1.85％，特別学級が0.83％，教育外が0.14％
であった６）。
　障害ごとの特別ニーズ教育サービスを表４に示
した。読み書き困難，話すことの困難を合わせる
と，69％となり，３分の２以上を占めることがわ
かる５）。

表４　特別ニーズサービスの内訳（OECD，1995）

読み書き困難　 43.0%

話すことの困難 26.0%

情緒社会性困難 12.0%

軽度知的障害　 8.0%

中度知的　　　 2.4%

肢体不自由   1.2%

聴覚障害     0.9%

視覚障害     0.2%

表５　 特別ニーズ教育に移管される生徒の理由別の割合
（就学前からすべての教育段階まで）９）

知的障害（重度）　 11.3%

知的障害（軽度）　 34.3%

肢体不自由 11.9%

情緒障害・適応障害　 10.1%

自閉症等　　　 2.1%

言語障害 11.3%

聴覚障害     1.1%

視角障害 0.7%

その他 17.2%

　また，2005年段階での特別ニーズ教育に移管され
る生徒の理由別の割合を表５に示した。6.8％に含
まれる内訳で，知的障害が46％となっている。
　OECD（2004）のSENDDDによると，特殊教育
サービスを必要とするカテゴリーとして，「障害」

「困難さ」「社会的不利」を使用していて，フィンラ
ンドは「障害」に，中度知的障害，重度知的障害，
聴覚障害，視覚障害，肢体不自由，他の障害の６カ
テゴリー，「困難さ」に，情緒社会性障害，話すこ
との困難，読み書き困難，話す・読み書き困難，算
数困難，外国語困難，一般学習困難，情緒社会性困
難，他の困難，補修教育の10カテゴリーを挙げ，こ
れらの困難については，パートタイムで対応すると
している７）。さらに，「社会的不利」については，
移民補修教育のカテゴリーを挙げている。

Ⅲ．フィンランドの中等教育以降の教育

１．中等教育
　基礎教育学校で９年間の義務教育を修了した生徒
は，その後は一般中等教育，又は職業中等教育に進
学する。こられの教育の授業料は無料であり，2002
年でこの年齢段階の子どもの55％が一般中等教育学
校で，37％が職業中等学校で教育を受けている3)。
これらの教育を修了することが，次の高等教育進学
の条件となる。
　一般中等教育の最終年に，大学入試資格試験を受
け，合格することで，高等教育を受ける資格，職業
教育として特別職業資格を得る訓練を受ける資格を
得る。
　職業中等教育においては，２～３年で基本的な
職業資格を得ることができる。 職業資格を得る
ためのコースは，健康社会福祉サービス（Health 
and Social Services）コ ー ス や 工業技術・交通

（Technology and Transport） コースなど７つの
コースから構成されていて，52の職業資格に対応し
ている。

２．高等教育
　さらに，高等教育は総合大学とポリテクス（職業
大学）で行われている。総合大学は，アカデミック
な科学的内容を提供し，ポリテクスは，より実際的
な内容を提供する。2002年において総合大学で約16
万，ポリテクスで約12万の学生が学んでいる。



－65－

３．成人教育
　基礎教育学校から大学までのあらゆる教育機関
は，成人に対する教育を提供している。また，成人
教育のみに限定している「成人教育センター」「市
民大学」等もある。さらには，企業等の職場におい
ても研修として教育の機会が提供されている。
　「能力に応じた職業資格（competence-based 
qualifications）」を基本にして，仕事に就いている
成人であっても，各種資格の取得とより上位の職業
資格の習得をめざす人が多い。３つのレベルの職業
資格であり，第１が職業中等教育資格，第２が継続
職業教育資格で，第３が専門家職業資格である。こ
のような資格システムは生涯学習の原則に支えてい
る。国は，この生涯学習の原則を展開させるために，
成人教育を提供する機関に財政的な支援を行ってい
る。

Ⅳ．障害のある生徒の職業教育と生涯学習

１．職業特別教育（Vocational Special Education）
　職業教育の一貫として特殊教育が提供されてい
る。その目的は，能力に応じた職業資格を得るこ
と，継続した学習の機会を提供すること，社会の一
員として基礎的な知識や技能を身につけることや自
分の人生を管理運営することとされている。この特
殊教育は，通常の職業中等教育学校で提供される場
合と職業特別学校等で提供される場合があり，可能
な限り生徒の個々のニーズに応じた教育を提供して
いる。

１）職業特別学校（Vocational Special School）

図２　クハンコスキ特別職業センター（学校）

図３　文化コース（工芸とデザイン）の生徒

１）クハンコスキ特別職業センター（学校）
　（Special Vocational Center in Kuhankoski）
　クハンコスキ特別職業センター（学校）は，職業
特別学校であり，また国が運営する13の職業教育特
別センター（学校）のひとつである。この学校は，
フィンランド第５の都市であるユバスキュラにあ
り，街の中心から車で45分程度の場所にある。2003
年で在籍生徒数が150名，16歳から19歳の生徒から
なり，特別なニーズのある生徒に対して職業教育を
提供している。準備学年（１年，又は２年又）と職
業教育の３年のコースが基本であり，大人になって
再度学び直すために入学する障害のある人もいる。
寄宿舎もあり，本校のある敷地以外に，９カ所に分
教室があり，それぞれの職業教育を行っている。
　コースとしては，文化コース（工芸とデザイン），
自然資源コース（森林管理や園芸），社会サービス
コース（社会ケア），観光，接待，家事コース（清
掃や調理）が準備されている。

２）アウラ職業教育施設分室（Arla Institute）
　ツュルクから60キロ郊外にあるアウラ職業教育
施設（Arla Institute）は，聴覚障害，難聴，言語
困難（disfatic）やコミュニケーション障害のある
人々，また精神疾患から回復期にある人々に対し
て，個々のニーズに応じて，職業教育を提供してい
る。近年は知的障害の人が教育を受けることが増え
てきて，約半数は知的障害である。この施設には，
183人が在籍している。
　ツュルクにある分教室は，障害のない生徒を対象
とするツュルク職業教育施設にある。この分教室
は，知的障害のある人に対して，社会ケア・健康ケ
ア領域のコースを提供していて，８名の生徒（大人）
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この教室で学んでいた。この取組は，1998年にユバ
スキュラ大学で施行されたOn Champus プログラ
ムを参考に，1999年に始まったものであり，通常の
職業教育施設で障害のある人を受け入れて，教育を
展開する試みである。アウラ職業教育施設から，２
人の教師がここに派遣され，教育の調整を行ってい
る。
　ここで学ぶことで，看護師アシスタントや幼稚
園，老人ホーム病院でのヘルパーの資格を得ること
ができる。年に２回，６週から８週間の実習があり，
幼稚園，老人ホーム病院等が実習先である。就職を
見つけるために，ツュルク職業教育施設のシステム
を活用している。入学希望者が多く，８名が定員で
あり，常時20名程度の希望者がいて，面談や諸検査
で，選考している。
　生徒にインタビューしたが，20歳前の生徒から40
歳程度の生徒まで幅が広く，ここで教育を受けられ
るようになったことを喜んでいて，修了して職につ
きたいと希望を持って語っていた。

２．知的障害者の生涯学習
　生涯に渡り学ぶことを大切にしているフィンラン
ドにおいて，知的障害者の生涯学習はどのように考
えられているのであろうか。アウラ職業教育施設分
室の生徒については，その年齢も幅があり，分室は
生涯学習の教育の機能も果たしていた。
　Saloviita（2000）は，障害のある生徒が17歳まで
の義務教育を修了すると，他の生徒に比べて，その
教育の機会は制限されるとしている10）。
　ここで取り上げた生涯学習の機会はあるものの
フィンランドにおいても知的障害者を対象とする生
涯習は重要な課題となっている。

Ⅴ．おわりに

　ここでは，フィンランドの教育の制度，教育行政
について整理し，また障害のある子どもの教育につ
いて，その現状について述べた。さらに，障害のあ
る生徒の職業教育及び生涯学習を取り上げ，特徴あ
る取組を展開している学校を紹介した。
　フィンランドにおいては，公的な学校制度とし
て，特殊教育が明確に区別されずに，その取組を充
実させている点，特別な教育的ニーズのある児童生
徒の割合について17.80％と高い点が特徴的であっ
た。
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のある人の生涯学習における支援プログラムの開発
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１． NZの概略

　ニュージーランドは，日本から東南へ約9000km
離れた南太平洋にある島国である。面積は27万524k
㎡で日本の約3 ／ 4，人口は4,108,092名（2005年11
月現在）となっている。
　ニュージーランドの1 ／ 5は障害があるといわれ
ており，2001年には障害のある人の人口は743,800
人と報告されている。 障害のある人のうち，
431,000人の成人は身体障害（66％），272,800人の成
人は感覚障害（40％），32,400人の成人が知的障害

（5％）である。
　州立の学校は609校あり，その内318校は都市部に
ある。初等学校は，1クラス約20人前後で運営して
いる。2005年の全児童生徒数は，762,790人である。
図1にニュージーランドの教育システムを示した。6
歳から16歳までが義務教育となっている。また中等
教育後の教育は，高等教育（Tertiary Education）

といわれ，レベルに応じた資格を得ることができる
ようになっている。

２．特別教育の概要

（１）基本的な考え方
　教育省では，特別教育を特別な援助とプログラム
や学習環境の変更，児童生徒の学習を支援する特殊
化された器具や教材を提供することであり，児童生
徒が教育に参加できるように促すことであると述べ
ている。多くの子ども達に特別な教育ニーズがあ
り，学習困難，コミュニケーションや行動上の困難，
感覚・身体障害などの障害のある児童生徒ももこの
中に含まれている。

（２）障害のある児童生徒への対応
　 全 て の 学校 に は 特別教育補助金（special 
education grant）が提供されており，学校のリソー

ニュージーランドの知的障害のある人の生涯学習
佐藤克敏　・　齊藤宇開　・　徳永　豊　・　小塩允護

（京都教育大学）　　　　　 　（国立特殊教育総合研究所） 　　　　

図１　ニュージーランドの教育システム
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ス教員（学習及び行動：RTLB， 読み書き能力：
RTの２種類がある） の支援が受けられるように
なっている。また，学校では，高度なニーズを有す
る障害のある児童生徒の場合には専門家と協同でサ
ポートする仕組みがある。
　図２に特別教育の支援の仕組みを示した。高度な
ニーズのある児童生徒は，約３％とされている。
　ニュージーランドの教育はインクルージョン教育
を推進している国である。しかしながら，特別学校
がなくなったわけではない。特別学校は全て国立で
あり，46校ある。特別学校に在籍する児童生徒数は，
2,784人であり（2005年7月現在），0.36％の児童生徒
が特別学校に在籍していることになる。
　多くの特別学校は，サテライト教室といわれる通
常の小・中学校内にある特別学校の分教室をもって
いる。訪問したSommerville Special Schoolの校長
の話によれば，このような取組は，政府から開始し
たのではなく，小・中学校のニーズから開始したよ
うだ。小・中学校内に高度なニーズのある障害のあ

る児童生徒が在籍しているが，小・中学校内には特
別学級が設置されていないため，小・中学校の教員
がどのように対応していいのか困り，校長を通し
て，特別学校に支援の要請があったのが始まりだっ
たようである。現在でも教育省は直接関与しておら
ず，保護者もしくは校長からの依頼によって交渉成
立した後，教育省に連絡し，設備を整備するという
ことであった。
　また，特別学校には教員だけでなく，スピーチセ
ラピスト，作業療法士，理学療法士などの専門家が
働いており，これらのパラメディカルの専門家と教
員が協同で児童生徒に対応している。このような人
的リソースも本校だけでなく，サテライト教室で活
用している。
　また，Sommerville Special Schoolには，18歳～
21歳の生徒を対象としたクラスもあり，職業スキ
ル，自立生活，余暇の過ごし方を学習している。週
の内数時間は職場実習があり，学校でも実習を行う
ための施設を持っている。25％くらいの生徒は援助

図２　特別教育の仕組み（滝坂・徳永（2004）より抜粋）
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付き雇用の進路を得られるが，障害の重い生徒の就
労は難しく，この学校には，地域で少しでも自立し
た生活をおくれるように，保護者が作ったフォロー
アップを目的とした施設が隣接している。この施設
の責任者も校長が務めており，このような卒業後の
施設を運営する取組はニュージーランドの特別学校
では唯一ということであった。

写真１　特別学校の授業風景

３． 中等教育後の教育機会

（１）高等教育（Tertiary Education）
　図１に示したように中等教育後の教育は，高等教
育（Tertiary Education）といわれ，資格を伴わな
いコースから博士号取得のコースまで10レベルにわ
かれたシステムとなっている。2004年から大学に入
学するにはレベル3で42単位かそれ以上の資格を有
していることが義務づけられるようになった。
教育省の第３次教育方略2002-2007には，以下の６
つの方略が推奨されている。

①システム能力と質を強化する
②マオリの発展の志に寄与する
③全ての人が知識社会に参加できるように基礎的な

スキルを向上させる 
④知識社会のためにニュージーランド人が必要とす

るスキルを発展させる
⑤太平洋に住む人々の発展と成功のために教育を提

供する
⑥知識社会のための研究，知識創造，理解力を強化

する

　高等教育の学生数に関する統計をみると，2004年
で368,005人，2005年で305,853人の学生が学んでお

り，特にポリテクニック（総合専門学校）と総合大
学で学ぶ学生が多い。ポリテクニックなどでは短期
のコースも用意されていることから，この数の中に
は短期のコースを受講している学生の数も含めてい
ると思われるが，多くの人が第３次教育に参加して
いることがわかる。

表１　高等教育の学生数

2004年 2005年

公的な高等教育
ポリテクニック
教育大学
総合大学
Wānanga

117,514
11,107

138,583
41,644

118,020
5,686

139,151
33,027

私的な第３次教育 59,158 54,969

合計 368,006 305,853

（教育省，2005）

（2）MIT （Manukau Institute of Texhnology）
　マヌカウ市はオークランドにあるニュージーラ
ンドで3番目に大きい市であり， 人口300,000人，
62,000人の障害のある人が暮らしている。MITは，
Mマヌカウ市にあるポリテクニックと呼ばれる国立
の総合専門学校の一つである。2005年には7,218人
の学生が学び，学生数では全国で7番目に多いポリ
テクニックである。
　MITの主な学部は，芸術，ビジネス，人間科学，
テクノロジーの４つの分野であり，それぞれの学部
には1年の修了資格（certificates）が取得できるプ
ログラムから4年の学位資格（Graduate Diploma）
が取得できるプログラムまで準備されている。芸術
学部のコースを例にとると，表2のようなコースが
設置されている。
　MITに在籍する障害のある学生は，2005年で734
人おり，最も多いのは特異的学習障害で51名，次
に多いのは身体障害（運動）で41名となっている。
このうち障害学生サービスにアクセスした学生は
182名である。障害のある学生には，Human Rights 
Act,1993に基づいて合理的な配慮（Reasonable 
Accommodation）が提供される。合理的な配慮に
は，

①建物を調整したり，付加的な訓練もしくは支援を
提供したりする

②テストやアセスメントのために機器を与えたり，
や手続きを変更したりする
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③ノートテイカーや代筆者，サイン言語通訳者，他
の支援スタッフを提供する

　などがある。
　以上は通常の障害のある学生の支援である。この
ような支援は他の高等教育機関でも実施している。
しかしながら，MITにはこれ以外に知的障害のあ
る人のプログラムを実施している。このようなプロ
グラムを実施しているポリテクニックはニュージー
ランドにもほとんどないということであった。
知的障害のある人のプログラムは，２年間のコース
であり，１年目は，地域社会と職業スキルの修了資
格，2年目は，職業スキル修了資格を与えることが
できる。2005年には，地域社会と職業スキルの修了
資格には，16名の学生が在籍し，講師１名，アシス
タント1名で対応している。職業スキル修了資格も
同様に，16名の学生が在籍し，講師１名，アシスタ
ント１名で対応している。
　また，このコースは，PolyEmpという外部の支
援付き雇用の機関と連携し，職場実習等においても
学生を支援することが可能となっている。

本プログラムのねらいは，

①高等教育に参加する機会を学生に提供する。
②学生に将来のために仕事や訓練の機会を与える。
③将来の発展のために，それぞれの学生に対して知

識，スキル，経験を与えることを通して，生活の
質の向上を図る

といった３点である。
地域社会と職業スキルの修了資格には，次の5つの
領域の学習が行われている。

①対人関係と社会的スキル

②職業スキル
③機能的学習スキル
④地域社会スキル
⑤自立生活スキル

　このプログラムはIEPを作成して個別の目標を設
定しながら実施している。
　学生のコメントには，
　「私は新しい友達ができ，コースを楽しんでいま
す」「私は多くの計算に関することを学びました」

「私は仕事に対するいいスキルを学びました」
　などがあり，保護者のコメントとしては，
　「彼は，自分の達成に対して誇りをもっています」

「私たちの子どもは，私たちが考えていたよりも多
くのことができるようになりました」「彼は以前よ
り主張できるようになり，NOといえるようになり
ました」
　などがあるとのことであった。

写真２　コンピュータ実習の授業風景

表２　MITの芸術コースの内訳例

学位コース ヴィジュアルアーツ，絵画，彫刻，写真，グラフィックス，印刷，宝石貴金属細工，
動画，３D

ディプロマコース コミュニケーション，日本語と中国語

アドバンス・サティフィケート レクリエーションとレジャー研究

サティフィケートコース ヴィジュアルアート，接客業と料理準備，ヘアードレッシング，農業，園芸，自
然保護，英語コース

ファンデーション教育プログラム
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４． IHC(New Zealand Society of Intellectually 
Handicapped Incorporated)における生涯学
習の提供

　IHCは， 知的障害のある子どもたちの親の会が
1949年に設立し，1960年から国の補助金をもらっ
て，地域ベースのサービスを提供している協会で
あ る。1975年 に，IHC（New Zealand Society of 
Intellectually Handicapped Incorporated）となり，
知的障害のある人を対象とした様々なサービスを提
供する団体となった。
　IHCのIDEA部門が提供しているサービスには以
下のものがある。

相談サービス
住居サービス
職業サービス
家族／ Whanauサービス
Igniteサービス（援助付き雇用や自立生活など）
Timata Hau（集中的なリハビリテーション）
行動支援
資産マネージメント
アドボカシーサービス
セルフ・アドボカシー
図書館
支援者の訓練
基金調達
全国支援サービス

　この内，職業サービスに含まれる内容の中に，職業
の斡旋の他，地域に根ざしたレクレーション，社会的，
教育的プログラムなどの教育プログラムがある。
　2001年 に 政府 は，「New Zealand Disability 
Strategy」を策定し，この中で以下の15の目標を掲
げた。

①地域，社会が障害のある人を理解し，尊重し，支
援することを奨励し，教育する。

②障害のある人の権利が理解され促されることを保
証する。

③障害のある人に最適な教育を提供する。
④雇用の機会を提供し，障害のある人の適切な収入

を保証する。
⑤障害のある人のリーダーシップを強化する。
⑥政府の組織と政府から資金を得ている組織が障害

のある人について知り，対応することを保証する。
⑦個々人を中心とした長期の支援システムを構築す

る
⑧障害のある人が地域で良好な生活がおくれ，自分

の家に住む機会が持てるように支援する。
⑨障害のある人がレクレーションや文化的機会を選

択したり，アクセスすることを助けたりできるよ
うに支援する。

⑩計画作りのために障害のある人の正しい情報を得
て，障害のある人の要望やニーズを理解する。

⑪障害のあるマオリの人の社会参加を促す。
⑫障害のある太平洋の民族の社会参加を促す。
⑬障害のある子どもや若者が大人になる準備ができ

るように良好な生活がおくれるように支援する。
⑭障害のある女性の生活が改善し，地域の一員にな

れるように支援する。
⑮障害のある人を支援する家族，whanau，人の重

要性を認識する。

　IHCの職員によれば，このStrategyの④に関連し
て，障害のある人が地域で生活するための十分な収
入を保証する最低賃金が決められたことにより，地
域の作業所などでは，経営ができなくなったところ
がでてきたということであった。また，これまでは
工芸品などを作成し，それを販売することで障害の
ある人にわずかであっても賃金を支払い，働くこと
とお金を得ることを経験する場を設けることができ
たが，それができなくなったことにより，レジャー
としてしかこのような活動を設定できなくなったと
いうことであった。
　IHCのデイケア施設であり，レジャーと職業教育
としてのプログラムを提供している施設を訪問し
た。現在はレジャーとして創作活動を行っている
が，以前にはバザー等で販売を行っていたというこ
とであった。比較的重度の知的障害のある人が利
用しており，この施設で提供している職業教育プ
ログラムは，一般就労を目指したものではなかっ
た。訪問した際には，お金の計算に関するプログラ
ムを実施していた。テキストにそって行っていた
が，利用者に適したプログラムとはいいがたい印
象を受けた。理念として「New Zealand Disability 
Strategy」は，誤った方向性ではないように思われ
るが，運用面で知的障害のある人の生活の質を低下
させているようにも感じられた。
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写真２　金銭スキルの学習風景

５．まとめ

　ニュージーランドの知的障害のある人の生涯学習
について，ポリテクニックとIHCの職業教育に関す
る取組を紹介した。ニュージーランドは各種の資格
を準備して高等教育を推奨し，知識社会より多くの
人が参加できるように取り組んでいると考えられ
る。しかしながら，知的障害のある人が利用できる
リソースはそれほど多くないように感じた。ポリ
テクニックという総合専門学校が提供している知
的障害のある人を対象としたプログラムは，知的
障害のある人が学ぶ場を通常の高等教育機関で提

供しているという点で興味深い。しかしながら，
Sommerville Special SchoolやIHCで述べられたよ
うに，障害のある人へのインクルーシブな社会を目
指した対応がうまく機能していない面もみられた。
このようなうまく機能していない点について，どの
ように対応するのか，今後の動向を探ることは，日
本の今後の取組を検討する上で役に立つ情報を得る
ことができるのではないかと考える。

文献

http://www.minedu.govt.nz/（ニュージーランド教育
省HP）

IHC(2004)Introduction to IHC.
http://www.ihc.org.nz/( IHCHP)
Ministry of Education（2005）Education Statistics of 

NZ 2005.
Ministry of Education（ 2003）The Ministry of 

Education and The Tertiary Education System.
Ministry of Health(2001) The New Zealand Disability 

Strategy Making a World of Difference Whakanui 
Orange.

滝坂信一・徳永亜希雄（2004）ニュージーランドの特殊
教育と支援システム，特殊教育諸学校の地域における
センター的機能に関する開発的研究（総説編）．90-99.
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Ⅰ．本調査の意義

・生涯学習に関するイギリスの現状と課題について
実態調査する。

・ＮＡＳの運営している自閉症学校（小，中高）に
ついて実態調査する。

・統合（インクルージョン）教育の実施校を訪問し，
その実態を調査する。

　　→今回の調査の視点は以下のとおりとする。
１　 サッチャー，ブレアの行った教育改革から，生

涯学習の視点を含んだ特別支援教育の体制づく
りの現状について，各機関を訪問することで明
らかにする。

２　 当事者団体であるＮＡＳ主導の学校運営や特別
支援の推進が，生涯学習にどのように寄与して
いるか，ＮＡＳの運営する学校及び本部を訪問
することで明らかにする。

３　 ＩＥＰベースの，教師の自由度が高いとされて
いるイギリスにおいて，ナショナルカリキュラ
ムに基づく教育課程の作成に関する現状と課題
について明らかにする。

イギリスに関する事前調査（文献調査）
　参考にした資料は以下のとおり
①各訪問先のＨＰ資料
②英国自閉症研究の源流　久保紘章著　相川書房
③自閉症ガイドブック　別冊　海外の自閉症支援　

日本自閉症協会編
④children with autism :North West Regional 

Special Educational Needs Partnership
　（ダウンロードファイル；http://www.sen-northwest.

org.uk）
⑤Autistic Spectrum Disorders Good Practice 

Guidance
　（ダウンロードファイル；http://www.teachernet.

gov.uk/management/sen）
⑤徳永豊氏の資料（2005.1.24訪問時）
⑥英国の行政からみた自閉症支援　日本自閉症協会

千葉県支部編
⑦英国教育改革調査報告書　三重県教育委員会　
　平成12年12月26日

Ⅱ．英国と学校教育について

１．英国の概略
　グレートブリテンおよび北アイルランド連合王
国，通称イギリスまたは英国は，西ヨーロッパの
北海に位置している。イングランド（England），
ウェールズ（Wales），スコットランド（Scotland），
北アイルランド（Northern Ireland） の四つの非
独立国の集まりである。 単に連合王国（United 
Kingdom，略してUK）ともいう。日本から東南へ
約9000km離れた南太平洋にある島国である。面積
は27万524k㎡で日本の約3 ／ 4，人口は4,108,092名

イギリスにおける特別な教育的ニーズに応じる教育と生涯学習
－ハートフォード州及びイギリス自閉症協会の取り組み－

齊藤宇開　・　徳永　豊　・　小塩允護
（国立特殊教育総合研究所）

訪問先
A:　イギリス自閉症協会（NAS）
　11/15（水）NASマイク・コリンズ氏へのインタビュー
　11/16（木）NASプロスペクツ訪問
B:　 イギリス自閉症協会（NAS）運営の学校
　11/13（月）ラドレット・スクール（小）
　11/15（水）シビル・エルガー・スクール（中・高）
C: ハート・フォード州教育委員会
　11/13（月）スペシャル・アドバイサリー・サービス　訪問インタビュー
D: ハート・フォード州立学校
　11/14（火）キルグリュー・ジュニア・スクール（統合）
　11/14（火）セント・ルーク・スクール（特別学校，中・高）
　11/17（金）ウール・グローブ・スクール（特別学校，幼・小）
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（2005年11月現在）となっている。

２．特別支援教育の概略
　英国では，障害という概念でなく，教育学的概
念である「特別な教育的ニーズ（SEN）」の概念を
使用。SENは連続的概念であり， 障害があるかな
いかの2分法ではない。通常教育と明確に区別され
た「特別ニーズ教育」はない。障害という概念でな
く，SENという概念で， より幅の広いSENに応じ
た教育を提供している。教育の目的や目標は，独自
なものがあるわけでなく，通常の教育と同じである

（ウォーノック報告，1978年）。
　障害がある子どもの在籍率は，特殊学校が約1.1％
で，特殊学級は設置されていない。通常学級には
判定書（statement）保有者３%，20％の子どもに
SEN（特別な教育的ニーズ）がある。日本の通級に
近い制度としてユニット（リソースルーム）があり，
本文で紹介する「Autism Base」も，その一例であ
る。
　早期の段階において，保護者を含めて，関連する
専門家の協力を得て，判定書（statement）を地方
教育局の責任において作成し，14歳以降に「個別の
移行支援計画」も作成する。より具体的な「個別の
指導計画」については，判定書のある子どもを含め
て，SENのある子どもについて作成している（約
20% 弱）。生涯学習についても「個別の学習計画」
を作成しているところがある。
　また，小中学校に特別な教育的ニーズコディネー
タ－（SENCO）がいて，学校のSENに関する教育
方針を実行する役割であり，校内の支援体制を調整
する人である（2001年実施規則）。校内における教
育支援を調整することが主たる役割であり，一部
として，外部教育機関，福祉･医療機関との連携も
役割に含まれる。教育に関する支援の調整役であ
り，教師の資格を持つ主任以上の立場の人で，学校
全体の取組に対して，責任を持つ。（特別学校には
SENCOはいず，SENCOは，福祉･医療機関との連
携を主とする役割ではない。）

Ⅲ． ハート・フォード州及びイギリス自閉症協
会の「生涯学習」の取り組み

１．イギリス自閉症協会（ＮＡＳ）の取り組み
（１）自閉症協会（ＮＡＳ）本部
１）マイク・コリンズ氏から，はじめに

　NASには四つの「目的」，①直接的な（本人向け
の）サービス，②家族への支援，③研究，④政治的
な圧力，がある。およそ10年のプランで取組を行っ
ている。その決定は役員会議にて行われる。
　①は，NASの運営する六つの学校がある。およ
そ800人の成人のケアを行っている。 ②について
は，「Early Bird」という仕組みで，診断を受けて
から10週間の研修コースが各地域に設定されてい
る。小学生や若者などの遅い診断を受けた子どもに
対しては，「Help」という研修制度を持っている。
友達作りの場も設けている。もう一つ「ヘルプライ
ン」というボーダフォンがスポンサー（300万ポン
ド）の電話サービスがあり，訴訟にも弁護士が対応
している。
　「Make school make sense」キャンペーンは，会
員向けのアンケートで回答された1000の回答のう
ちから選ばれたものである。①全ての子に合った
学校，②教員向けのトレーニング，③自閉症への
理解があったが，その中から選ばれたのが「Make 
school make sense」である。これはDVDのパック
や小包などを送って知らせるものであり，政党に限

The National Autistic Society（NAS）
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らず学校にも送っている。ウエールズ，スコットラ
ンド，北アイルランドでもキャンペーンを行ってい
る。

　事前に用意した質問に対してコメントをもらっ
た。
〈質問事項〉
１　NASの最新の最優先課題について
２　ＮＡＳの運営の学校について聞きたい

①教育課程についての必要性とレベル（どこまで
詳細な教育内容を明確化する必要性を感じてい
るか）

②教師の採用プロセスとトレーニング方法（その
システム）

③IEPで頻度の高い教育内容のトピックを10くら
い挙げてほしい

３　 NASが取り組む学齢期と早期の親支援につい
て

①メンター；親同士が支え合う仕組みは持ってい
ますか

②世代の違いは？親同士の支え合う仕組みの変化
は？

４　 成人のケアと教育のための通所・入所センター
について 

①最新の最優先課題は？
②生涯学習（成人期の教育） に関する取り組み

は？

＜質問への回答＞
Ｑ１；NASの最新の最優先課題について
Ａ１； 課題はたくさんあるが先に述べた四つの目的

を元に取り組んでいる。「Make school make 
sense」がキャンペーン。

Ｑ２；ＮＡＳの運営の学校について聞きたい
①教育課程についての必要性とレベル（どこまで

詳細な教育内容を明確化する必要性を感じてい
るか）

Ａ２；①Good Questionだ。ナショナルカリキュラ
ムは14歳までだが正式には落としてもいい（日本
と同じように柔軟に対応して良いということだろ
う）。かなり学習能力が高くても，科目名を工夫
するなどして分かりやすくしている。実施されて
いるカリキュラムは各学校に任せている。重度の
自閉症があってもGCSE（資格試験）の試験を受
ける子もいる。昔から予想していたことだが，自

閉症スペクトラムの子どもの問題はとても複雑に
なっている。多くの子どもがメインストリームし
ているので，その対応も複雑化している。 たくさ
んの自閉症が存在するがナショナルカリキュラム
から離れている特化した状態であることが多い。
NASの運営の学校の中のヨークシャーの在籍児
童生徒のうち三分の一は全ての学校から排除され
てしまった子である。スペシャルスクール（養護
学校）も含めて，中途で入学してくる子どもも確
かに存在するのが実態である。それに対応して，
教育内容を様々な出版物やマニュアルで理解啓発
を促している。
　また，マイク・コリンズ氏は，政府の監査官と
しての資格を公募で取得しており，ナショナルカ
リキュラムがいかに工夫されているかをチェック
できる立場にある。ナンバーは1899番であり，学
校へは写真付きのパスがあればいつでも入ること
ができる。
② 教師の採用プロセスとトレーニング方法（その

システム）
　 NASの教員の資格認定は，教員の資格を持って

いることや教科別の専門がある人もいる。20年前
に制度が変わって，他の公立の学校と同じ待遇に
なった。
　SPELLのフレームワークでトレーニングをす
る。長年かけて要請されるので，公立校からも重
宝される人材である。異動は安定しているが，ロ
ンドン周辺地区のみがAUやNZからの先生も多い
ので３年サイクルで異動があることもある。
③IEPで頻度の高い教育内容のトピックを10くら

い挙げてほしい。特に早期教育について。
(1)「SPELLのフレームワーク」が基本であり，
続いて，(2)「自分たちの管理」 これは主に急な
ストレスがかかってきた時に応じることができた
り，質問できたりする能力で，セルフマネージメ
ントとサバイバルスキルが合わさった感じか？次
は(3)「フォーカス」の問題で，低い覚醒の下で，
何を見るべきかが分かるためのもの。(4)は「視
覚優位の活用」であり，色を有効に使ってカラー
キーなどの取り組みもしている。(5)は「明確な言
語指示」など学校の中で自閉症の理解を進めるた
めに短い文で伝えるなどの内容である。

Ｑ３；NASが取り組む学齢期と早期の親支援につ
いて　
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Ａ３；
①メンター；親同士が支え合う仕組みは持ってい

ますか？
「Early Bird」という仕組みで，診断を受けてか
ら10週間の研修コースが各地域に設定されてい
る。小学生や若者などの遅い診断を受けた子ど
もに対しては，「Help」という似たような研修を
持っている。友達作りの場も設けている。もう一
つ「ヘルプライン」というボーダフォンがスポン
サー（300万ポンド）の電話サービスがあり，訴
訟にも弁護士が対応している。
②世代の違いは？親同士の支え合う仕組みの変化

は？
イギリスでは現在の方が改善されている。親同士
のサービス「Early Bird Group」は，6 ～ 10家族
単位で構成していて，終了後も長年にわたり友好
関係を持っていることが分かっている。イギリス
全土及びNZで取り組まれているが，日本ではま
だ行われていないと聞いている。

Ｑ４：成人のケアと教育のための通所・入所セン
ターについて
①最新の最優先課題は？
②生涯学習（成人期の教育） に関する取り組み

は？
　「プロスペクツ」という高機能自閉症とアスペ
ルガー症候群のための就労支援センターに取り組
んでいる。14歳以上がどうしても課題である。私
たちも自閉症のある子どもたちが14歳以降も能力
を伸ばせることを固く信じている。
　一にも二にも成人の問題はお金で，資金を増や
すべきだ。今は，Adultサービスを担うスタッフ
のトレーニングに力を入れている。自閉症の診断
が明らかになってから療育を受けてきた人がよう
やく大学生になってきた段階であり，それに向け
てどのようなサポートをするべきかである。

（２） 「プロスペクツ」（NAS運営の高機能自閉症及
びアスペルガー症候群のための就労支援セン
ター）訪問

　先日のマイク・コリンズ氏に，お願いして，「プ
ロスペクツ」のNoel Hastings氏へのインタビュー
を行った。
　日本自閉症協会が海外情報としてまとめたリ
チャード・ミルズ氏の寄稿文を参考に，質問項目を
以下のように設定し，回答を得た。

Ｑ１；対象の人数は？
Ａ１；330人の対象者のうち，177人がフルタイム就

労している。177人以外の人は，ボランティアや，
教育機関に通っている。教育機関とは，いわゆる
学校ではなく，職業関係の機関で，例としては，
植物の管理や保健について学ぶなどしている。

Ｑ２；対象年齢は？ 
Ａ２；16歳から65歳まで。最高齢で67歳の人がいた。

現在は57歳。
Ｑ３；離職者の状況は？
Ａ３；プロスペクツのプログラム終了前に去るケー

スや，意識的に辞める人，連絡が途絶えてしまう
人などがいる。

Ｑ４；ジョブコーチは何人いるのか？
Ａ４；11人のスタッフのうち，全てがサポートと就

職斡旋を担っている。つまり全てがジョブコーチ
である。その他のスタッフはボランティアで資金
集めをしているか，経理である。

Ｑ５；基礎的な質問で申し訳ないが，日本のように
法定雇用率1.8%などの決まりはあるか？ 

Ａ５；イギリスでは，1995年までその制度があった
が，今は廃止された。2005年に障害者差別禁止法
が制定され，それが彼らの権利を守っているかた
ちになる。その禁止法では，職業人として不足無
い技術を持っていた場合，障害を理由に昇進等を



－79－

阻止してはならないことがある。この法律はイギ
リスにおいて，障害者を差別しない文化を創り上
げようとするものである。
Ｑ６；NBQ（国の資格）を持っていますか？
Ａ６；ほとんど資格を持っていない人から，ケンブ

リッジ大学の数学のファーストを二つ持っている
人もいる（それは天才の域らしい・・）。
Ｑ７；全国の支部について教えてほしい？
Ａ７；ロンドン，マンチェスター，グラスゴー，リー

ズの４カ所のみで，330人を対象にしているロン
ドンが最大級である。成人した人のケアサービス
は足りていないのが現状である。
Ｑ８；対象は，高機能自閉症及びアスペルガー症候

群に限定されているのですか？ 
Ａ８；一般的に，高機能自閉症及びアスペルガー症

候群に限定している。診断を持っている人たち。
ボーダーの人もいる。ただしまれにLDや精神疾
患の人もいる。（イギリスでは，LDをどのように
解釈しているんですか？）ラーニング・ディフィ
カルティとラーニング・ディスアビリティは同じ
解釈で用いられることが多い。ただしMRは古い
感じがするので，使わないケースが多い。

Ｑ９；大学を卒業した人がいると思うが何割です
か？
Ａ９；大学卒業者は40人，ロンドン在住が条件であ

る。全クライエントの20~25%が大学卒業資格を
持っており，大学での支援が重要課題である。
Ｑ10；大学との連携は？
Ａ10；今のところ少ないが，サブプロジェクトと

して，「トランジションズ」がある。大学に人脈
を作るのが主目的で，ディスアビリティ・オフィ
サーをコーチングしていく。そのためにプロスペ
クツに呼んだり，訪問したりしている。ディスア
ビリティ・オフィサーは多忙で，例えば近くのＬ
ＳＥ大学では，一人で600人の障害者を担当して
いる。あまりアスペルガー症候群等を理解してい
ないが，NASの訪問はたいへん喜ばれることが
多い。

Ｑ11；日本では一般就労させればそれで良しとし
た傾向があったが，その反省として職場の支援だ
けでは足りず，生活の支援も同時に必要なことに
ついてどう考えますか？

Ａ11；とても良いポイントだ。 就職が第一の仕
事ですが，必然的に生活も助けている。常にジ
レンマだが，生活の支援は管轄ではないことを

伝えている。夜中の二時過ぎに電話をしてくる
人もいるが，セラピストや，Cogative Behavior 
Theraphy　等に頼むことにしている。

Ｑ12；177人の就職者の暮らしについて聞きたい？
日本のようにグループホームなどもあるのか？ 

Ａ12；結婚して家庭を持っている人もいる。大多
数が家族（親）と住んでいるか，一人で住んでい
る（同居人は居ない）。グループホームは，２ヶ
所しかないが利用している人もいる。

Ｑ13；住まいを見つけるのはプロスペクツの仕事
ではないことは分かったが，NASにはあるのか？

Ａ13；もちろんNASにはその分野があるが，ヘル
プラインサポートなど，全体的な枠が多い。ほと
んどがソーシャル・ワーカーからの支援を受けて
いる。なお，ソーシャル・ワーカーの範囲は，バー
ラー（borough）という地域単位であり，その単
位で教育事務所もある。

Ｑ14；一般の人と出世は一緒ですか？
Ａ14；給料や年金はもちろん一緒である。昇進は

差別禁止法が支えているが，管理職などは対人関
係の問題で，難しいようだ。

Ｑ15；障害者手当は付きますか？働かない方がお
金をもらえるケースがありますか？ 

Ａ15；仕事をしていない場合は，障害者手当をも
らえる。イギリスはその制度が複雑でなかなか説
明しづらいが，日本と同様に，働かない方がお金
をたくさんもらえるケースもある。様々な免除制
度や高額な支援が得られることもある。働くこと
に対してくじけているケースもある。

Ｑ16；働く意欲がまだ固まっていない人には？
Ａ16；そのためのコースを用意している「Access 

to employment for people with autism」，働く意
欲を造り出す第一歩のためのコースである。こ
のコース以降は，プロスペクツのコースに移行す
る。経験的には，仕事をするという枠組みに価値
を見いだす人が多い。

Ｑ17；リチャード・ミルズ氏の寄稿された資料で
は，就職先の割合で事務職が60%以上を占めてい
るが，事務職の内容について教えてほしい。

Ａ17；対人関係の問題があれば，ボスに掛け合っ
て対応し，データ処理など得意なことに替わって
くれと依頼することがある。プロスペクツの職員
の主な仕事といっても良い。あくまで一人一人の
希望を尊重していて，事務職はその結果である。
多くは社会的な経験から仕事が決まってくると考
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えている。
Ｑ18；特別な職種を考えたりはしませんか？スウェー

デンではコンピュータの取り組みを見ました。 
Ａ18；多くは，本人たちが興味のある仕事を斡旋

してほしいと言ってくるので，こちらから斡旋す
ることはない。時刻表が好きな人がいて，鉄道
会社に斡旋し，インフォメーションの仕事につい
た人もいる。スウェーデンのようなものはイギリ
スではない。いくつかの企業と手を組んでいるの
で，ワークエクスペアランス（職学体験）をしな
がら，探すことはあるが，あくまでも本人の希望
に添うかたちを取る。

２．イギリス自閉症協会（NAS）の学校の取り組み
（１） Rudlett Lodge School(ラドレット・ロッ

ジ・スクール)

１）カリキュラムについて
　ＮＡＳの運営する学校ではあるが，NATIONAL 
CURRICULUMに準じている。
　指導のキーワードは「インディビジュアルモデ
ル」。一人でできることがどれだけ多いかがポイン
トである。また，人間関係も構造化やスケジュール
を用いて具体的に教えるようにすることが大切であ
る。また，理解してもらうように，周囲の人に働き
掛ける必要もある。

ナショナルカリキュラムと，指導計画

　AUTISTIC SPECTRUM BASELINE ASSESSMENT 
OF ACHIEVEMENTとして，一人一人の子どもたち
に応じたPUPIL RECORD BOOKが作成されている。

　その内容は以下のとおり。①子どもの簡単な紹
介。②アセスメント検査と結果は，CARS，PEP-R
が用いられている。その報告が最初にされている。
続いて行動の記録があり，他の指導者のコメントが
続く。七つの項目に応じてコメントがある。最後に
Recommendationsとして，六つの項目が示されて
いて，学ぶための支援の方法などが明示されてい
る。③行動支援プランがある。「好きなことと嫌い
なこと」，「感覚」，等がある。④言語療法士からの
レポート。⑤IEP。
　特質すべきはIEP，２枚にまとめられている。A4
一枚 にOBJECTIVESとANNUAL OBJECTIVES 
FOR ACADEMIC YEAR 2005-2006が あ り，
簡潔 だ。 次 の 一枚 は，TERMLY TARGETS:
AUTUMN2005とあり，秋学期のターゲットが四つ
示されている。

２）校内見学
　アメリカ合衆国ノース・ カロライナ州の
TEACCHのアイディアが多く用いられている印
象であり， 他の特別学校に比べて構造化が進ん
で い る 印象 が あ る。PECS（Picture Exchange 
communication System:絵カード交換式コミュニ
ケーションシステム）は各教室に用意されている
が，フィラデルフィアで見たような肩からかけて歩
いている様子はない。一カ所にまとめて置かれてい
る。

スケジュールとブース

ＰＥＣＳブック



－81－

各教室にあった「ターゲット」

３）教師の待遇は，地域の学校のモノと変わらない
　ＮＡＳの運営する学校の教師の身分は，他の公立
学校のものと全て同じだということである。副校長
の待遇も同じだということだった。

ジョー・ギャロウェイ女史

４）全体をとおして
　寄宿舎が，常設されていて，保護者のニーズに基
づく学校であるため，必要に応じた結果の設置なの
だろう。当然，レスパイトサービスも用意されてい
て，日中の学校への参加もあるということだった。

個人のファイル（上）は，随時閲覧可能になっている。
寄宿舎が常設（下）とても整備されていた。

（２） Sybil Elgar School（シビル・エルガー・ス
クール）NASの運営する全国６つの学校のう
ちの一つ。中・高。

　インド，パキスタン街のSouthhallという駅から
降りて，タクシー（白タク）に乗って５分。入り口
が鉄条網で閉ざされていて，セキュリティーがしっ
かりした感じ。

駅と正門

　14:00から16:30　NAS運営の自閉症学校。副校長
のJon Brough女史に案内して頂く。
　日本の養護学校そのもの。特筆すべきは各教室の
作り，芸体類（ダンスや身体表現）の重視。
　ラドレッドもそうだったが，先生が皆，腰から
カードをぶら下げている。
１）NAS運営の自閉症学校（中・高）
　イーリングの民家から始まり，11年前ここに
移ってきた。イギリス本土に６校あるうちの一つ
である。NAS運営の自閉症学校は，それぞれが独
自の特徴を出していて，この学校は，生徒が各学
科に分かれた教室を動いていること（つまり学ぶ
内容ごとに教室が分かれている（一対一対応））。
NASの運営する学校ではあるが，NATIONAL　
CURRICULUMに準じている。特に五感や体を使っ
た身体表現，ジョギング，自己管理能力などを試み
ているとのこと。パフォーミング・アーツと言って，
描画ドラマ等，演劇を前面に出している。自分を表
現することは，自尊心を高めることにつながり，本
学のカリキュラムの中心にある。
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校内とジョン女史

　案内してくれた教頭先生は，この学校に来て10年
であり，特別支援学校（重度の知的障害の学校）で
31年間の経験を持つ。
　103人の生徒数で，62人が寄宿舎に入っている。

２）パフォーミング・アーツの重視
　興奮と静寂を作っていくことで，情動のコント
ロールが可能になる。
　表現は，間違いはなく，常に評価される。自己肯
定につながる。発表会では他人から評価される。
　手をたたいてお腹を触るなど，感覚統合の訓練的
な要素も含めている。
　呼吸法等，ストレスマネイジメントにも取り組ん
でいる。

３）いくつかの質問
Ｑ１；カリキュラムは６校一緒ですか？
Ａ１；多少違っています。守るべきコア・カリキュ

ラムは，＜コミュニケーション，社会性，自立心，
ライフスキル，他人と話すこと　等＞ 

　個人ファイルは，どの学校も同じように使って
いる。この学校は特に教室を移動するのを特徴に
しているので，有効活用している。もう一つ，
NASの理念として地域生活を意識した取り組み
をしている。そのため，地域に出て活動する時間
割も多い。
Ｑ２；これだけの専門性を維持するためのアシスタ

ントへのトレーニングは？
Ａ２；初日に分厚いブックレットを渡す。６週間

のintroductionトレーニングがあり，とても厳し
いものである。毎朝，アシスタントセラピストか
スピーチセラピストと行動を共にして，勉強をす
る。これは子どもを守ることなので絶対に守る。
16時から17時までトレーニング・ミーティングが
あり，就職してからのパーソナル・スキルの向上
に努めている。

　一年のうち，５日間は丸一日の研修があり，視覚
ツールを使ってトレーニングする。名前の知れた
学校なのでNBQを取得するための２年間の研修
で来る人もいて助かっている。

Ｑ３；小学部と中・高学部の違いを挙げるとしたら？
Ａ３；一日の活動を４分割している。変化に順応さ

せる取り組みも始める。多感なときに刺激の多い
変化を与えることもある。

Ｑ４；編入する生徒はいますか？
Ａ４；ほとんどの生徒は中１からの入学者である。

編入する場合にはNASを介するか，地方教育局
を介することになる。

Ｑ５；移行先を教えてください。
Ａ５；Life time care support に行くケースが多い。

ただし，イギリスの課題である。就職は稀である。
52週間の成人のためのトレーニングに行く人もい
るし，３年間のCollegeコースを受ける人もいる。
さらにはデイ・ケア・センター，在宅などがいる。
良いクオリティのデイ・ケア・センターは足りて
いないと思う。早期の教育が重要である。

Ｑ６；本校の内容は素晴らしいです。これをどのよ
うに統合された学校に伝えるのですか？

Ａ６；教師が相談に来ることも多い。出張の依頼や
講演もある。教員向けのトレーニングにはよく協
力する。最近はとても熱心に聴く先生が増えてき
たと感じている。

Ｑ７；この学校で重視していることを教えて下さい。
Ａ７；視覚支援，レッスンそのものの分割（教室移

動に教科ごとの学習），自閉症であることの認識，
前向きな態度や行動，長所を伸ばす

Ｑ８；自閉症であることの理解についてもう少し詳
しく教えてください。

Ａ８；中・高生になると，自閉症であることを理解して
いることが多いので，あなたは～が不得意よねと教
えている。大切な問題であるが，自分のパターンを
肯定して共に考えてあげることが大切だと思う。ソー
シャルストーリーというのがあるが，感情のあるエピ
ソードが重要。I am usualが大切だ。
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⑤まとめ
　熱心な先生だった。人材が素晴らしい。教室がと
ても整備されていて，教室移動による使い分けはと
ても有効だろう。子どもたちも理解しやすいし，教
室の環境整備も，その取り組みに合わせて変えるこ
とができる。今後，日本でもダンスなどのパフォー
ミング・アーツにも取り組んでみる必要があるだろ
う。

３．ハート・フォード州の取り組み
（１） Caroline Wells the manager of the Autism 

Advisory Team in Hertfordshire(ハート・
フォード州自閉症アドバイサーチーム)

　ハート・フォード州のスペシャリストアドバイサ
リーサービスへの訪問　

玄　関

　教育委員会に到着すると，メン・コウ・ビカート
ン女史が出迎えてくれる。

１）メン・コウ・ビカートン女史とエレン・カービー
ギャロウエイ女史による説明

①イギリスの教育制度とハート・フォード州の紹介
及びカリキュラムや制度

　イギリスは，５歳からが義務教育であり，ハート・
フォード州では，「Specialist Advisory Service」 と
いう専門チームを作ってインクルージョン実現のため
に取り組んでいる。そのための取り組みとして「Base 
Unit」というクラスを作り，自閉症のある児童生徒の
特性に応じた支援方法や配慮について基礎を作る試み
をしていることに特徴がある。
　現在，Special Schoolはハート・フォード州で13
校ある。この中には，NASの運営する学校はLEA
の傘下にないため，含まれていない。学校種では
区分けをSLD（serious learning difficulties），MLD

（Middle learning difficulties），ELD（Emotional 
learning difficulties）に分けている。
　約1000人のASD（自閉症スペクトラム）が存在

し，60 ～ 65%がメインストリームで，35 ～ 40%が
スペシャルスクールに在籍している。

メン・コウ・ビカートン女史

②教師支援の制度（アドバイザリー・ティーチャー
等）と統合教育へ

　ハート・ フォ ード州の「Specialist Advisory 
Service」 の体制は， ２人の「アドバイサリー・
ティーチャー」が中心で，その下に４人の「VT;ビ
ジティング・ティーチャー」，それぞれスペシャル
スクール担当（４人），メインストリーム担当（４
人）がいる。この人たちにはスペシャリストの資格
試験（経験も含む）がある。その配下に同じく６人
ずつのSSW（たぶんスペシャルサポートワーカー
だと思う）がいる。
　サポートの体制が整っていれば，メインストリー
ムの実現可能性は高くなる。
③「Specialist Advisory Service」のトレーニング
　トレーニングも盛んに行われている。メインスト
リーム実現のために，「このような研修を企画しま
したので来ませんか？」というような誘い方で，強
制ではない。

サービストレーニング 1day 小学校以前の幼児の
ために

キーステージⅠ＋Ⅱ 2 day 小学校の児童のため
に

小学校から中学校への引
き継ぎ

1day 小・中学校への引き
継ぎのために

中学校のトレーニング 1day 中学校の生徒のため
に

スクールベイス 事例研究を行う
自閉症の認識と理解 自閉症の認識のため

に
Con c e n t r a t i o n  a n d 
Attention Skill

集中と注目のスキル

Play and Cognitive Skill 遊びと認識のスキル

④ステイトメント作りとその内容
　実際の事例を元にステイトメントについて紹介を
してもらった。内容は，子どもの紹介，家族状況，
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医療情報，アセスメント（CARSやPEP-Rが用いら
れていた），IEP，一年間の教育目標等である。ス
テイトメントは，教育局の担当者がまとめることに
なっていて，各担当が書類を作成する。メインスト
リーミングの学校には，アドバイサリー・ティー
チャーが書いて参考にしてもらうこともあり，とて
も喜ばれている。一年に一度，見直しをする。
　各学校で対応はできるが，各スペシャリストの先
生が100人を担当しており，学校心理士なども活用
しながら，学校のためのアドバイスに取り組んでい
る。
＊当日も，これからアドバイスに行くそうで，とて

も多忙だと言っていた。

＜ステイトメントの項目＞
Hertford shire county council children, schools 
&Families
Part 1)Introduction
　　2)Special educational needs
　　   Educational Communication , Personal,Social& 

Emotional,Motor and sensory skills
　　   Independence ski l ls ,  Early Learning 

skills,Gross motor skills（運動動作）, Eye 
hand and Physical skills, Play and Thinking 
skills, self help skills（トイレに行けるなど）

　　3)Special educational Provision
　　　a)objectives
　　　b) Educational provision to meet need and 

objectives
　　　　Education 
　　　　Communication
National Curriculum Implications Monitoring
Record of Assessment （合意書）

⑤早期教育がとても大切である
　ロバース法までは行かないが，早期から，保護者
のトレーニングに取り組んできた（最終日のウッド
グローブ・スペシャルスクールの校長もそのメン

バーだった）。早期からの教育がとても大切である。
⑥まとめ
　INTERACTIVE（相互作用する）＜ソーシャル
コミュニケーションやミュージックで取り組む＞，
BEHAVIOR（行動する）＜主体的に活動する＞，
COGNITIVE（認識する）＜自分自身の理解や他人
への配慮＞を大切にしており，この三つの相互作用
がハート・フォード州のポリシーである。
＊イギリスの教育制度の表示は，Y1 ～ Y11までで

あり，Y11からはカレッジに移る。

４． ハート・フォード州立学校の取り組み
（１） Killigrew Junior School(キリグリュ ー・

ジュニア・スクール)
　統合教育と行っているyear3,4,5,6,（日本でいうと
８歳から11歳）の子どもを対象にした学校で，イギ
リスでは珍しい。全校生徒が249名。先生が11名で，
アシスタントが11名である。白人が90%以上を占め
ていて，全国のランキングも上位の学校。副校長が
案内してくれた。

玄関と駅

１）副校長による学校紹介（校長が不在のため。）
　事前情報は，ステイトメントのある子が３名，ス
ペシャルエデュケーションニーズのある子が48名と
あったが，過去の学校評価の際の資料をHP公開し
ているものであり，現在は，スペシャルエヂュケー
ションニーズのある子が30~40名である。ステイト
メントを持っているのは２名。
　全体的に学力の高い学校であり，教育省からの監
査も上位に位置している。そのためあまり監査は気
にしていない。
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　全国の統一テストが11歳で行われるが，文章題が
苦手な子どもなどには，手助けをする仕組みがあ
る。
①カリキュラムについて
　イギリスの学校の伝統であるが，国語と数学のみ
能力別で分けている(TOP, MIDDLE, LOW)。ラー
ニングサポートティーチャーが２人いて，STが必
要な子にはさらに一人付いている。

副校長（右）

各教室にプロジェクターとスクリーンが常設されている

　定期的に特別支援教育コーディネーターが来る。
その先生はパートタイムで週に三日だけ（とても
親切に対応してくれた年配の女性）。その際に，７
~12歳までの少人数を集めてグループ指導を行う。
弱いところを徹底的にトレーニングする。ディスレ
クチュアの子も，もちろん対象であり，現在30~40
人程度である。
②校内見学
　各教室にプロジェクターが用意されていて，PC
を使った授業が多かった。ASDの子どもにとって
は，たいへん有意義だと思った。
　実際の場面では，ASDの子どもが一人，黒板と
逆の方向にあるパソコンに向かって，なにやらゲー
ムをしていた。そのASDに一人のアシスタントか
常駐していて，クラス内でASDの子のことを見て
いる感じである。その先生は，「Widget」というコ
ミュニケーションソフトを使って，彼が分かりやす
いように時間割を作ったりしていた。この学校では

「Widget」が目立った。なぜASDの子が逆の方向を
向いているのかと聞いたら，彼は今，カームダウン

していると言っていた。

自己紹介の絵

ＰＥＣＳ

Widgetの画面

③IEPの作成について
　ハート・フォード州のチームで紹介されたとお
り，統合された学校でIEPがいかに作られているか
を聞いた。クラスの先生が作成し，SENCOがまと
めるそうだ。Early alert と呼ばれる「早期の警告」
の仕組みがあって，気になる子はその用紙に記入し
てSENCOに報告しアドバイスをもらうそうだ。親
が拒否することもあるのでは？という質問には，
ディスレクチュアだから，親は拒否することは一度
もないというと回答があった。
　最近は，三段階にクラス分けをしている。試験の
結果によるものであるが，自分からクラスのレベル
を下げて学習することを希望することもあり，子ど
もたちの意識に変化が起こることはない。
④全体をとおして
　一緒にいることが統合とは言えないが，カリキュ
ラムとタイムテーブルは違うそうだ。できるだけク
ラスの子どもたちと一緒にいることが目標だそうだ
が，先生が常に付いていて，どうかなあと思った。
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　日本でも同じ問題が起こっていて，とても興味深
かったが，イギリスは手厚いなあと思った。これほ
ど手厚ければ，何とかなるかもしれないし，実際に
視覚支援は個に応じていた。
　最後に，教育内容について尋ねたところ，社会性
とコミュニケーションに力を入れた特別のカリキュ
ラムを組んでいることと，学習面では体育や音楽，
美術，宗教，家庭など，Hands onがとても有効だ
と回答を得た。

（２） ST Luke’s School（公立のスペシャルス
クール)

正面玄関

１）養護学校の中の「AUTISM BASE」
　養護学校の中・高等部である。その中に「AUTISM 

BASE」が設置されていて，そこに来ている生徒は
重度だ。担当のベテラン教師は，私たちの取り組み
はとてもユニークなので，と言っていた。ティーチ
ングアシスタントが，テキパキと働いていた。
　校内も，まさに養護学校であり，校庭が果てしな
く広いのを抜かしては，ほとんど同じ感じがして
ホッとした。

各教室の掲示とビニールハウス

　各教室の掲示の工夫や，「Widget」というコミュ
ニケーションソフトを多用した取り組みなどが目に
ついた。

２）「Autistic Awareness」自閉症と知っていること
　「ベース」にいる先生は，「Autistic Awareness」，
社会性のスキル，休むことや遊びを重視していると言っ
ていた。中でも「Autistic Awareness」は，とても重
要であり，様 な々取り組みを行っていた。
　この取り組みは，11歳から12歳の生徒に試して有
効だったため，13歳から14歳にも継続した。
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「Autistic Awareness」のための教材

３）スペシャルスクール在籍生徒の今後
　「Legedencial college」は，16~19歳の学習障害の
人のためのカレッジ（寄宿舎制）のため，言語がな
い人たちは入れない。
　19歳になるまでに入所施設に行くようなことはな
く，必ず学校に行く。
　この学校を卒業(14歳)した後は， ＳＬＤの学校
か，「Legedencial college」に４年間行く。
　19歳以降になれば，Supported Living もある。
　四人の利用者に一人がサポートするグループホー
ムもあるが，コストは自分たちが払うことになる。

（３） ウールグローブ・ スペシャルスクール
（Woolgrove School）

　A Primary Special School for Children with 
moderate learning difficulties in Letchworth 
Garden City

駅と正門

１）学校の紹介
　１日目に訪問したハート・フォード州の教育委
員会自閉症チームに斡旋して頂いた学校である。

「AUTISM BASE」を設置していることに特徴があ
るスペシャルスクール（プライマリー＜幼小＞）。
全校生徒110人で，50％が自閉症である。校長先生
曰く，最近は自閉症の児童の入学が増えているが，
自閉症だけの学校にはしたくない。それは他の子も
在籍することで，お互いのモデルとなるケースが増
えるからである。入学希望者は多い。
　早く到着したため，朝の集会を見学した。校長先
生が，今日の仮装の話と，宿題などをがんばった子
どもに向けて，トークンシールを体に貼ってあげた
りしていた。イギリスの小学校等ではよくある光景
らしく，皆が拍手をして讃えている。
　ＭＬＤ（ミドル・ラーニング・ディフィカルティ）
とあったが，確かにシビアな子は少数である。お話
も聞けるし，各教室にあった「ターゲット」も理解
できる子がほとんど。
　４歳から11歳の子どもを対象にしていて（イギリ
スで言うＹ１～Ｙ７），それぞれ主任がいる。各学
年レセプション１と２のクラスに分かれていて，１
クラス８人（インファント＜幼児＞），10人~12人
がジュニアクラスである。先生の配置は，ティー
チャー１人，アシスタント１人，２クラスでシェア
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する保育士１人。ただし，「AUTISM BASE」（定
員10人）は，ティーチャー２人，アシスタント２人，
保育士２人である。
　110人は，ほとんどがタクシーで登校する（イギ
リスにはこの制度が確立しているようだ）。保護者
の送迎は無い。30分圏内（地元）にいる子どもが全
てである。途中で他校へのインクルーシブが可能な
らチャレンジをすることが前提だが，保護者の中に
は拒否する人も出てきた。

２）特徴～「自閉症の子どものための教室」
　「AUTISM BASE」と名付けられた自閉症の基礎
教室が設置されている。設置の主な目的は，自閉症
の特性に応じた支援，例えば構造化やスケジュール
などの取り組みをしていることである。
　「AUTISM BASE」（定員10人）は，ティーチャー
２人，アシスタント２人，保育士２人である。イン
ファント〈幼児〉がほとんどで，ジュニアになると
ほとんどがインクルーシブすることが多い（ここで
言うインクルーシブするとは，スペシャルスクール
の中でのことだと思う）。
　教室は，センソリールームがイギリスにしては珍
しく無くて，代わりにスポンジルーム（齊藤ネーミ
ング）がある。カアムダウンとトークンに使ってい
るそうだ。ＰＥＣＳは常備されていた。ＶＯＣＡも
たくさんあったが，「AUTISM BASE」だからとい
う感じではなく，どこにでもある。
指導者が手厚いので，「AUTISM BASE」から先生
が付いて通常のクラスに参加することもあるが，ク
ラス担任が担当できることが多い。

カームダウンエリアのドアとＰＥＣＳ

３）全校生徒，各教室の様子から

選択肢

個人の目標「授業中は着席し続けます」

ターゲットが必ず用意されていることや，週案も作
られていて，教室内に掲示してあった。様々な教材
が準備されていることに加えて，教師がトレーニン
グされていることが伝わってくる。絶対に大声を出
さないし，正面を向いて話しかける。

ターゲット

ターゲット

週案！
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４）校長室に戻っての質問
Ｑ１；「AUTISM BASE」についてどのように成立

していますか？
Ａ１； 全校の50％ が自閉症である。「AUTISM 

BASE」の子どもはニーズが複雑になってきてい
ます。以前は，ほとんどがインクルーシブするこ
とができましたが，現在の在籍児のうち２人は

「AUTISM BASE」に残る子どもだと考えていま
す。集会等は合同で参加しますが，基本的には，

「AUTISM BASE」での活動をすることになりま
す。この学校では言語，音楽，アートのセラピス
トがいて，それぞれのニーズに応じて対応してい
ます。
Ｑ２；セラピストの雇用に資金がかかるでしょう？ 
Ａ２；言語と心理のセラピストは州から来ますが，

学校で雇っている劇のセラピストなどは特別で
す。校長が予算管理者なので校長の判断でやって
いますが，成果を判断するのが難しいです。唯一
の制限があるとしたらナショナルカリキュラムに
基づいているかと言うことであり，それ以外は自
由です。政府機関から監査はあるが，差が出るこ
とはあまりありません（もともと校長経費が潤沢
なんだろう）。認定されていた期間が過去に3年
あって年間3万ポンドあったが，そのキャンペー
ンは廃止されました。
Ｑ３；「AUTISM BASE」で終わる子はいますか？
Ａ３；５年生までいた児童はいるが，ケースは少な

い。長くいるとしたら，この「AUTISM BASE」
のコンセプトに合わないと言うことなので，他の
学校に移ることが多い。

　例えば，ＮＡＳの運営のラドレッド（一日目に訪
問）に行った児童は，保護者の家庭環境の問題で，
寄宿舎のある学校でなければならなかった。
Ｑ４；ＮＡＳの学校との違いは？
Ａ４；ラドレッドなどにはなかなか入れないし，有

料なのでたいへんである。寄宿舎等があるし，手
厚いので希望する人も多いのではないか。
Ｑ５；卒業や移行先は？ 
Ａ５；近くの町にある軽度の知的障害の中学校に

行くか，同じ地区の重度の知的障害の中学校に行
く。
Ｑ６；転校するとしたらＳＬＤ（シビア）ですか？ 
Ａ６；そのとおりです。一人だけラドレットに行っ

たが，入学するのはとても難しい。
Ｑ７；６年生までにどの位の学力が付きますか？

Ａ７；理科（サイエンス）が優れている。読み書き，
算数は11歳で6~7歳の能力。それ以上の子は，す
ぐにメインストリーミングの学校に移行します。

Ｑ８；この学校に入学するのは保護者の希望です
か？この学校を保護者が希望する理由は？ 

Ａ８；たいていは一般の学校で不適応を起こした子
どもである。ほとんどがステイトメントをもらっ
ているので，この学校が良いと聞いて来ることが
多い。希望する理由は，クラスが少ないことや指
導者が手厚いことなどを挙げる保護者が多い。

Ｑ９；どうやって入学してくるんですか？
Ａ９；4歳児から入学してくるのは少ない。だいた

いが途中から編入である。６年生の一年間だけ入
学した児童もいる。

Ｑ10；「AUTISM BASE」はなぜ必要でしたか？
Ａ10；構造化が必要だし，それを用意してあげる

ことは大切な試みである。適応するための環境作
りが第一だ。学校全体のルールを学ぶ機会も必要
だし，色々なアプローチを集中的に行うためにも
有効である。

Ｑ11；先生たちの専門性が高いですね。どのよう
にトレーニングしていますか？

Ａ11；「AUTISM BASE」のスタッフが多いので，
自然に伝わることもあるが，建物の経費などには
多くを費やさずに，トレーニングに経費をかけ
ているのが校長の方針である。チーム全体で長い
ディスカッションの中で取り組んでおり，アシス
タントにも同じだけのコストをかけている。たく
さんの教師に研修に行かせたが，その教師たち
が，取り組んでみたいことは全て実行する意欲的
なポリシーを大切にしている。そういう文化を
創ってきた。

Ｑ12；スタッフの辞職期間は長いのですか？ 
Ａ12；比較的長い。７年間平均くらいであり，特

徴は，退職教師を２名，新人を２名という具合に，
バランスを保っていることである。

Ｑ13； 日本では自閉症の社会性がターゲットに
なっているが？

Ａ13；ここでも同じである。「AUTISM BASE」
とノーマルクラスの両方で行っている。 順番
を守ったり， お互いのことを理解したりする。
そのためには， 私が設計者だったらもう少し

「AUTISM BASE」の教室を校内の中心に設置し
たと思う。そうすれば様々な活動に参加しやすい
だろう。
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Ｑ14；全ての教室で視覚支援が優れていましたが，
これは「AUTISM BASE」ができたからですか？
Ａ14；そのとおり。特に「AUTISM BASE」のマ

ネージャーが努力している。
Ｑ15；「AUTISM BASE」では，どんな段階を踏

んで学習を進めていますか？ 
Ａ15；三段階あります。①入ってきたばかりの児

童には，ワークステーションの個人指導をしま
す。ここで安定した環境を作ります。②他の部分，
集会やグループ学習などでの環境作りをします。
③外側にある環境，ここではノーマルクラスでの
環境作りをします。ただし，「AUTISM BASE」
の児童が教室に行くのは集会等だけです。

　他校との交流は，水泳，乗馬，牧場体験などがあ
ります。
Ｑ16；この地域の保護者支援や診断の状況は？
Ａ16；ファミリーサポートとして「チュータリン

グ制度」があり，「アーリー・ディベロップメン
タル・クリニック」から診断を受けた後で，教育
局に依頼があり，そこから早期療育のために自宅
を訪問するシステムです。校長の私もこの担当で
したが，この制度のお陰で，子どもたちの理解や
学校へのスムーズな移行が可能になりました。

校長先生による新任の先生への授業研究（コメントして
いる場面）

５）全体をとおして
　この学校の水準は相当高い。週案もあり，ほとん
どの技法やＶＯＣＡ等があった。職員がトレーニン
グされているのが見事だったし，療育の成果が明
らかだった。日本の養護学校にもまず低学年には

「AUTISM BASE」を作って取り組んで見るケース
を作っても良いと思う。

視覚的に授業が行われていた

宿題帳にトークンシール（既製品！）が貼られている

最後に
　制度は確かに10年先を行っている。しかし，最初
は皆，２～３人で始めたことが何度も強調された。

「政府は，自分たちの取り組みを制度として認めた
のである」。これは日本の福祉政策には，当てはま
るかもしれない。しかし，教育はどうか？学校制度
は政府のリーダーシップの下で始まったと言えるだ
ろう。日本人にこの感覚を超える価値観がないと，
絶対にたどり着けないかもしれない。
　イギリスの特別支援教育制度は，自分たちが勝ち
取ったものだ。だから，自分たちの制度である。そ
れを推進するのも，発展させるのも，誇らしく思う
のもそのためである。
　取り組みや，具体的なプログラムはそんなに離れ
ていない。専門家としての誇りをかけて，仕事に取
り組む，そんな当たり前のことを思い出した気がす
る。
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